
沖縄県国民保護フォーラム 報告書

平成17年７月27日（水） 午後１時30分から

沖縄コンベンションセンター

第１部 基調講演

『国民保護のしくみと地方自治体の役割』

講師：青木 信之（総務省消防庁国民保護室長）

特別講演

『 住民の安全保障」を自ら担う、その希望について「

～世界の中の自治体の新たな危機管理～』

講師：青山 繁晴（株式会社独立総合研究所代表取締役社長）

パネルディスカッション

『その時、自分を、家族を守るために・・・

～沖縄から国民保護を考える～』

青山 繁晴（株式会社独立総合研究所 代表取締役社長）パ ネ リ ス ト：

我部 政明（琉球大学 国際関係論教授）

知念 恒男（うるま市長）

青木 信之（総務省消防庁国民保護室長）

加藤 伴子（染織工芸サロン「とものや」代表、石垣島在住）

牧野 浩隆（沖縄県副知事）

島袋 秀光（前沖縄県広報アドバイザー）コーディネーター：

第２部 県民自由討論会

『沖縄と国民保護』

青山 繁晴（株式会社独立総合研究所 代表取締役社長）コメンテーター：

青木 信之（総務省消防庁国民保護室長）

府本 禮司（沖縄県知事公室参事監兼基地防災統括監）

※《 》は不明な部分です。
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沖縄県国民保護フォーラム

第１部

○ 司会

皆さん、こんにちは。本日はお忙しい中

お集まりいただき、誠にありがとうござい

ます。

沖縄県国民保護フォーラムを開催いたし

ます。

私、本日の進行を勤めさせていただきま

す諸見里杉子と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。

本日のフォーラムは、県民の皆様に国民

保護法制についてご理解いただくと共に、

沖縄県における国民保護のあり方につい

て、皆様と一緒に考えることを目的として

おります。 それでは、主催者を代表いた

しまして、沖縄県副知事の牧野浩隆より皆

。 、様にごあいさつ申し上げます 牧野副知事

どうぞよろしくお願いいたします。

○ あいさつ 沖縄県副知事 牧野浩隆

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきま

した副知事の牧野でございます。

本日は、沖縄県国民フォーラムの開催に

あたりまして、一言ごあいさつを申し上げ

ます。

本日はお忙しい中、沖縄県国民保護フォ

ーラムにご出席いただきまして、心からお

礼を申し上げます。

ご存じのとおり、昨年９月に施行されま

した武力攻撃事態等における国民の保護の

ための措置に関する法律、いわゆる国民保

、 、 、 、護法では 警報の発令 伝達 避難の指示

、 、誘導など 国や地方自治体が担う役割の他

援護等に係わる運送や医療などの指定地方

公共機関の役割など、武力攻撃等から国民

を守るための仕組みが規定されておりま

す。この法律は有事を想定したものである

ことから、国内にはさまざまな意見があり

ます。

特に沖縄県におきましては、去る大戦で

悲惨な地上戦を体験しており、有事の際の

国民の保護がいかに困難なものであるかを

痛感しております。政府に対しましては、

万が一にもこのような事態が起こらないよ

う、不断の外交努力を願うものであります

が、万一武力攻撃等が発生した場合、住民

をどのように保護するのか、これはわれわ

れ地方自治体の課題でもあります。

現在、県では、国民の保護に関する基本

指針に基づきまして国民保護計画の策定に

取り組んでおり、次年度は市町村でも国民

保護計画を作成することになっておりま

す。本県は島嶼県であり、広大な米軍基地

を抱えているという特殊性があります。ま

た、市町村によっては、発電施設、ダムな

どの重要な生活関連施設の他、石油やガス

などの危険物の貯蔵施設など、その安全確

保が必要とされる施設を有しているところ

もあります。

武力攻撃等が発生した場合の国民保護に

つきましては、国、県、市町村、消防、警

察などの他、輸送事業者、医療事業者など

の関係機関と連携しながら成立すべき課題

が多くあります。国民保護計画の策定にあ

、 、たりましては 各地域の実情をよく把握し

その現状にあったものにしなければなりま

せん。

県としましては、去る沖縄戦におきまし
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ては、住民避難が円滑に行われず、軍民が

混在した中で戦闘が行われ、多数の住民が

犠牲となった悲劇を繰り返さないよう、し

っかりとした計画を作成したいと考えてお

ります。

本日は消防庁、国民保護室の青木室長に

よります基調講演。その次に独立総合研究

所の青山社長による特別講演の他、講師の

お二人に、琉球大学の我部教授、知念うる

ま市長、石垣島在住の加藤様と私を交えま

したパネルディスカッションを予定してお

ります。このフォーラムを通じ、国民保護

法制に対する理解を深めていただくととも

に、皆様からのご意見も拝聴しまして、本

県の現状にあった国民保護計画の策定につ

なげていきたいと考えております。

最後に、ご参加いただきました皆様に感

謝申し上げますとともに、このフォーラム

が有意義なものとなりますことを懸念し

て、ごあいさつといたします。どうぞよろ

しくお願いいたします。
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○ 司会

沖縄県副知事牧野浩隆でした。

それでは、基調講演です。演題は 「国、

民保護のしくみと地方自治体の役割 、講」

師は総務省消防庁国民保護室長青木信之様

です。

青木様は、長野県出身で、東京大学法学

部卒業後自治省へ入省、自治省財務局、大

臣官房企画室などを経て、大分県や埼玉県

、 、へ出向し 平成14年に埼玉県副知事に就任

その後、総務省自治財政局地域企業経営企

画室長を経て、平成17年１月より現職に就

いておられます。

それでは、皆さん、大きな拍手でお迎え

ください。青木信之様です。

基 調 講 演

国 民 保 護 の し く み と 地 方 自 治 体

の 役 割

○ 総務省消防庁国民保護室長 青木信之

ご紹介いただきました、消防庁の青木と

。 、申します 本日はこの国民保護フォーラム

沖縄県といっても広いわけであります。沖

縄県の各地から、この場においでいただき

まして、私どものお話も聞いていただける

ということ、参加している者として大変あ

りがたいなというふうに思っております。

私の持ち時間は30分でありますので、こ

の30分の中で少しでもわかりやすく皆様方

にご説明をさせていただきたいというふう

に思います 「国民保護のしくみと地方自。

治体の役割」ということであります。

パワーポイントを次のスライドに変えて

いただけますか。

「国民保護」という言葉は、今日おいで

の皆様方は何のことかというふうにご理解

いただいているものと思いますが、よく考

えてみるとなかなかわかりにくい言葉であ

ります。私も名刺交換をすると 「生活保、

護は厚生労働省の仕事だったんじゃないで

」 。すか とか言われるようなこともあります

何から国民を守るのか、国民の何の法益を

守るのか、そのことを明らかにしてない言

葉なので、多少わかりづらいわけでありま

すが、武力攻撃、あるいは大規模なテロが

起きたときに国民の命を守る、国民の身体

を守る、国民の財産を守る、そういう仕組

みだというわけであります。ただ、そうい

うふうに言いますと 「それは自衛隊とか、

治安当局、警察の仕事ではないんですか」

というふうに言われる方もまた多いわけで

ありまして、いやいや、もちろんそういう

ことなんだけれども、それ以外に避難をす

るといったような、国民にお願いしないけ

ればいけないようなことがあるでしょうと

いう話をするときに、みんな必ずしも腑に

。 、落ちないような顔をされるわけです ただ

よく考えていただきたいのは、自然災害の

とき、津波が来ればみんな逃げます。川が

あふれそうになればみんな避難をします。

テロが起きたときに避難するというのは普

通の事なわけであります。従って、その武

力攻撃等で大規模なテロが起きたときに、

円滑に迅速に避難をすると、そうしたこと

をどうやって進めていくか、これは大変重

要な課題だろうというふうに思っているわ

けであります。

平成16年の６月に、この国民保護法が成

立をいたしたわけであります。国会でいろ

んな議論がありました。法案の修正もなさ
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れました。その結果、９割の国会議員の先

生方の賛同を得て法律ができたわけであり

ます。法制を持ってこの仕組みを運用して

いこうと言うことになったわけでありま

す。ただ、当然のことながら、そうした武

力攻撃を受けるような事態、そうしたこと

を招かないような最大限の外交努力が当然

の前提であります。平和国家日本でありま

す。最大限の外交努力をしていくというの

は当然なんですが、しかし、それでもあっ

てはならない事が絶対起きないとは言えな

いかもしれない。現実に後で申し上げるよ

うに、幾つかのテロ事案というのが、我が

国周辺においても、我が国においてもあっ

たということを考えなければいけない。従

って、万一の備えをするということが大事

であります。

万一の備えをすることによって、いざ事

が起きたときに安全度を高めていく、そう

いう仕組みでありまして、そういう意味に

おいては、自然災害対策と同じものである

わけであります。しかも万一の事が起きた

ときに、先ほど牧野副知事さんのお話にも

ございました迎撃ばかりシフトしないで、

国民の安全、避難を優先するということを

担保しようじゃないかと、そのこともこの

法律の中に秘められている内容だというふ

うにご理解いただければというふうに思い

ます。あってはならない事に対する対処で

すから、どうも頭の中で整理がしにくい。

それが皆様方もそうだと思います。

このスライドの一番下に書いてある言葉

「あってはならない武力攻撃、でも、なく

てはならない国民保護」と、これは私が作

った言葉ではありません。こうしたフォー

ラムでいつもご一緒するある学者の先生の

言われる言葉であります。この言葉がそう

いう矛盾も含めたことを語っている言葉か

と思いますけれども、あってはならないこ

とだけど、きちっと準備をする、備えをす

る。そのことが国民にとって重要だという

ことを、ぜひ、ご理解をいただきたいとい

うふうに思います。

実際にどのような事態が想定されている

のかということであります。国会審議の過

程において武力攻撃事態として４つの類

型、緊急対処事態、武力攻撃に事態に準ず

る対応をしなければいけない類型として４

つの類型が国会審議の中で提示をされてお

ります。武力攻撃事態としては、着上陸侵

、 、 、攻 航空機による攻撃 弾道ミサイル攻撃

ゲリラコマンドゥーと、なかなか専門用語

みたいなのが並んでおりますが、そういう

類型があるだろうと、審議の過程で説明が

なされました。しかし、この１番、２番は

本格的な戦争というイメージでありますか

ら、そう簡単に起きるとはちょっと考えに

くい。もしあるとすると、３番、４番のよ

うなかたちのものの方があり得るのかなと

いうふうに我々も思っております。また、

いわゆる大規模なテロ、緊急対処事態の類

型としても、この４つの類型のまとめ方が

いいかどうかという議論はあるかもしれま

せんが、国会で政府として提示した内容は

この４つの類型でありますが、見ていただ

くと、なるほどなというふうにイメージが

わくだろうというふうに思います。

原発等をやられるとやっぱり困ります。

先頃もロンドンでもテロがありました。そ

の前にはスペインでもテロがありましたけ
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れども、多くの人が使う施設、あるいは輸

送機関を狙うテロというのもあります。あ

るいは多くの人を殺傷するものを使う、地

下鉄サリン事件は我が国で起きた事件であ

ります。そして、航空機による自爆テロ等

もあり得るわけであります。現実にあった

わけであります。こうしたことは本当にあ

っては困るわけであります。

あっては困るけれども、最近の情勢を見

て、果たしてどうかということで、このへ

んはまた次の青山先生のお話の中に多分出

てこようかと思いますが、最近のテロ事案

ということで、本当に主だったものだけま

とめさせていただいております。先頃のロ

ンドンのテロ、その前のスペインのテロ、

これはどちらもイラクの攻撃が始まって以

降の話でありますが、そして９・１１米国

の同時多発テロ事件がございました。国際

貿易センタービルに飛行機が突っ込む映

像、なかなか忘れたくても忘れにくいとい

いますか、そういう映像だったわけであり

ます。そして地下鉄サリン事件、これは化

学兵器をテロに使った人類史上最悪のテロ

事案であります。最悪のテロ事案がなぜか

我が国で起きております。振り返ってみま

すと、1998年テポドンが隣国から発射され

て、日本海、本土を越えて太平洋に落ちる

ということもあったわけであります。

９・１１のテロに関しては、その後、ア

メリカの国会の先生方を中心とした調査委

員会ができました。レポートをまとめてあ

ります。このレポートの中に同時に日本、

韓国、シンガポールの米国施設に飛行機を

突っ込ませるという選択肢もあり得たとい

う表現があります。そういうことからする

と、我が国も全く安心していいということ

では少なくともないという状況だろうとい

うふうには思います。果たして、そういう

意味で沖縄がどうかという話は、これはな

かなか私どもとしてもコメントしにくいわ

けでありますが、テロということからする

と、正直、沖縄よりもはるかに東京等の方

が狙われやすいだろうというふうには思い

ますが、しかしどこで何が起きるかはわか

らない、というのは備えが必要だろうとい

うふうに思っているわけであります。

そこで具体例を二つだけ申し上げたいと

思います。一つは、湾岸戦争のときのイス

ラエルが弾道ミサイルに対して対処した例

であります。６週間で40発ものミサイルの

被弾を受けたわけであります。幸いといい

ますか、不幸中ながらということでありま

すけれども、全て通常弾頭であったわけで

あります。このミサイルの攻撃で亡くなら

れた方は、ミサイルそのものでは２人だけ

でありました。残念ながら心臓発作で亡く

なられた方、あるいはガスマスクの取り扱

いミスで亡くなられたという方もおられま

す。しかし、ミサイルの着弾そのものでは

２人だけしか亡くなられずに済んでいま

す。なぜかというと、イスラエルは石造り

の家の国でありますから、サイレンが鳴る

と家の奥の方に逃げます。地下室がある人

は地下室に逃げます。それだけで尊い命を

かなり守ることができたという、その例で

あります。

、 、ご案内のとおり 我が国の近くの国では

こうしたミサイルはかなり配備されており

ます。そのミサイルの到達距離は1,000㎞

を超えます。この沖縄はかなり離れていま
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すけれども、沖縄までも1,500㎞届く距離

ではあるということで、頭に置く必要はあ

ろうかなというふうに思っております。

次の事案は、だいぶ古い事案で恐縮なん

ですが、96年に、北朝鮮の小型潜水艦が韓

国の東海岸に座礁したという事案でありま

。「 （ ） 」 、す 江陵 こうりょう 事案 と書いて

「江陵（かんのん）事案」というふうに読

みますが、韓国軍６万人が掃討作戦を展開

するということであります。しかしながら

結果として残念ながら一般の民間人の方が

３人亡くなられるということがございまし

た。この小型潜水艦が発見されて以降、外

出禁止令を発令するといったようなことで

対応していったわけでありますが、避難を

始めたというのは実際に見つかってから５

。 、日後でありました そのへんが早かったか

遅かったか、けっこう難しい事案だったか

もしれません、しかしそういう事態におい

ても、１人でも多くの国民の命を守るとい

うことがこの国民保護の仕組みだというこ

とで、具体的なイメージが浮かぶようにこ

のスライドでご説明申し上げたわけであり

ます。

では実際にやらなければいけない仕事と

はいったい何なのかということでありま

す。このスライドの左側に書いてあります

住民の避難、そして避難した住民の救援、

また、狙われたら困るような施設の警備を

強めて、もしもの事態が起こったときに被

害を最小限化する対処、この３つの仕事を

、 、 、国 県 市町村が協力してやっていこうと

そういう仕組みであります。

隣国の韓国では600万人以上の軍民の方

が実はいろんなこういう事態になりますと

義務的な責任を負わさせられております。

民防、民間防衛軍といっておりまして、職

場単位、地域単位で、それぞれ何か仕事を

しなければいけない仕事が決まっていま

す。例えば、地域では避難誘導をする係、

職場では物資を運ぶ係とか、そういうふう

に仕事が割り振られておりまして、成年男

子の20歳から45歳まで、軍、警察、消防に

、 、いない人 予備役も含めて関係がない人は

その仕事をしなければいけなくて、年に何

回もそういう訓練をしておりますが、そう

いう国民に対する仕事の割り振り、何らか

の事をお願いするということは、我が国の

国民保護の仕組みの中では取り入れており

ません。従いまして、仕事をしなければい

けないのは地方公共団体、こういう事にな

っているわけで、都道府県、市町村の仕事

はかなり広範囲にわたっております。

実は特に都道府県の仕事に責任がかなり

重い部分があるわけであります。例えばミ

サイルが飛んでくるかもしれない、あるい

は近くで武装工作員が何らかの工作をして

いて、どうも危ない状況であるといったよ

うな場合において、国は警報の発令をしま

す。そしてそれを都道府県に伝え、都道府

県は市町村に伝えて、市町村から各住民に

伝えていくと。防災行政無線等でお知らせ

をするということであります。そして避難

の必要があれば、どこどこ地域の人は避難

をしなければいけないということを示し

て、国が都道府県に指示をします。そして

都道府県知事さんが避難の指示、どこどこ

の経路で、どういう交通手段で避難をして

くださいという住民に対する避難の指示も

都道府県知事の仕事であります。そして現
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場での避難の誘導は市町村長さんが消防等

を指揮しながら行うと、こういう仕組みに

なっているわけでありまして、そして同時

に、指定地方公共機関と放送事業者にもお

願いして、ＮＨＫをつければ、あるいは地

元放送のテレビをつければそうしたことに

ついての放送が流れている、あるいはテロ

ップが流れているということで、いざとい

う場合において円滑な、迅速な避難等をし

ていこうというのが、この仕組みなわけで

あります。

、 、基本的には こうした事態が起きますと

事態の認定を国がして、国から県へ、県か

ら市町村へということで仕事は流れていく

わけでありますが、もう一つ重要な流れが

ございまして （次のスライドをお願いし、

ます）それは情報の伝達という点に置いて

は、必ずしも国から県から市町村だけでは

なくて、逆に地域から東京サイドへという

情報伝達の仕組みもこの国民保護法の中に

盛り込まれているわけであります。

何かどうも変なことが起こっているよう

だと、多くの人が死んでいるとかいう事案

があったときに、これはもしかしたらテロ

かもしれないといったような情報を素早く

あげていただきたいということも、この国

民保護法の一つの仕組みであります。

特にある一カ所で何か起きたようだとい

うときに、同時に別の箇所でも起きている

ということならば、これはテロだというこ

とになります。そういう意味で国民保護を

円滑に進めるために、この情報伝達をいか

に進めるかということも一つ重要な課題に

なっているわけでありまして、その点でも

都道府県、市町村に役割が、責任が割り振

られているというわけであります。

今申し上げたような仕事を、国、県、市

町村、うまく協力してやっていかなければ

なりません。必ずしも簡単なことではない

かもしれませんが、まずは基本的な方針を

国が作って、そして都道府県 （次のスラ、

イドをお願いします）市町村に計画を作っ

て、お互いすりあわせながら仕事をしてい

、 。こうと こういう仕組みになっております

今年の３月に、国においては国民の保護

に関する基本指針なるものを閣議決定がな

されたわけであります。そしてそれを踏ま

、 、えて 各県で計画作りが進んでおりまして

都道府県は17年度中に、市町村は18年度中

に国民保護計画は作っていただきたいとい

うことで、国民保護法制閣僚レベルの会議

で申し合わせがなされております。

そうかといって、なかなか新しい取り組

みであります。各県での仕事ということも

大変だろうということもございまして、消

防庁としてモデルとなるような計画をこの

３月に都道府県国民保護モデル計画を作成

して、各県にご通知をさせていただいてお

ります。その間に地元沖縄県も含めまして

いろいろな県さんとも相談をしてまいった

わけであります。そしていよいよ市町村の

計画作りということも18年度には始まるわ

けでありますから、この17年の12月くらい

までには市町村のモデル計画なるものも私

どもの方で作ってお示しをしたいなという

ふうに思っているところであります （次。

のスライドをお願いします）

そこで、この国民保護の仕事であります

が、防災とも似ている部分が、自然災害対

策とも似ている要素があるという話も申し
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上げました。このスライドは、防災と国民

保護の仕組みで、どこがどう違うのか、ど

こがどう似ているのかというようなことを

。 。示したものであります いろいろ違います

国、県、市町村という流れで、むしろ国か

らの指示を待って対応していく部分が多い

だろうと想定される国民保護の仕組みに対

して、防災は、基本的には市町村が中心と

なって対応して、県、国がそれを補完して

いくという仕事ぶりでありますし、避難と

いっても自主的避難と、避難の誘導を国民

保護ではきちっとしていくという点でも違

います。

あるいは避難勧告をするのは自然災害で

は市町村長さんの仕事であります 「川が。

、 」溢れそうだよ 従って避難をしてください

という場合は、これは市町村長さんの仕事

でありますが、この国民保護の分野におい

ては都道府県知事の仕事になっておりま

す。そういう相違点はありますが、かなり

現実の現場での仕事、この市町村レベルで

の仕事ということに関しては、いろいろ類

似してくる点も多いだろうというふうに思

っております。

その中で大事な課題は何かということで

あります。それはまずは情報伝達をいかに

スピーディーにするかということでありま

す。昨年末のスマトラ沖の地震、大変な被

害者が津波によって大変な多くの尊い命が

奪われたわけでありますけれども、それも

いかに早く情報を伝えるかということにか

かっていたわけであります。先程来申し上

げているようなミサイルが飛来するかもし

れないというときに、仮に北の近隣国から

ということがもしあったとすると、到着す

るまで、被弾するまでの時間はわずか10分

でありますので、やれることはかなり限ら

れておりますが、とにかく情報を早く伝達

するということが重要であります。

また、何らかの事態が生じた時というの

は、情報手段がうまく使えなくなるような

心配もあります。土曜日には東京で地震が

ありました。私も消防庁の職員ですから参

集の命令があって参集したわけであります

けれども、その時も、われわれの参集用の

携帯電話は有線回路を通っておりますの

で、すぐ連絡が来ますけれども、一般の方

々の携帯電話はほとんどパンク状態になっ

てしまっているというようなこともありま

す。あるいは現実に電話を使う線が切られ

たり、携帯電話で連絡ができる鉄塔が倒れ

たりすると連絡ができない。そうしたこと

が実は中越地震でもあったわけであります

が、そういう意味で、情報を伝えるための

代替手段、代替機能、例えば衛星携帯電話

というのを各市町村は一つずつくらい持つ

、 、とか 幾つか方法はあろうかと思いますが

その情報伝達ということは今後非常に重要

な課題であろうというふうに思っておりま

す。

そして避難をする際のいろいろな取り組

みとしては、要援護者、高齢者の方、障害

がある方、寝たきりの方を避難していただ

くのは大変なことであります。しかし現に

先だっての三宅島の全島避難でも、そうし

た方から優先に避難をして、何とかうまく

やり遂げているわけでありますから、常に

要援護者、援護しなければいけない方々の

対策というのは頭に置いておく必要があり

ます。
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それと住民の方々、それぞれがいかにそ

の避難に関して理解をしているかというこ

とも大事なわけでありますから、事前の周

知、あるいは訓練ということもあるべきだ

、 、ろうと思いますし 地域での自主防災組織

あるいは事業所単位、昼間仕事に行ってい

るから関係ないよということではなくて、

職場でも一定のこうした危機があったと

き、災害があったとき、あるいはテロが起

きたときの対応ということを頭に置いてい

るか、置いてないか、これは大変重要な課

題であろうというふうに思っております。

そういう事も含めて対応しなければいけ

ないということになると、行政としては24

時間対応できる体制というのが求められる

わけであります。それをどういうふうに構

築していくか、人的なこともそうですが、

装備も含めて対応できるような体制という

のが重要になってこようかというふうに思

います。

そうしたこともありまして、先だって５

月24日に開かれた（次のスライドをお願い

します）経済財政諮問会議で麻生大臣から

一つの提案を行っております。災害情報を

瞬時に全国に伝達するシステムを何とか作

ろうじゃないかというわけであります。東

京サイドでボタンを押すとミサイルが来る

かもしれない、あるいは太平洋沿岸は津波

に注意してくれと、沖縄までは津波が来る

かもしれないから、何分以内に高台に逃げ

てくださいと言ったような情報を東京サイ

ドでボタンを押すと市町村の防災行政無線

を使って瞬時に住民の方々に連絡できるよ

うな、そういうシステムを構築しようじゃ

ないかという提案をしております。仮にこ

ういう仕組みを作ろうとしたときにかかる

経費は100億円程度でありまして、これは

日本国全体の予算からすればたいした予算

ではないから何とかしたいと我々も思って

います。消防庁の予算だけではなかなか簡

単ではありませんが、しかしこうした仕組

みも含めて危機管理のレベルアップという

ことをしていかなければいけない、そうい

う時代になってきているんだというふうに

我々自身も思っております。

そこで多少沖縄の話に戻りますが （次、

のスライドをお願いします）先ほど申し上

、 、 、げたように 国は指針を作り 県は計画を

市町村も計画をということで摺り合わせな

がらやっていこうという意味だと申し上げ

ました。３月に閣議決定されました基本指

針の中で、実は沖縄県だけ固有名詞が９カ

所出てきます。他の県の名前はどこにも出

てきませんが、沖縄だけは出てくるわけで

あります。それは相当大きな人口が、この

離島であって、基地もある沖縄に存在して

いて、いろいろな課題というのは国が対応

していかなければ対応できないだろうとい

う前提に立っているからであります。

このスライド、次のスライドであります

けれども、避難の事であります。避難する

場合に配慮しなければいけない地域特性と

して、沖縄県の例を挙げているわけであり

ます。まずは、航空海上による避難のため

の運送手段の確保ということでありますけ

れども、ここに文書が書いてありますが、

「国は沖縄県と連携協力して、沖縄関連路

線にかかる航空機及び沖縄関連航路にかか

る船舶等の優先的な確保を依頼するなどに

より、避難に必要な航空機、船舶、飛行場
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。」 。及び港湾の確保に努めるものとする と

主語は「国は」とありますから、沖縄で万

が一そういう事がもしある事態になれば、

国が責任を持ってきちっとした方策を考え

なければいけないことになっておりまし

て、そのことを閣議決定しているわけであ

ります。

現在、この基本指針に基づいて、実際の

具体的な対応に向けての考え方の整理、そ

してその考え方の整理をした上で、避難す

る手段としてのキャパシティー、これを積

み上げていって、実際にどういう方法が適

当かどうか、こういう検討を今政府部内で

しているところであります （次のスライ。

ドをお願いします）海上から航空機という

ことの関係でありますけれども 「国は自、

ら保有する航空機及び船舶により可能な限

り避難住民を運送するものとする」という

ことで、もちろん民間の船、飛行機等もお

願いするわけですが、それで足りなければ

国として自衛隊、あるいは海上保安庁が協

力して輸送するんだということを方針とし

て示しているわけであります。

現に、大島の三原山が噴火したとき、全

島避難をしました。41隻の船で一晩のうち

に避難をしましたけれども、このときに35

隻は海上保安庁、あるいは自衛隊の船であ

りました。もちろん民間の船の方が大きい

船であります。2,000人以上乗れるような

船でありますから、民間の船の方が輸送力

は大きかったわけでありますけれども、い

ずれにしてもそういう実例もございます。

また、陸路についても、国、そして沖縄

県が必要な情報の把握に努める。また県外

で避難住民の受け入れをどうするかという

問題にも当然なるわけなので、そこも「国

は沖縄県と連携協力して受け入れ態勢を整

える」ということで、国が主語となってい

るわけでありまして、そういう意味では万

が一のときは責任を持って国としてやらな

ければいけない。その枠組みを政府部内で

検討はなされつつあるという状況でありま

す （次のスライドをお願いします）。

そこで、今日はたぶん市町村の方も多い

かと思います。見ますと、消防の関係者の

方もおられるかと思いますが、国民保護に

かかる市町村の役割、もう１回整理をさせ

ていただきたいと思いますけれども、平素

何をするか、国民保護計画の策定、そして

この国民保護計画を議論いただく国民保護

協議会の運営、そして研修、あるいは訓練

の実施、消防団や自主防災組織の育成とい

うことが平素の取り組みとしてお願いした

いわけであります。

実際、事態が生じた場合どうするか。そ

。 、れは警報の速やかな伝達 避難住民を誘導

待避の指示や警戒区域の設定、安否情報の

収集等ということになりますが、この待避

の指示、警戒区域の設定というのは、実は

非常に重要な要素があるものであります。

というのも、この市町村長さん、あるいは

都道府県知事さんの固有の権限として、緊

急の事態になった場合において、市町村長

さんの判断で、どこどこ地域の人はどこど

こに避難、待避しなさい。あるいはこの地

域は入っちゃいけませんよという警戒区域

の設定ができます。どこどこの市ではそう

いう設定がなされたために人命が守られた

と。どこどこ市では設定がなされなかった

ために被害があったというようなことにな
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ると、これはなかなか大変な問題にもなり

かねないという心配もありますが、この市

町村長さん、あるいは都道府県知事さんの

固有の権限ついては、むしろ地方の要望が

あって、この法律上入れ込んだものでもあ

りまして、地域の現状を知っている首長さ

んの判断で住民を守ろうということも、こ

の法律上盛り込まれているわけでありま

す （次のスライドをお願いします）。

以下は、実際の攻撃類型に対してどう対

応するかというものであります。時間も限

られていますので簡潔に申し上げたいと思

いますが、例えば弾道ミサイルの場合どう

するか。弾頭が何かわからないわけであり

ますから、しかも時間がないわけでありま

すので、当初は屋内避難ということでしか

あり得なくて、できる限り堅牢な建物に避

難をするというわけであります。そして避

難した方々には必ず事後、当局から連絡を

するので、その後で避難をするということ

になっていくということにおそらくなるだ

ろう。そういうような避難の指示を、実は

都道府県知事さんにお願いをするというこ

とになります （次のスライドをお願いし。

ます）

ゲリラや特殊部隊の場合というわけであ

ります。この場合も屋内に一時避難させる

屋内待機という選択もあるかもしれません

が、あるいは早急にある地域の人は他の地

域に避難をするということもあり得る選択

肢であります。その場合に、先ほど申し上

げました市町村長さんの固有の権限として

警戒区域の設定をする、あるいは待避の指

示をするといったような場合もあり得るだ

ろうというふうにも思います。こうした指

示を都道府県知事さんがして、そして現場

での誘導を市町村長さんが消防、あるいは

警察連携のもとに対応していくということ

であります （次のスライドをお願いしま。

す）

今まで申し上げたような枠組みというの

は、国が事態を認定をして、その事態に対

してどう対処していくかということで、多

少わかりやすい構図なんですが、実はその

事態の認定するような前の何か起きてい

、 、る 多数の人が亡くなられているようだと

テロでもあったのではないだろうか、とい

うようなときの対応というのが、実は一番

難しいわけであります。その時の対応はど

うすべきかというわけであります。それは

まずは国に第一報を入れていただきたい。

他の地域で同様のことがあれば、それはテ

ロだろうということになって、国として緊

急事態だというふうに認定をして、緊急対

処事態として対応していくということにな

り得るからであります。そして２番目は、

連絡体制を密にして情報の整理をしてほし

い。警察、消防、海上保安庁、自衛隊、あ

らゆる情報を首長のもとで、知事さんのも

とで一元化して、整理して分析をしていた

だきたいというのが２番目であります。そ

して３番目に、国民保護法としての枠組み

が動く事態認定にいたらない課程でも、消

防法の災害対策基本法、幾つか使える仕組

みがございますから、その仕組みに基づい

て応急措置を講じてほしい。そのことによ

って被害を最小限化する取り組みをお願い

したい。その三本柱でお願いしたいという

、 、内容でありますが こうしたことも含めて

実は３月に都道府県モデル計画の中で、こ
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うしたことも書かせていただいてお伝えを

させていただいたわけであります （次の。

スライドをお願いします）

各県の取り組みの状況であります。沖縄

県でも、この６月議会で国民保護協議会設

置条例が議会で可決をいただいておりま

す。全都道府県で条例が制定されたことに

なりました。そして指定地方公共機関、放

送事業者、あるいは運送事業者等の指定で

ありますが、かなり進んでおります。44県

で指定がなされております。３県では自前

の計画案が公表されておりますが、ちょっ

とこのスライドは少し古い時点のもので恐

縮なんですけど、７月22日には福井県と鳥

取県が県の国民保護計画の国の協議を終え

て、内閣として異議はないということで、

福井県、鳥取県さんに、これでいいですね

ということでお答えを出しているわけであ

ります。そういうことで、各県の取り組み

も進んでまいったところであります （次。

のスライドをお願いします）

そこで、今後の国民保護の取り組みとい

うことであります。市町村レベルの課題と

いうのが一つの課題になってこようかと思

います。また、新しいシステムというのも

必要になってくるかと思っておりまして、

私どもとしては、先ほど申し上げた、全国

に瞬時に警報を伝えるようなシステムを何

とか検討していきたいというふうに思って

おります。そして、国民の方々に、何とか

もう一歩でも二歩でも理解をいただく。こ

うしたフォーラムを通じてでも少しでも理

解いただくということが重要だろうという

ふうに思っております。そして国と地方の

合同訓練、11月の末に福井県で実働訓練、

10月の末には多くの都道府県の参加を得

て、図上訓練を実施することにしておりま

すけれども、そうした訓練を通じながら、

少しでも理解が進むこと、そうした取り組

みが重要だろうというふうに思っておりま

す。

持ち時間を２分オーバーしております。

本来ですとここで何人かの方々からご質問

をいただきたいと思っておりますが、パネ

ルディスカッションに私もおります。その

際に今私が申し上げたことに対する疑問

点、あるいはご意見も含めて、ご質問をお

受けさせていただきたいというふうに思い

ます。

ご静聴いただきましたことに感謝申し上

げまして、私の説明を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。

○ 司会

青木先生、どうもありがとうございまし

。 。た もう一度大きな拍手をお送りください

(拍手)

国民保護って、いったいどういうことな

んだろうかと、私も思っていたんですけれ

ども、今のお話で、防災と国民保護の違い

というのがよくわかりました。何か起こっ

てしまったときの備えというふうに理解し

ていいかと思います。しかし、日本は縦に

長い国です。また、島嶼地域も多く抱えて

います。特に沖縄県は周りを海に囲まれて

おりますし、基地の存在、また、中国や台

湾など国境を接している地域でもありま

す。私たち県民一人ひとりが意識を高く持

つことが、また必要だというふうに感じて

おります。



- 13 -

さて、続きまして、特別講演です。演題

は「 住民の安全保障』を自ら担う、その『

希望について ～世界の中の自治体の新た

な危機管理～」です。講師は株式会社独立

総合研究所代表取締役青山繁晴様です。青

山様は、早稲田大学政治経済学部卒業後、

共同通信社で事件記者、経済記者、政治記

者として勤め、平成８年12月にペルー事件

に特派員として現地で取材活動を行いまし

た。翌平成９年12月に依願退社し、三菱総

合研究所へ入社、国家安全保障政策の立案

などを担当。平成14年４月に株式会社独立

総合研究所を設立しました。現在はテレビ

番組でも活躍中です。

では皆さん、大きな拍手でお迎えくださ

い。青山繁晴様です。

特 別 講 演

「 住 民 の 安 全 保 障 』 を み ず か ら『

担 う 、 そ の 希 望 に つ い て

～ 世 界 の な か の 自 治 体 の 新 た な 危

機 管 理 ～ 」

○ 株式会社独立総合研究所 代表取締役

社長 青山繁晴

皆さん、こんにちは。ご紹介いただきま

。 、 、した青山繁晴でございます 今日は まず

この講演は、私の持ち時間はだいたい１時

間で、普段の私の講演というのはだいたい

３時間くらいやりますので、今日はだいぶ

端折らなければいけないんですけれども、

実はこの後に縒る時まで、休憩をはさみま

すけれども、７時間にわたって皆さんとお

付き合いしますので、この特別講演では、

ある意味でのさわりの部分だけちょっとお

話させていただいて、後のところはパネル

ディスカッション、それから夜の部で一般

の方々と膝を交えてディスカッションも行

いますから、ぜひともできればそれも参加

していただいて、私の皆さんにお伝えした

いことの全体をつかんでいただければと思

います。

実は私は、こうやって真ん中から話すの

が嫌いでして、なるべく皆さんの側に行っ

てお話ししたい。お話しするだけではなく

て、皆さんと一緒に考えるというのを私の

真情としておりますから、特に最前列の方

は概ね犠牲になりますから、そのつもりで

いただいて、しかもこの舞台は、袖に階段

がないんですが、でもはっきり言うと飛び

降りて後ろの方にもちょっと問いかけをい

たしますので、そのつもりでお付き合いい

ただきたいと思います。

この講演の時間は１時間しかありません

けれども、１時間しかないからといって私

がこの沖縄について、あるいは日本国につ

いて思っていることを端折るのではなく

て、やっぱり僕の原点から、まずお話しし

たいと思います。

実は、今日、沖縄の皆さんとお目にかか

れることを心の底から嬉しく思っているん

ですけど、それは決して社交辞令ではなく

て、僕はこれも真情として、お世辞その他

は一切申しませんので。

実は私個人として、この沖縄に来るのは

今回で多分ちょうど35回目くらいになるの

ではないかと思うんです。一番最初は、今

から22、23年前だと思うんですけれども、

もう少し前ですね、25年くらい前に、私は

さっきご紹介いただいたとおり、元は共同

通信の記者でした。共同通信という報道機
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関に入社しまして、最初の夏休みにこの沖

縄を選びまして、私の配偶者と二人で、こ

の沖縄に社会人として初めての夏休みで来

、 、ましたら 個人タクシーの方をお願いして

沖縄の南部戦跡を回りたいということでお

願いしたんです。

ちょうどその頃、今の僕くらいの年代だ

ったと思うんですが、その運転手さんがひ

めゆりの塔とか摩文仁の丘、まだ今の碑が

まだない頃ですけれども、平和の礎がまだ

ない頃の摩文仁ですけれども 「そういう、

所だけじゃなくて、あなたが新人記者であ

るならばどうしても見てほしいところが１

カ所ある」と申されまして、それは白梅の

塔です。白梅の塔は今まで正直数えられな

いくらい行っているんですけれども、一度

も人に会ったことがないんですね。

２週間前に、たまたま沖縄の社会大衆党

の糸数慶子参院議員の先生とたまたま二人

で行きましたけれども、糸数さんと社会大

衆党と僕はたぶん考え方は違うと思います

けれども、それでも初めて他の人と肩を並

べて行きましたが、実はそれまで一度もこ

の沖縄の地元の方も含めて、白梅の塔で人

に会ったことがないんです。

この白梅の塔は、もちろん皆さんご存じ

のとおりですけれども、沖縄第二高等女学

校の女生徒たちが最後に自決した壕の横に

建っている塔でありまして、ひめゆりの塔

第一高等女学校と師範学校の女学生たち

は、悲劇としては全く同じですけれども、

ひめゆりの塔が２回も映画化されて、私の

住んでいる東京の都民も含めて、十分に人

に知られているのに対して、白梅の塔の女

生徒の悲劇、あるいは被害というものは、

実はまだほとんど知られてないと思いま

す。

その塔に行きましたときに、その運転手

さんが、ちょっと考え込まれたようだった

んですけれども 「やっぱりあなたはこれ、

から新聞記者になる人だから、これだけは

見せたい」と申されまして、塔の裏側に僕

と二人で回って、当時はまだあの塔を作っ

ている最中だった、その途上だったのでは

ないかと思うんですけれども、塔の裏側に

回って、運転手さんがこの塔の蓋を、小さ

なドアのようなものを開けますと、そこに

は真っ白い頭蓋骨や大腿骨や腕の骨がうず

たかく詰まっていたんです。それがいきな

りパッションナイトになってもダメなんで

すけれども、実はそれが僕と沖縄の出会い

でして、なぜ十代の女生徒たちがこうやっ

て塔の裏に骨として眠っているのかという

ことを、大げさでなく、この20数年考えて

。 、まいりました 沖縄に来る度にお参りをし

自決の壕の下は本当に恐ろしい所で、余計

な話をするようですけど、壕の底に降りる

ことを、例えば雨の日には本当にためらう

んです。ものすごい霊気で、一番最初に来

たときに、配偶者が、観光客でしたから写

真を撮りましたら、岩のあちこちに女学生

の顔がはっきりとたくさん浮き出ていまし

た。

実はあえて申しますけれども、先々週に

やっぱりこの那覇でパネルディスカッショ

ンに出まして、ひょっとしたら来ていただ

いた方もいらっしゃるかもしれません。沖

縄の青年会議所の会長さんと、それから今

日、冒頭挨拶された牧野副知事と３人でパ

ネルディスカッションをしたんです。こう
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、 、いう舞台があって その舞台に袖があって

その柱のところに、さっき言いました僕の

配偶者が座っていましたら、その柱の所に

もんぺをはいて、白いブラウスを着た女学

生と思われる人が出てきて、ちなみに僕の

配偶者は理科系の博士なので、幽霊という

のは一切信じないんですけれども、じっと

話を聞いている様子があったということで

す。

こんな話ばかりしていると時間がすぐ経

っちゃうんですが、いったいなぜ沖縄の人

々は、まさしく今日のテーマと関係ありま

すけど、守られるはずの人が守られずに、

アメリカ軍だけではなくて、どうして帝国

陸軍と帝国海軍に殺されなければならなか

ったのか、今の自衛隊とどこが違うのかと

いうことも含めて、皆さんにその思いだけ

はどうしても伝えたいと思って参ったんで

す。

この話をしていると違う講演会になっち

ゃいますから、国民保護の話に入っていき

たいと思うんですけれども、皆さんのお手

元にレジュメが回ってますよね。そのレジ

ュメの表紙のところに、演題としまして、

大変長い演題で申し訳なんですけど、そこ

にメインタイトルのところに「希望」とい

う言葉を書きました。後で僕の立場を申し

ますけれども、一番皆さんにお伝えしたい

のは、この国民保護法制というのは、実は

私たち普通の市民、僕はあくまで純然たる

一民間人ですから、普通の納税者、この国

の主人公である主権者の希望につながると

いうことを、皆さんに公平な立場からお伝

えしたいんです。その下に書いている「世

界の中の自治体の新たな危機管理」と書き

ましたのは、この沖縄県は日本国の一つの

県であると同時に、実は世界は今やそれぞ

れの自治体が国際社会の動きに直接つなが

っている時代になってしまったと。例えば

ロンドンで起きたテロにしても、イギリス

という国だけではなくて、ロンドンという

一つの自治体がどうすべきかということが

問われていて、その中に間違いもあったか

ら、全く無実のブラジル生まれの青年を殺

害するような事件が起きてしまった。そう

いう意味で、このサブタイトルは付けてあ

るんです。

今日は、さっき言いましたように、夜の

９時までご一緒しますから、あえて私の立

場というものを丁寧に申した方がいいと思

うんですけれども、このレジュメで言いま

すと、表紙の次のページに「はじめに 」」

と書きまして 「原則について」と書きま、

した。その最初のところに、これは長いで

すから、今はアンダーラインを引いてある

所だけ見てほしいんですけど、まず、国内

を語るときには、右でもなく左でもなく真

。 、っ直ぐ見る 真っ直ぐ見るだけではなくて

そこに書こうとしていることは、さっき言

いましたように、私は純然たる一民間人で

す。こういう県と国が開くフォーラム、僕

の前は総務省の幹部が来られた。なぜ私が

一民間人としてここに居るのかということ

、 、を少しお話したいんですけれども 例えば

私は民間人でありますけれども、経済産業

大臣のエネルギー安全保障について専門委

員というのをしています。専門委員という

のをしていますけれども、大臣から仕事を

預かる人って、普通、諮問委員といいます

よね。はっきり言うとサラリーをいただい
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てらっしゃるわけです。しかしこの専門委

員というのは、正直、僕１人なんですけれ

ども、これはまず会議に出て、お役人の作

ったペーパーに対して、あれこれ言うのが

仕事じゃなく、実際にこの国をどう守るか

という実務について係わる、それと同時に

給与を返上しているんです。私の立場とい

うのは、国に対しても言いたいことを、あ

るいは言うべきことを市民の立場から言う

、 、のが仕事でありますから 報酬は返上して

今日のこれから述べる講演の中でも国の間

違っているところは間違っていると申しま

すし、県がやらなければいけない課題につ

いてはやるべきだということを申します。

同時に、僕は、今日おいでいただいてい

る方、いろんな世代の方がいらっしゃいま

すけれども、今、53歳なんですけれども、

もう50代ですが、でも戦後の生まれです。

ちょうど、例えば安倍晋三さんとか、それ

から民主党の 岡田克也さんとか、それか

ら中川経済大臣とか、だいたい同じ年代な

んです。年代のことにあまりこだわるわけ

ではないんですけれども、今この国をどう

しようかと考えるときに、例えば、阿倍さ

んが右で、そうじゃない岡田さんが左でと

いう分け方をするんじゃなくて、それは政

治家のやることですから、皆さんと同じ民

間人としては、あるいは今日は自治体の方

も多いと思いますけれども、公平な立場で

住民の安全を守ろうとしている、そのため

には今まで左、右といっていたことをそろ

そろ止めて、例えば、私たちの安全の問題

を真っ直ぐ真ん中から見たら、あくまで問

題提起ですよ、それを皆さんに押しつける

わけではありませんけど、問題提起として

真ん中から見たらどう見えるかということ

を、皆さんと一緒に考えたいんです。

それからもう一つは、今日は時間がなく

ても中国の話だけは少しいたしたいんです

ね。中国の話をするときに、日本の視点で

は申しません。それをやるとお互いに子ど

ものケンカになるだけですから。この国際

社会には、これまで人間がたくさんの戦争

を経て、血を流して、ようやく作ってきた

大人のルールがあって 《兼城》さん、そ。

の大人のルールって何ですか。

《兼城 ： 協調ですか。》

青山：いや、ルールそのもの。

《兼城 ： 協調心だと思いますけれど》

も。

協調心とお答えなったんですけど、わか

ることはわかるんですけど、これは堅苦し

い言葉でみんなが聞いたことのある言葉で

「国際法」という言葉、見えますか、後ろ

の人。何となく見える。この国際法という

のは堅苦しい言葉ですけれども、本当はた

くさんの戦争や悲劇を経て、ようやく作っ

た国際社会のルールです。国際法、それに

基づいて中国の話もいたします。そこを誤

解のないように聞いていただきたい。

それから、そこにレジュメの３ページの

真ん中のところに「双方向で行う」と書き

、 、ましたが これはさっき言いましたように

皆さんに問いかけをしながら話していきた

いんですけれども、なぜそれをするかとい

うことですね。これで下に降ろさせていた

だいて、この国の主人公ってだれですか。
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Ａ：総理大臣です。

青山：何県から来られましたか。

Ａ：沖縄県です。

別に台本でやったわけではないんですけ

れども、僕の期待していた答えを言ってく

れたんですね。これね、実はベテラン代議

士の講演会で講演したときに、わりと最近

に、その代議士本人にいきなり聞きました

ら、いきなり聞くと誰でも人間真っ白にな

るから、本音で思っていることが出るんで

すね。まさしく今おっしゃった答えと同じ

「小泉さん」という答えが出たんです。

もう一つの答えは、全国市町村会という

会で講演したときに、現職の市長さん２人

「 」 。から 天皇陛下 という答えが出たんです

未だに、この国の主人公は天皇陛下。僕は

その気持ちは決してそれは右翼として言っ

ているのではないと思います。気持ちはわ

からないわけではない。つまり、今お答え

「 」「 」 、が出た 総理大臣 小泉さん も含めて

どんどん総理大臣は代わるけれども、偉い

人はどんどん代わるけれども、天皇陛下だ

けずっと同じ位置にいらっしゃるから、天

皇陛下が主人公じゃないかというのは僕は

よくわかるんです。よくわかるんですが、

でも、本当にこの国の主人公なのは、うる

ま市総務課長の安慶名さん。

安慶名：私です。

私という答えは、僕は一番好きな答えで

。 。 。す そのとおりですよね 私たち自身です

この国の主人公は私たち自身。ところが台

、「 」 、本じゃなく 総理 という答えが出たり

あるいは現職の市長から「天皇陛下」とい

う答えが出たりするように、どこの民主国

家でも誰に聞いても必ず主人公は「俺だ」

と言うのに、この国では違う名前が上がる

ことがあって、しかもそれが単に勉強不足

とかいうのではなくて、今 「天皇陛下」、

という答えが出たり「総理」という答えが

、 、出たりするように 本当は裏付けがあって

そういう答えが出る。逆にいうと、この国

では、沖縄だけではなくて、例えば東京都

へ行っても、この国の主人公が僕ら自身だ

ということが根付いてないところがある。

そうしますと、そのままでこの国民保護法

制もやられると、反対の方々がおっしゃっ

ている国民総動員につながるという危険

も、全くゼロとは言えないかもしれない。

あくまで主人公は私たちであることをしっ

かりとこの際に確認した上で、自衛隊や警

察や消防団とも新しく付き合い、自治体と

も新しく付き合うという覚悟がないと、こ

の国民保護法制は間違った方に行きかねな

いと僕は思っているわけです。

政府の説明と違うでしょうが、これは正

直なところそう思っているはずです。その

ためには、たった今日一日のフォーラムで

何かが変わるかどうかはわかりませんけれ

ども、この国の主人公であるということを

自覚するためには、それは言い方を変える

と、自分で考える姿勢を僕らが持つことで

す。自分で考える姿勢を持つこと。

皆さんにこうやってお聞きするのは、話

を面白くするためではなくて、僕が一方的

にあの高い所から「国民保護法制ってこん

なんですよ、立派ですよ、正しいですよ」

と言って、はいさようならと東京に帰るの
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では全く意味がないんです。そうじゃなく

て、国民保護法制はこれから始まるんです

から、県議会で条例が可決されても、その

後議論はどんどんまだまだ私たち主権者は

できるわけですから、自分の頭で考えてい

ただくためにこうやって皆さんに問いかけ

をしたいと思っているわけです。たった１

時間しかないのにそれをやるのかという人

もいるでしょうが、それをやらないんだっ

たら来た意味がないと僕は思っているわけ

です。

今の話の続きで一つ申しますと、この法

律は「国民保護法制」という名前が付いて

。「 」 、います 国民保護法 この名前を聞いて

、 、アレッ？ ていう よい意味では画期的で

違う意味では、ちょっと待ってくれという

ことを、糸満の金城さん 「国民保護法」、

という名前を聞いてアレッ？ と思いませ

んか。

今日のフォーラムは「国民保護フォーラ

ム」になっていて、国民保護法という名前

は当たり前になっているでしょう。でもは

っきり言って、これはおかしいんですよ。

金城：これまでも国民は、そういった保

護はされてきているはずなんです。

あえて今、法という形を取って出て

きたということにちょっととまどい

があります。

素晴らしい、そのとおりですよね。今の

金城さんの答え、聞こえましたよね。その

とおりですよね。今、平成17年でしょう。

2005年、戦争に負けて60年ですよ。沖縄戦

の悲劇があって60年経って、その60年間経

って、やっと国民保護というのかと。今ま

でじゃあ、沖縄県民だけじゃなくて、日本

国民は、僕は神戸の生まれですけれども、

兵庫県民や、あるいは今住んでいる東京都

民は守ってこられなかったのかというこ

と。金城さんがおっしゃった健全な疑問な

んですが、これを公平な視点でもう一度見

ますと、僕はここが画期的だと思っている

わけです。どうしてかといいますと、今ま

で日本国政府というのは、国民を守る必要

を、あるいは国民自らを守る必要があると

いうことを、リスクがあるということを一

言も言ってこなかったですね。はっきり申

しますと、この沖縄には米軍基地の75％が

集中していますが、日米条約があるんだか

らこの国には危険はないと、あるいはこの

国の原子力発電所や石油コンビナートや、

牧野さんがおっしゃった、例えば火力発電

所も含めて危険はないということになって

きましたよね。しかしそれを初めて、この

国にも本当は普通の国と同じように、他の

国と同じように、アメリカの同盟国であっ

てもリスクがあって、それはアメリカだけ

では守れない、私たちの住民や、あるいは

この国の主権者が、これまで税金を投じて

育ててきた自衛隊や警察や消防も協力しな

いと守れないリスクがあるということを初

めて国民の前に明示したと。そういう点で

たくさんこれから克服しなければいけない

課題もありますけど、まずは現実をやっと

政府が認めたという点においては、僕は大

変画期的だと思っているんですね。

よく見たらここに階段がありました。飛

び降りる必要はなかったみたいですけれど

も。
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今、申しましたように、もう１回申しま

すと、この国民保護法の一番画期的な点と

いうのは、実は名前の中にあると 「国民。

保護法 、今まで国民は保護されてない面」

があったし、それから実は考えるべきリス

クがあるということを認めた点で画期的で

あると。仮にそうしますと、民間人である

私が、ここに来ている意味も、実はそこに

あるんです。すなわち、今まで保護される

べきだったところも保護されてない面が一

つあるかもしれない。もう一つは、私たち

自らが自らを守るのではなくて、実は政府

だけではなくて私たち国民自身がこの沖縄

にたくさん基地を持っているアメリカとい

うものに、戦争に勝った側にお預けしてき

たのではないかということを自ら問い直す

意味も、この中に含まれていると思うんで

す。国民保護法制の歩みは始まったばかり

ですから、そのことをできれば根っこのと

ころに問題提起としておいていただければ

と思うんですね。

さて、そのことに関連して、今日、この

レジュメ、これを１時間でやるのはもちろ

ん無理なので、この中から少しピックアッ

プいたしますが、最後のページ、７ページ

を見てください。一番最後のページに国民

保護法制の、最後というのは、僕の持って

いるのと違う。皆さんの持っているのでは

５ページです。皆さんの持っているのは、

僕の経歴が後ろに付いちゃっているので、

５ページを見てください。５ページの冒頭

のところに「国民保護法制の根っこは何だ

ろうと」と、それから「運用の現実的な課

題は何か」ということを書きました。運用

の現実的な課題というのは、今日おいでに

なっている方々の中で自治体からおいでに

なっている方が多いからこれを入れてあり

ます。この話も少しいたしますが、市民の

。 、 、方も多いですから まず 一番のところで

「国民保護法制は新しいのか、新しいとし

たらそれはどこか」それを今僕が申したと

ころであって、初めてリスクを認め、同時

に私たちが自ら御上やアメリカに任せっき

りにするのではなくて、私たち自身でやる

ことがあるらしいということが、新しいの

ではないでしょうかということを皆さんに

問いかけたんです。

そうしますと、具体的にこの国民保護法

制をどうやって進めていくかというと、今

までは例えば安全保障とか防衛というのは

国が全部決めてましたよね。例えば防衛庁

設置法であれ、自衛隊法であれ、それから

実質的に日米地位協定もそうですよね。し

かしこの国民保護法については、国は基本

指針を作っただけです。今日、総務省から

国民保護室長がいらっしゃったけれども、

あくまで基本指針、さっき説明されたよう

な基本指針を決めただけであって、その次

に、それぞれの都道府県は基本計画を、す

なわちその地域の実情に応じた基本計画を

決めました。決めましたって、まだ決めた

ところは実は２県しかないんですけれど

、 。も 福井と鳥取では既にそれを決めました

それだけじゃなくて、基本指針と基本計

画に従って実際に地域の住民の保護、避難

マニュアルといってますけれども、もっと

言うと、何かがあったときに高齢者や、あ

るいは心身に障害のある方も含めてどうや

って保護するかは、実は地域の市町村が作

るんですね。今日市町村からおいでになっ
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ている方、沖縄県だけではなくて全国から

いらっしゃると聞いていますけれども、こ

の市町村がマニュアルを作るということに

ついて、僕のところにたくさん質問が今ま

でも来ています 「そんなこと一体できる。

のか」と 「なぜ国は自分のやるべきこと。

を市町村に任せようとするのか」という質

問も来るんですね。それは僕がさっき言い

ましたような民間人の立場だからこそ皆さ

んが聞けると思うんですけれども、これは

できましたら積極的な考え方をしていただ

きたい。すなわち今までは御上からただ下

りてくるだけだったものが、それぞれ地域

の実情に合わせて、しかも地域の人々と話

し合いをしながらまず作り、それからただ

形を作るだけじゃなくて、住民の人々で希

望される人、つまり動員するのではなくて

希望される人とだけ訓練を行って、訓練を

行うということは、御上の決めたマニュア

ルを頭に染みこませるのがこの国では訓練

だったんです。違います。今回の国民保護

、 、法制で目指しているのは そうじゃなくて

住民が、つまり保護されるべき人間が、普

通の市民が実際に参加してみて、ここは間

違っている、ここは例えば人権に問題があ

る。ここは実は弱者切り捨てになっている

ところ、住民が発見して市町村の自治体を

動かして、本当に国民保護の名前にふさわ

しいものにするための訓練なんです。です

から、ここのところは僕は公平に見て、こ

の日本国においても、ようやく下から住民

の側から自分たちの安全を考える。少なく

とも道筋はつけられていると思うんです。

現実に市町村の方々、特に沖縄のように

市町村の大半の部分を米軍基地が占めたり

する自治体もあるわけですから、その市町

村でマニュアルを作るというのは、いかに

難しいかということは、僕も骨身にしみて

感じているわけですけれども、その積極的

な意味を考えていただいて、平成18年度末

という目標を目指して、この沖縄県におい

ても、できれば取り組んでいただきたいと

思っているわけです。それがこの皆さんの

レジュメでいう５ページのところの一番に

書いたことなんです。

２番のところに、有事法制、国民保護法

制、それから緊急事態基本法と、なぜ３種

類あるのかいうことを書きました。これ、

実は国民保護法は去年の９月から施行され

ましたけど、一昨年に有事法制ができまし

たよね。有事法制が一昨年にできて、それ

だけではすまなくて、去年、国民保護法制

ができて、本当は今年この国会で与野党が

合意しているのは、主な与野党ですね。自

公と民主党が合意しているのは緊急事態基

本法というのを作るはずだったわけです。

郵政民営化法案に力がいってしまって、こ

れはもうお流れになりました。お流れにな

りましたが、やがて作られます。これはど

うして３種類あるのかということを、これ

は政府にとっては言われたくないことでし

ょうが、はっきり申しますと、最初の有事

法制というのは、いろいろ書いてあって、

日本の法律というのははっきりいうとアメ

リカの法律と反対で、国民が読むとわから

ない文書で書いているわけです。普通の人

が読んでわからないような文体で書いてあ

りますから、有事法制を読んでも、僕がも

し専門家じゃなかったら何を書いているの

かわからない。
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あの有事法制を一言ではっきり本質を言

いますと、かつて安全保障というと、海岸

線にたくさん兵隊がやってきて、つまりか

つて沖縄戦もそうだったように、海岸線に

外国の兵隊がわらわらとやってきて、その

海岸線からだんだん上がってきて、都市部

に向かってきて、その間に田畑を荒らすだ

けじゃなくて、例えば農民を殺害し、都市

に行ったらもっと殺害しというのが戦争だ

ったわけですね。はっきり言うと、20年前

までの戦争の姿です。まず、その姿を考え

たら、実は有事法制のない時代は、そこに

例えば海の家があった、あるいは海浜公園

があった、それから一般の民家があると、

日本の自衛隊というのはそこに立ち入る権

限、あるいはそこを破壊する権限が全くあ

りませんでした。それどころか、橋が落ち

ていても、その橋を造り直すのは建設省の

、 、権限であって 防衛庁には権限がないから

例えば自衛隊にその能力があっても橋を再

建することもできなかった。そういうこと

を見直して、例えば海浜公園や民家が破壊

されればもちろん、その保障は確実に行い

ますが、しかし国民と国全体を守るために

はそういうこともあり得るということをよ

うやく一昨年に定めたのが有事法制であっ

たと、私は解釈しています。

ところが、今申しましたように、実はこ

れは政府の答弁とは違いますが、実際にそ

ういう戦争がこれから起こるかというと、

少なくとも10年の単位で考えると起こりそ

うもない。はっきり言うと起こるはずがな

い。日本に例えばたくさんの兵隊を送り込

むために船に乗せて、海を渡るだけで、今

の例えば海上自衛隊の戦力から見ても、海

上自衛隊だけじゃなくて世界中どこの軍隊

を考えてもそんな船は簡単に沈められます

から、そんなことをしようとする国はもう

ありません。ですから、実は20年前にもう

終わってしまったような戦争の姿に対し

て、最低限のことを決めたのが有事法制で

あったと私は考えています。

そうしますと、その中で抜けている重大

なことが二つあって、重大なことが二つ抜

けている。それはうるま市の島袋さん、な

んでしょうか。有事法制で、今申した20年

前の戦争の備え以外に、本当は必要なもの

が二つありますよね。

島袋：わかりません。

今、僕が言いましたね。僕はヒントを言

っているんですね。そんな戦争は、もう起

きないよと言ったんです。少なくとも10年

。 。間の間は 実際に起きるかもしれないのは

さっき一度あてた安慶名さん。

安慶名：わかりません。

これ、わかりますよね。必ずわかると思

います。

安慶名：北朝鮮か中国。

北朝鮮か中国という具体的な国の名前で

はなくて、これは誰でも皆さん本当はわか

っていると思うんですけど、そういうスタ

イルの戦争が本当は危ないのではなくて、

世界中で今起きていることは、すなわち。
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安慶名：テロです。

そのとおりですね。世界中で、今、北朝

鮮と中国の脅威で何か起きているわけでは

なくて、実施はテロが起きているわけです

ね。そうすると、有事法制というのは、大

騒ぎをして作ったわりには、今、目の前に

ある驚異については何も定めがなかったん

です。しかもそのテロが起きたときという

のは一体どうやって市民を守ったらいいの

かをまだ誰も、実は米国も含めて考えてこ

なかったですよね。ですから二つ抜けてい

るというのは、目の前にあるのはテロの驚

異であって、この間のロンドンであったテ

ロはまだよい方です。すなわち爆発物です

、 、から その場にいただけの人ですみますが

これが例えば天然痘ウイルスを使ったり、

日本が実は既に経験したサリンのような毒

ガスがあった場合に、どうやって住民を保

護するかというのが二つ抜けているんです

よ。

この地下鉄サリン事件について付け加え

て言いますと、あの事件が起きてもう10年

経っているわけです。10年前です。昨日の

ことのようですが。10年経って、この10年

間に実は米国も含めて、米国、イギリス、

ドイツ、フランス、韓国、僕が現に確認し

ただけでも、もっと本当はあるんですよ。

それぞれの国が、例えばサリン事件のとき

に被害者が運び込まれた聖路加病院に直接

ヒアリングに行って、ドクターに話を聞い

て、一体都市部で、例えば、この那覇のよ

うな所で毒ガスが使われたらどうしたらい

いかを調べ上げて、こんな報告書にしてい

るわけです。しかし日本国民はこんな報告

書は見てませんね。10年経つのに。政府が

隠しているのか。違います。作ってないん

です。それを政府の責任だけにするんだっ

たら、実は今日僕はここに来ないんです。

それは政府の人だけが来ればいいんですか

ら。そうじゃなくて、10年間私たちはあの

地下鉄サリン事件をどう見てきたかという

と、麻原彰晃被告という元漢方医だった人

がいて、そのカルト教団にどうして東大の

医学部を出たような人が騙されて、あんな

事件を起こしたんだと、そこにばかり関心

が行って、市民をどうやって守るか、ある

いは危機に対してどうやって対処するかと

いう関心がとても薄かったですよね。私た

ち自身が。国民とメディアと政府は、実は

そっくりですから。特に日本のように民主

主義が行われている国においてはそっくり

ですから、国民が関心が薄いことについて

は、実は政府も本当の調査研究をしてこな

かった。もちろん政府に責任があるのでは

なくて、政府は国民が関心の薄いところで

も、必要なことはやらなければいけないん

ですから、この10年間は政府も怠慢だった

んです。

このことをもっと具体的に言うと、これ

は、今日、消防の人も多いからこの話はリ

アルに聞いていただけると思うんですけ

ど、あれは要するに毒ガスですから、服に

染みこみますよね。全ての服は繊維がこう

やって交錯していますから、すなわちそこ

にからみつく。化学分子がからみつくこと

は当然ありますよね。あの地下鉄サリン事

件の映像を思い出していただくと、地下鉄

の構内から地上に出したときに、服を脱が

された人は１人もいなかったでしょう。み



- 23 -

んな服を着たまま消防団員も警官も、ある

いは一般市民のボランティアもかがみ込ん

で助けようとして、それをそのまま担架に

入れて病院に運んで行って、病院で手術灯

やテレビのライトの浴びてそこで処置をし

たわけですね。すなわち毒ガスですから、

繊維に染みこんで、それが患者の体温や、

あるいはテレビライトや、あるいは手術灯

でそれが蒸発して、そのサリンを吸って二

、 。次被害 三次被害が実は出ているわけです

そうしますと、世界が学んだのはたくさん

ありますけれども、例えば一つは、毒ガス

が実際にテロとして使われたときには、真

冬で、その人が高齢者であっても、命を救

うためには勇気をふるって裸にしなければ

いけない。裸にして、とにかく水でも、な

かったらコーラを振ってでもいいから、と

にかく流し落とすという報告書が、現に、

。 。例えば僕は見ているわけです 他の国では

日本ではそれがなくて、ようやく一昨年

、 、 、あたりから 消防だけが気がついて 今日

消防官の方いると思いますけれども、消防

だけは毒ガスがあったときにはそれを脱が

せようということを消防の中で考えている

。 、 、わけです しかし ああいう事件が実際に

例えば那覇であれ、東京であれ、起きたと

きには、警察官も消防官も、ましてや自衛

隊員が来ないうちに、僕ら普通の市民が同

じ市民を救おうとすることは当然多いです

よね。でもこの情報を共有してないから、

すなわちその報告書も誰も見たことないか

ら、まず私たちはかがみ込んで、その毒ガ

スを吸うわけですね。

話を戻しますと、実はその有事法制には

そういうことも抜けているわけです。それ

を補うために国民保護法制を作った。さっ

き、ミサイルを含めて政府の側から説明が

ありました。政府の立場からはそうですけ

れども、本当に現実に国民保護法制でまず

取り組まなければいけないのは、現代の、

残念ながら驚異であるそういうテロに対し

て、爆発物や、あるいは、いわゆる生物テ

ロ、つまり天然痘ウイルスや炭疽菌を使っ

たもの、あるいはサリンやＶＸガスのよう

なものを使ったものに対して、市民レベル

でもどうやって自衛するかということを、

この国民保護法制で何とか考えるきっかけ

を日本国も作ろうとしているわけです。

３つめに、緊急事態基本法。有事法制が

あって、国民保護法があって、なぜもう１

個必要なのかというと、この緊急事態基本

法はまだ政党の一部が合意しただけで、本

当の法案ってできませんから、まだイメー

ジないでしょうが、これもあえて一言で言

うと、責任は誰が負うのかということを明

確にしている法律だと私は考えています。

この責任は誰が負うのか。例えば今申しま

した毒ガス被害があったときに、被害者を

裸にして、裸にしたために、例えば高齢者

の方が亡くなったとする。その亡くなった

責任は誰が負うのか。裸にした消防官が負

うのか、市民が負うのか、いや、内閣総理

大臣が負うのか、それをはっきりさせるの

が緊急事態基本法。だから「基本」という

言葉が付いていると僕は解釈しているんで

すけれども。

このことについて、講演時間があと15分

になってしまったんですが、あえて日本国

憲法の問題を少しここでお話したいんで

す。これはあくまで今日の話は全部そうで
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すけど、僕の個人的見解です。日本国憲法

の問題で、いつも語られるのは９条と憲法

前文の問題です。そのことはもしパネルデ

ィスカッションや、あるいは夜のフリーデ

ィスカッションでご質問が出たら答えます

けど、今日申したいのは、いつも言われる

憲法前文や憲法９条だけが私たちの考える

こと、あるいは議論の焦点なのかと。そう

じゃなくて、そうじゃなくてというのはも

ちろんその９条や憲法前文の問題を考えな

くてよいといっているのではありません

よ。守る立場からも、変えたい立場からも

双方が議論しなければいけないと思いま

す。しかしそれは戦争に負けた後にできた

ことですよね。しかし、この国には戦争に

負ける前から、つまりこの国は2000年にな

ろうとする長い歴史を持っていますけど、

、 、ずっと 2000年は大げさなんですけれども

聖徳太子の政治以降、1300年間にわたって

ずっと変わらないでいる問題があるんで

す。変わらないでいるから、実はつい最近

までそのお陰で国が安定していたんですけ

れども、今この時代になると、この国の大

きな問題になる。

今僕が言いましたね、テロ対策をやると

きに、テロに対して行動を起こすときに、

責任者が曖昧なままになっているんです。

まだ。有事法制でも国民保護法制でも。皆

さんと一緒に考えたいのは、憲法の第65条

です。今日、憲法学者の方もいらっしゃる

かもしれませんが、憲法第65条に何が書い

てあるか。それをいきなり質問するのは無

茶なので、それは憲法学者でないとわかり

。 。ません 憲法65条にはこう書いてあります

国の行政権は○○に属すると。国の行政権

は○○に属するという意味は、この国の政

治の最終的な責任はここが負っているよと

いうことを書いてあるわけですね。

ちなみにアメリカ合衆国憲法、アメリカ

の民主主義が全部正しいわけではないとい

うのは、イラク戦争を見ても明々白々です

けれども、参考までにいうと、アメリカ合

衆国憲法の第２条には 「国の行政権は大、

統領に属する」と書いてあるわけです。あ

たりまえのようでいて、必ずしもあたりま

えじゃないんです。すなわちたった１人の

人間に全ての最終責任はお前だぞと指さし

ているわけですね。ですからブッシュ大統

領はイラク戦争がこれほど、はっきり言う

と間違った戦争がこれほど泥沼になってい

ても、チェイニー副大統領やラムズフェル

ド国防長官が悪いんだということだけは言

ったことないですね。すなわち良きにつけ

悪しきにつけ、自分が責任を負うというこ

とだけは知っているわけです。

話を戻しますと、日本国憲法の第65条に

は 「この国の行政権は○○に属する」と、

書いてありますが、○○は何ですか。

Ａ：内閣総理大臣ですか。

いい答えなんですけれども、内閣総理大

臣だとアメリカ合衆国憲法と同じですよ

ね。どっちがいい、悪いじゃなくて違うん

です。違うということは日本は。

Ａ：行政府ですかね。内閣府です。

ものすごく近い。今の内閣府とお答えに

なったんですけど、あまりに正解すぎると
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いうか。内閣府はあくまで、いわばお手伝

いをする場所にすぎません。

Ａ：総理大臣です。

それは元に戻っちゃったですね。

よくわかるんですよ。僕が質問される立

場だったら同じなんです。これ、実はもう

正解はわかってらっしゃると思うんですけ

ど、憲法65条には「この国の行政権は内閣

に属する」と書いてあります。アメリカが

個人で、日本が組織だから、われわれの課

題があると言っているんじゃないんです。

そんなことは違います。それはこの国の成

り立ちから言って組織が責任を負っても全

然かまいません。この国の文化ですから。

しかし問題は、その先で、その内閣はど

うやってじゃあ国家の意思を決めているの

か。皆さん、ご承知のように、毎週火曜日

と金曜日、週２回も閣議を開いている。閣

議を開いてそこで決めますね。そこで決め

ることがこの国の最終決定なんですね。さ

っき言いました国民保護法でも、基本計画

を決めたのは２県だといいました。福井県

、 、と鳥取県は 実はこの間閣議決定をやって

この基本計画で決まりだということが決ま

ったんです。この日本国の意思として。そ

こまでもいいんですが、その閣議はどうや

って物事を決めているんですか。いかがで

すか。

Ａ：わからない。

青山：自治体のかたですか。

Ａ：いえ、違います。

ちょっとヒントをいいますと、物事の決

め方って、実は会議で決める場合は３つし

かないです。一つは僕らが子どもの頃から

おなじみの多数決です。もう一つは、誰か

リーダーシップのある人が、エイヤーと決

めてしまう。リーダーが決める。多数決、

リーダーが決める。もう１個あるんです。

もう１個は。

Ａ：多数決でもなくて…。

青山：多数決でもなく、リーダーが決め

るのでもない。

Ａ：首長ではないか。

青山：首長はリーダーですね。

Ａ：わからないです。すみません。

青山：いや、ありがとうございます。い

かがですか。

Ｂ：世論ですか。

青山：世論が決める。これは国の行政権

というのは法律に基づいてやることで

すから、世論が決めるというようなほ

んわかしたものではなくて、はっきり

したものです。いかがですか。

Ｃ：議論して決める。

青山：議論して決めるではないですね。

議論して決めるのは本当に面白いこと

だと僕は思いますが。いかがですか。

Ｄ：全会一致です。

。 。青山：そのとおりです 市民の方ですか

Ｄ：沖縄県です。

沖縄県の方。そのとおり。これは閣議と

いうのは必ず全会一致で決めるんです。全

員一致で、全閣僚一致で、内閣総理大臣も

ワンノブゼムで、みんな平等に全員一致し
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ないと決められない。ということは、例え

ていうと、こんなことは実際にもう起きま

せんよ。起きませんが、このコンベンショ

ンセンターの上に仮にどこかの国から爆撃

が来て、お腹が開いて爆弾を落とすように

なっています。航空自衛隊は今の法律をそ

のまま守るならば、それだけでは反撃でき

ないですね。すなわち、その爆撃機がたま

たま航空自衛隊の那覇にもいるファントム

を攻撃して、そこで誰か犠牲が出れば正当

、 、防衛でできますけれども それがない限り

そんなことせずにただ爆弾を落とすだけだ

と航空自衛隊は何も反撃できないんです。

。 、あることを決めなければ あることは当然

これは質問するまでもないと思いますが、

閣議で防衛出動というのを決めないと反撃

できないんですね。今そのことを問題にし

ているのではなくて、全員一致ですから。

僕らが今こうやって集まっている上に、何

か危機が起きて、それを何とかしなければ

いけなからといって速やかに閣議を開いて

くれても、その閣議で全員が一致しない限

りは決められないんです。例えば、今の内

閣で誰か大臣１人でも反対すると、小泉さ

んはその大臣を解任して自らが兼ねるか、

あるいは牧野副知事を新しい大臣に任命し

て、それで全員一致にして、ようやく自衛

。 、隊は反撃をすることができます もちろん

そうやって手続きの頃には、ここにいるみ

んな、僕も含めて黒こげになっているわけ

ですね。

しかしこのことを評論家の中で、時間が

かかりすぎるから問題だということをおっ

しゃる方がいるんですね。それはそうかも

しれません。しかしそんなことははっきり

とどうだっていいんですよ。そんなのは後

、 、のことで もっと根っこのことを考えると

みんなで合意しないと決められない。国民

、 、の命がかかっていても 国民の保護という

国家の一番大事なことができなくても、全

員一致しない限りは決められないというの

は、実は何を物語っているかというと、こ

の国には最終責任者はいないんです。みん

なで決めたんだから、みんなの責任だとい

うことだけがあって、お前が最終責任者だ

ということがないんです。

これを戦後の問題と思ったら、もちろん

違います。戦前にあった憲法は、大日本帝

国憲法、明治憲法ですね。その明治憲法に

帝国陸軍と帝国海軍の最終指揮責任者は誰

かということは書いてありません。書いて

ないです。書いてあるのは、一言こう書い

てある。ちょっと後ろは見にくいかもしれ

ませんが 「天皇陛下に統帥権がある」と、

書いてある。統帥権と直接指揮責任とは違

います。統帥権というのは、あえていえば

全部ご覧になっていることです。

これをもっと具体的にはっきり申します

と、歴史的な事実ではっきり申しますと。

日米開戦が近づいてきたその時に、連合艦

隊司令長官の山元五十六さんが当時の首相

、 。だった近衛文麿さんのお家を訪ねた 夜に

これは有名な話ですね。東条英機の前の首

相だった近衛さんのお家を訪ねた。その時

に山元五十六長官が聞いたのはたった一つ

だと 「本当に天皇陛下は日米開戦に賛成。

なんでしょうな」と近衛さんに聞いたら、

近衛さんの答えは､当時首相だった近衛さ

んの答えは 「いや、陛下は最近の御前会、

議で詩を２回詠まれた。しかもご自分の詩
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ではなくて、明治天皇の詠まれた詩だ 」。

すなわちこれは昭和天皇の意図が働いてい

ますね。すなわち自分より上、天皇陛下が

一番上のはずなんだけど、自分よりもっと

上の存在として明治天皇の詩を、つまり変

えられないものとして明治天皇の詩を２回

詠まれた。その詩は「四方の海 なべて静

かに」すなわち、四方の海は全部静かでい

てほしいと思うのに、誰がこの海を騒がせ

るんだという詩だ。それを２回詠まれた。

それを聞いた連合艦隊司令長官の山元五十

六は飛び上がったそうです。本当に。近衛

邸の応接間のソファーから飛び上がって、

「それじゃあ陛下は反対じゃないか」と。

そしたら近衛さんの答えは 「いや、だい、

たい概ねこういうことは何となく内閣がや

ることなんだ」とおっしゃったんです。こ

れは歴史的な事実です。

この言葉を持って近衛文麿が無責任だと

いう歴史家もいるんですが、僕は違うと思

っています。近衛さんが全部責任あるかど

うかは別にして、この発言は実は非常に正

確な発言なんです。すなわち明治憲法には

統帥権があると書いてあるだけで、誰が最

終責任者なのか 「帝国陸軍、帝国海軍は。

」 、国の根幹 みたいなことは書いてあるのに

「 」最終指揮責任者は天皇陛下あなたですよ

ということは書いてないわけです。そうす

ると、概ね内閣が引き受けるしかないとい

うことを近衛さんはむしろ正確に言ったの

であって、これをはっきり申しますと、私

たちのこの祖国は、あれほどの戦争をやり

ながら、この国だけで300万人を越える人

々の犠牲を出しながら、この戦争に対して

最終指揮責任を負う、あなたこそそうだと

いうことを法律で何も定めてない国だっ

た。それが今のこの憲法第65条にも僕は残

っていることだと思うんです。

憲法の問題を実は今申したいのではなく

て、憲法の問題で、もしご質問があったら

後の機会で受けるとして、僕が申している

のは、憲法ということも越えて、この国の

根っこにはみんなで責任を分け合うけれど

も、最終指揮責任者はつくらないという文

化が、さっき言いましたように、実は長い

こと私たちの国をむしろ支えてきて、それ

だからこそみんなが同じような考え方を

し、同じような技術力を持ち、この国を一

つにまとめてきて、アジアの中で繁栄した

、 、国になったことは事実だけど しかし今日

僕、冒頭申しましたように、国際社会と例

えばこの沖縄県が直接つながってしまうよ

うな時代になると、それぞれの持ち場で最

終責任者がいないということは、どれほど

大きなマイナスになるかということを、こ

の国民保護法制を通じても考えていただき

たいんです。

すなわち、話を戻しますと、緊急事態基

本法というのは、それぞれの国民保護の場

で、さっき言いました毒ガスの問題だけじ

ゃなくて、マニュアルを作る時も、マニュ

アルを動かすときも､最終指揮責任者は誰

なのかということを定めるために、この三

段階目があるわけです。それを皆さんに考

えていただきたいと思います。

僕の持ち時間がだいぶ近づいてきている

んですが、ちょっともう少し話を続けさせ

ていただいて、米軍基地の問題をこの国民

保護においてどう見るか。これはこの後の

パネルディスカッションで当然出ると思い
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ますけれども、全然触れないで講演が終わ

るというのはおかしいと思いますから、こ

こは触れたいと思います。

皆さんのレジュメでいいますと、２ペー

ジの下の方に 「沖縄県をめぐる固有の事、

情をどう備えに組み込むか」というふうに

。 、書かせていただきました その１番として

「米軍基地の存在をどう見るか、どうする

か」ということを書きました。ここはまさ

しく沖縄県庁をはじめ、この沖縄県で国民

保護の実務に携わっている方が一番悩んで

いるところです。悩んでいるとところです

が、ここであえて僕は基本のことを申した

いんですね。

まず、冒頭僕は言いました。この国民保

護法という名前の中に、実はこの国におい

てはリスクの存在も、それから国民が保護

されてない面があるということも、今まで

見逃してきた。あるいは政府もその情報を

配信しなかった。それをようやく認めたと

いいましたね。実はその鉄則はこの沖縄県

における米軍基地の問題も僕は同じだと考

えています。米軍基地の存在は、沖縄にと

っては大きなリスクであるにもかかわら

ず、僕を含めた、いわば利益を得る側の本

土の人間からはプラスだけだったわけです

ね。米軍基地があることによってどういう

リスクがあるということを、日本全体で話

、 、し合ったことは 本当にあったかというと

僕は公平に見て、これはほとんどなかった

と思います。

例えば、今、キャンプ・ハンセンで行わ

れている実弾射撃訓練について、沖縄では

これほど、あの少女暴行事件以来の反対運

動の盛り上がりもあるのに、その議論の是

非を僕は今言っているのではなくて、本土

ではほとんど報道されていませんよ。はっ

きり申すと、僕は専門家でなかったり、あ

るいは沖縄にしょっちゅう来てなかったら

僕も気付かないで終わったのではないかと

思うほど、ほとんど議論されてない。すな

わちどのものにも、特に軍事基地について

は、どんな軍事基地であっても必ずプラス

面とマイナス面がもちろんある。安全を守

る面とリスクの面はもちろんあるわけです

けど、そのことは今まで本土でまともに論

議されてこなかった。沖縄県が、これから

米軍基地の存在も取り込んで、リスクとは

本当にどういうものかを示すことによって

初めて、中央政府でも本当に、この基地の

問題が僕は語られる最初の動きになると思

っているわけです。きれい事を言っている

んじゃありませんよ。

それから、国民保護についても、今日、

僕が冒頭で申しました「白梅の塔」の悲劇

も含めて、沖縄戦で一体何があったのか。

例えば当時の帝国陸軍、帝国海軍が米軍の

ビラを拾ったというだけで、少女をスパイ

の容疑で殺害した事件もありましたね。あ

りましたが、ほとんど語られません。どう

してかというと、理由はかなり単純なとこ

ろがあって、つまりみんな写真で見ますよ

ね、その写真って、米軍が撮った写真ばか

りです。歴史を一生懸命見る人でも。しか

し日本軍と住民の間で起きたことというの

は、米軍は写真に撮っていません。誰も写

真を撮ってない。だから例えば僕がこの事

件について詳しいことを知ったのも、家族

の方が残した絵です。スケッチによって、

そのスケッチの正確さを見て、これは嘘の
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証言とは思えないということで、初めて僕

も考えだしたわけです 「白梅の塔」は最。

初のきっかけであって、その後考えていっ

たのはそういうことです。

そうすると、本来、主権国家の国民軍で

あれば、もう一度言いますね、本来、国民

が主権を持っている国の国民の合意によっ

て作られた国民軍であれば、保護するはず

の国民を保護せずに、むしろその国民を使

って軍隊を守ろうとしたんです。例えば、

「ひめゆりの塔」も「白梅の塔」も同じで

すけれども、看護させるということをさせ

ながら、その女生徒たちを守るのではなく

て、女生徒たちを使って自分たちを守ろう

とし、それだけではなくて、例えば米軍に

発見されそうになったとか、米軍のビラを

拾ったとか、都合が悪くなるとそれを殺害

した事例まであると。ということは、保護

されるはずの国民が保護されてなかったと

いう厳然たる事実があって、それが実は60

年間本当の意味がずっと問われずにきたと

僕は思っているわけです。

今日、自衛官の方がちゃんと制服を着て

いらっしゃること、僕は大変高く評価しま

すが、私ははっきり言って国民の味方であ

って、自衛隊の味方ではありませんが、あ

りませんが、専門家ですから自衛隊の人々

とたくさん付き合っています。利害関係な

く、心の内を開いて付き合っているんです

が、その中で自衛官の諸君から、僕はこの

10年ずっと聞いてきたのは 「自分たちの、

誇りというのは、旧軍とつながってないこ

とだ。旧軍とは違うことだ。すなわち帝国

陸軍を懐かしんだり、帝国海軍の戻ろうと

するのではなくて、あくまで自分たちの自

由と民主主義を守るために新しい史上初め

ての国民軍になろうとしているんだという

ことが誇りだ」と。旧軍とつながってない

ことが誇りだということを自衛官は僕に言

うのに、国民はそれを誰も聞いたことがな

い。

例えば僕の母親で言いますと、僕の母親

は実の弟を海軍航空隊で失いました。僕の

母親は、僕は古い武家の生まれで、その武

家の教育、つまり母親の厳しい教育で今ま

で育ってきたんですが、物事を公平に見る

人です。公平に見る人なのに、自衛隊はき

っと昔のような強い帝国陸軍や帝国海軍に

憧れて、それが実現できないで、それで悶

々と悩んでいるんだろうというイメージを

持っているわけです。ところが現実の自衛

官諸君は、自衛隊ができた当初は知りませ

んよ。今現在の現役の諸君から、あるいは

偉い将校であっても、もっと下の人たちで

あっても同じことは、旧軍とつながってな

い、旧軍と違う。国民や住民を守る側に立

ったということに誇りをもっているわけで

す。

さあ、その誇りが正しいのか。この沖縄

戦の悲劇を経た、沖縄の人々から見ても、

それを嘘じゃなくて本当だと認められるの

かということを議論して、顔を付き合わせ

て話さなければいけないですよね。という

ことは、沖縄戦の悲劇も国民保護の立場か

らもう１回総ざらいして、アメリカ軍の側

から見た、この沖縄戦の歴史が本当は日本

の中にずいぶん浸透しているんですけど、

写真も残ってない、スケッチしか残ってい

ない。そのスケッチも本当はこっそり書い

た絵だと。証言者もだんだん減っていくと
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いうことを、この国民保護法の議論の中で

あえて申しますが、それがどんなに困難で

あっても、沖縄戦の本当の整理をつけなが

ら、この国民保護を作っていくと、あの沖

縄戦がもたらしたものは本当な何だったの

か。なぜ帝国陸軍、海軍は自分たちの組織

を守ろうとして、守るはずの市民を殺害し

たのかということも、本当に掘り起こされ

てくると僕は思っているわけです。

これは政府の考えていること、あるいは

政府はこんなこと夢にも言わないでしょう

が、しかし私たち国民の側、主権者の側、

あるいは身近な市町村の側が、これから避

難マニュアルを作るときに、特にこの沖縄

においては、沖縄戦というあまりにも貴重

な、あまりにも無惨な歴史をしっかりと組

み込んでいくことによって、ようやく本土

に僕は発信できると思っているわけです。

それをどうか考えていただいて、県議会の

議論の過程も、僕は文書で読ませていただ

きました。僕なりの考え方はありますが、

でもそういう考え方の違いを超えて、考え

方の違いがあるからこそ、沖縄戦こそを踏

まえて、この国民保護の新しい避難マニュ

アルも含めて取り組みをできれば考えてい

ただきたいと思うんです。

もう時間がダメという×印なので、実は

今のレジュメの「米軍基地の存在をどう見

るか、どうするか」の下に 「沖縄西方ト、

ラフまで中国のものであるという中国の主

張をどう見るか、どうするか」という、こ

のへんは、さっき青木国民保護室長が、具

体的にどんな脅威があるかを青山さんは話

すだろうと、ちょっとその時間がなくなっ

たので、これはパネルディスカッションを

通じてここはお話ししたいと思います。あ

まりスケジュールが狂うと、今日は夜９時

までの長丁場でみんなに迷惑がかかります

から。皆さん、お願いです。まだ帰らない

で、９時までいてください。とりあえず僕

の講演は、これで終わりにしたいと思いま

す。皆さん、ありがとうございました。

○ 司会

もっと聞きたい、こういったところはも

う一つお話していただきたいということ

で、まだまだつきないところではございま

すが、青山先生、どうもありがとうござい

ました。もう一度大きな拍手をお送りくだ

さい。

(拍手)

まだまだお時間長いですからね。７時か

らは自由討論なども予定されておりますの

で、その中でまた先生に意見を、質問をぶ

つけてみるのもいいかと思います。

しかし、今のお話を伺っておりまして、

まだまだ危機意識というのが不足していた

んだなというふうに感じています。国がや

ること、行政がすることではなくて、私た

ち１人ひとりがやはり関心を持っていかな

くてはいけないなというふうに考えており

ます。これからのパネルディスカッション

でまた深めていきたいというふうに思って

おります。

、 。基調講演 特別講演が終了いたしました

これより10分間の休憩を取らせていただき

ます。

本日、パンフレットとともに質問票をご

用意いたしました。パネラーの先生方にこ

の機会に伺ってみたいこと、質問などござ

いましたら、ご記入の上、スタッフまたは
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ロビーの受け付けにお持ちいただければと

思います。パネルディスカッションが始ま

る前までにちょうだい出来ればいいかなと

いうふうに思っております。

また、本日、アンケートへのご協力も呼

びかけているところでございます。アンケ

ートはフォーラム終了後ロビーの受け付け

アンケート回収ボックスに提出していただ

きますようご協力よろしくお願い申し上げ

ます。

また、本日、特別講演でお話してくださ

いました青山様の著書の販売を行っており

ます。会場を出て右手にコーナーを設けて

おりますので、この機会にぜひお手にお取

りくださいませ。

この後、３時25分からパネルディスカッ

ションを予定しております。用意が整いま

したら、改めてご案内申し上げます。



- 32 -

パネルディスカッション

「その時、自分を、家族を守るために・・

～沖縄から国民保護を考える～」

○ 司会

改めまして、皆さん、こんにちは。これ

より「その時、自分を、家族を守るために

・・・～沖縄から国民保護を考える～」を

テーマに、パネルディスカッションを開催

いたします。

まずはじめに、本日のパネリストの方々

。 、をご紹介いたします 舞台右手奥の方から

沖縄県うるま市市長知念恒男様。知念市長

には、最も住民に身近な行政機関である市

町村の立場からご発言いただきます。沖縄

、 。県民を代表して 石垣市在住の加藤伴子様

家族を守る女性として、また、離島在住の

一県民の立場からご発言いただきます。琉

球大学国際関係論教授我部政明様。国民保

護と米軍基地、日米地位協定の関係につい

てご発言いただきます。沖縄県副知事牧野

浩隆。そして先ほど講演されました、独立

総合研究所代表取締役青山繁晴様。消防庁

国民保護室長青木信之様にも参加していた

だきます。コーディネーターは、前沖縄県

広報アドバイザーの島袋秀光様です。

それでは、島袋様、よろしくお願いいた

します。

○ コーディネーター（前沖縄県広報アド

バイザー 島袋秀光）

会場の皆様、お疲れ様でした。特に前の

方に座っていた方、ビクビクヒヤヒヤで大

変だったと思うんですが。

さて、国民保護法、われわれもまだまだ

馴染みが薄いし、一体どうなんだというこ

と、これは正直な話です。この国民保護法

が整備されたのが昨年、平成16年の６月と

聞いておりますけれども、一体この法律で

われわれ県民は何を求められているのか、

それからこの法律に基づいて県は何をする

のか、市町村は何をするのか、先ほど指針

の中で青木さんもおっしゃっていました

し、青山さんもおっしゃっていましたが、

「具体的にどうなんだ、一体」というのが

正直な気持ちです。したがって、それぞれ

の立場からこれからお話を進めてまいりた

いと思いますが、先ほど司会の方からもご

説明がありましたように、各市町村を代表

いたしましてうるま市から市長がいらして

おります。それから地元沖縄県、特に離島

を代表いたしまして加藤さんもいらしてお

ります。それから学者として我部さんにも

いらしていただいておりますが、つまり、

われわれ沖縄県はこれから保護法について

どうしたらいいのかということを課題を出

して、沖縄県当局は今現在どういうことを

、 。考えていて どういう計画を策定するのか

この４人の方にお話を伺いながら、青木さ

んと青山さんにはコメンテーター的役割で

お話を伺ってまいりたいと思いますし、わ

れわれ素人がどう考えていいのか、そして

どう展開していいのかというのも率直にお

伺いしてまいりたいと思います。そして、

青木さんが５分、青山さんが５分押しまし

たので、このパネルディスカッションは10

分間伸ばします。そして、だいたいおよそ

20分くらい、うまくいけば20分くらい、会

場の方々からご意見も伺いますので、どう

ぞごゆっくりお聞きいただきたいと思いま
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す。

、 、 、それでは まず この国民保護に関して

どのように捉えていらっしゃるのか。そし

て本日どのように発言なさるのか。自己紹

介も兼ねて一言ずつお願いいたします。

、 。まず 牧野副知事からお願いいたします

○ 沖縄県副知事 牧野浩隆

皆さん、改めまして、こんにちは。副知

事の牧野でございます。まず、皆さんの気

持ちに入りたいと思いますけど、例えば先

ほどお二人のご説明の中で武力攻撃、大規

模なテロ、そういうことに対してどう保護

政策をとっていくかという問題提起をされ

てた場合に、感情的には無意識的に、潜在

的に、拒否の意識、不安の意識が先立つだ

ろうと思います。これには私ども沖縄には

。 、歴史的な経緯があります 一番大きいのは

去る大戦であのような悲劇があって、おそ

らくああいう中では国民を守ることはほと

んど不可能だろうという、そういうのがあ

りましたし、あの大戦では私は人命だけで

はなく、財産も文化も一切失って、いわゆ

るゼロの状態になされたというようなこと

があって、そういうのがあるのと、もう一

つは、今持ってまだ大きな基地が沖縄の中

にはあるということと､さらにはもっと大

きな流れからしますと、いわゆる国の政策

に対する屈折した感情が、私ども沖縄県の

中にはあるわけです。

それだけではなくて、現実を見ますと、

沖縄の持っているこういう広大な離島県が

あるということと、歴史的にはあのような

形があったということと、社会的には今も

って大きな米軍基地があるという中で、は

たして県民を守っていくことができるのか

という、そのようなものがあって、そうい

うことを起こさないことが大きな柱ではな

、 、いかという そういう意識がありますので

保護政策を具体化に考えることは、感情的

には嫌だなという気持ちになるかと思いま

す。

しかしながら、沖縄の持っているこうい

う歴史的な、あるいは社会的な、離島的な

ものがあるだけに、今、われわれがやろう

、 、としているのは そういう有事が起こるか

起こらないかじゃなくて、起こった場合に

われわれ県民、国民をどう守るかという、

そのあたりをやっていかなければならない

のが今回の問題だろうと思います。そうい

う意味からいいますと、守ることが難しい

沖縄の諸々の条件があるだけに、われわれ

こそ日本一のそういう保護計画を作る必要

があるだろう、こういう意識で今日のフォ

ーラムが成果をあげられたらなと思いま

す。よろしくお願いいたします。

○ コーディネーター

ありがとうございました。沖縄県の抱え

る課題、それを踏まえて、ひとつ牧野副知

事にはお話を伺うことにいたします。

さて、次に、うるま市の知念市長でござ

います。市長、お願いいたします。

○ うるま市長 知念恒男

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介い

ただきました、うるま市の知念でございま

す。

ご存じのとおり、今年４月１日、旧石川

市、勝連町、与那城町、具志川市が合併い

たしましてうるま市として誕生いたしまし

た。面積が85平方キロ余り、人口も11万6

千人と、県内３番目の中核都市として新し
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く市民の期待を一新に担ってスタートした

わけでございますが、今日の国民保護フォ

ーラムの中で、地域の抱える課題等につき

まして、広く皆さんのお気持ちも拝聴しな

がら、また、助言もいただきながら、住民

の安全確保のために行政としてどのような

取り組みをすればいいかということで、私

自身問題点をこれから申し上げていきま

す。

まず、うるま市は、沖縄県の縮図といっ

てもよろしいかと常々思っております。そ

れは、金武湾に面するこの地域には、沖縄

、 、火力発電所 さらに電源開発の火力発電所

。 、石油コンビナート等がございます 加えて

県立中部病院、あるいは老人保健福祉施設

等も含めて、たくさんの公共機関も含めて

存在するわけでございますが、どれを取り

ましても極めて大切な住民の施設であり、

その中で行政としてどのような関わりを持

ち、それをどう住民の安全につなげるかと

いう大きな課題を担っております。

それともう一つ申し上げますと、中部で

は唯一の離島を抱えている市でございま

す。また、かつて離島といわれた地域は、

まさに道一本でつながっている所でござい

まして、有事の際、いかに住民の方々、そ

こに学ぶ子どもたちを避難誘導し、安全を

確保していかなければならないかという大

事な使命も担っているわけでありますか

ら、先ほど申し上げました島嶼県沖縄の縮

図うるま市という言い方をしてもよろしい

のではないかと考えているわけでございま

す。

皆さんからのご提言もいただく中で、し

っかりと今日のフォーラムには、私自身、

むしろ聞き役に回りたいという気持ちもた

、 、くさんあったわけでございますが 立場上

地域の抱える問題点を、これから逐次述べ

させていただきます。よろしくお願いいた

します。

○ コーディネーター

ありがとうございました。ご存じのよう

に、うるま市は４市町からなりまして、う

るま市には二つの発電所まであるくらい

で、今、市長がおっしゃったように、うる

ま市は本当に沖縄県の縮図といっても過言

ではございません。そういう意味で、これ

から課題を出していただいて、これに立ち

向かうというんでしょうか、保護法につい

てどう役割を担っていくのかというのも浮

き彫りにしてまいりたいと思います。

それでは、今度は離島からいらしていた

だきました加藤さん、お願いします。

○ 石垣島在住 加藤伴子

石垣市の女性の立場から、家庭を守る家

庭の主婦の立場から発言させていただきま

す。加藤伴子です。

私たちの八重山諸島は、大小さまざまな

島で構成されています。住民の移動手段は

船と航空機の二つしかありません。そして

その上沖縄本島からは400㎞も離れていま

す。また、それぞれの島は過疎化が進み、

。 、高齢者が多いわけです そして穏やかな島

ゆったりとした時を過ごす癒しの島として

観光客もたくさん訪れます。そんな状況の

中、女性として家庭を守る主婦の立場とし

て、子どもや高齢者、あるいは障害のある

人、有事のとき、それらを本当に安全に避

難できる手だてがあるものかどうか、今日

は一緒に国民保護法の仕組みについて考え
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ていきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

それでは、次に、琉球大学の我部さん、

お願いします。

○ 琉球大学国際関係論教授 我部政明

こんにちは、琉球大学の我部政明です。

１年ほど前まで国家公務員を担っておりま

したが、最近変わりまして、独立法人の職

員ということに変わりましたので、決して

、 、国の立場というか そういうものとは全く

給料をもらうのも無くなったので、全く自

由な立場から話をしたいと思っておりま

す。

今日、基調講演と特別講演のお話が、多

分これとは、私がなぜここにいるかという

ことをちょっと考えてみますと、多分、政

府が行いたい国民保護という観点がひとつ

青木室長の方からお話があったと思います

が、それに対して青山さんの方から、その

双方向、つまり国民の側の立場、視点から

の自分たちの保護ということがあったかと

思います。

もう一つは、たぶん青山さんは、両方の

すりあわせが必要じゃないかとおっしゃっ

たので、私は逆の、青木さんの逆の立場か

ら、つまり市民といいますか、国民の側か

ら国にどうすべきなのかというような、青

木さんがこちらを向くと、僕は青木さんに

向いて、青山さんがその両方というような

感じの議論に役割を担うことができればな

というふうに思っています。

そうはいっても、いろんな話はできない

ので、今日も既にこの沖縄県における国民

保護のフォーラムの中で、たぶんキーワー

ドになっていることが４つくらいあるのか

なというふうに思っています。

ひとつは、沖縄戦ということですね。こ

れは沖縄戦というものがどう沖縄の中で、

今現在の社会の中に影響をもたらしたかと

いうのは言うまでもありません。それから

もう一つは、実際に米軍基地があるという

ことであります。これが二つめのキーワー

ドになって、三つ目は、もう既に何度も申

、 、 。し上げましたが 島嶼だと 島々であると

他に逃げ場がないと言ってもいいのかもし

れませんが、そういう特徴を持っていて、

さらに言いますと、今日のお話の中にも出

てきましたような、武力攻撃というよりも

どちらかというとテロと。これは日本全国

共通なのかもしれませんが、これに対して

どう対応するかというようなのが今日の話

のキーワードかなというふうに思っていま

すが、私はその中の２番目の米軍基地との

係わりの中で、何か国民保護に関して私な

りの公言ができればいいなというふうに思

っております。

○ コーディネーター

よろしくお願いいたします。今、青山さ

んへ、我部さんと青木さんがそれぞれ質問

してまいりますので、ひとつよろしくお願

いします。

まずは、青木さん、お願いします。

○ 総務省消防庁国民保護室長 青木信之

先ほど話をさせていただいた青木です。

よろしくお願いします。

私は、確かに政府の立場というか、政府



- 36 -

の職員でありますが、その中でも地方の立

場であります。地方の立場という意味は二

つありまして、ひとつは政府部内で地方の

声を何とか実現していく仕事が一つ。それ

ぞれの地方公共団体、いろんな対策、大変

でありますけれども、多少ともご支援して

いくと、その二つの立場を持ちつつ、この

場で発言をさせていただきたいなというふ

うに思っています。

この国民保護の課題、どういう捉え方を

するか。いろんな捉え方があろうかと思い

ますが、私どもとすると、やっぱり究極の

危機管理というような意識で捉えておりま

す 、人間ですからどうしても嫌なことは。

思いたくないという心理が常に働きます。

地震も自分の所はないと思っているんです

ね。例えば佐賀県の人に聞くと 「佐賀県、

は地震にあったことがない県であります」

というふうに言います。しかし玄界灘で地

震がありました。玄界島で大きな地震があ

。 、 。りました 福岡県ですけど 近くでした

中越地震のときは、実はたぶんこのへんも

地震がないだろうとみんな思っていたので

はないかと思うくらい、役場の対応にいろ

んな課題がありました。非常に簡単なこと

だけ申し上げますと、防災行政無線でいろ

んな連絡がとれなくなってしまいました。

防災無線がなぜ使えなかったか。それは停

電したからです。停電したときにどうする

か。非常電源がみんな作動するようになっ

ています。しかし非常電源の使い方を知ら

なかった。不具合があった。その程度のこ

とで、実は情報の提供がずいぶん遅れてし

まった。なぜか。それは自分の所にはそう

いうことがないだろうという前提に立って

仕事をしているからだと思うんですね。で

すので、なかなか一度事が起きればそうい

う注意というのは自然に向くんですけれど

も、そういう事というのは、注意している

ときに起きるというわけでは決してなく

て、日頃の準備というのが大事だろうとい

うふうにも思います。

そういう意味で、国民保護ということに

対応しながら、われわれなりに危機管理能

力を高めていく、これはやっぱり行政当事

者としては当然の責任だと思いますが、そ

のことをどうやってうまくやっていくかと

いうことは、また別の時限で難しい課題だ

ろうというふうに思います。

そういうような点から見て、いかに仕事

を進めていくべきなのか、何を重視してい

くべきなのか、そういう点で多少なりとも

発言ができればと思っております。

○ コーディネーター

ありがとうございます。青山さん、時間

がなくて十分に話せなかったとおっしゃっ

ていましたけれども、まず、今日のこれか

らの発言内容、趣旨をお伺いする前に、私

の方から、今、青木さんが「ないだろう」

という気持ちとおっしゃっていましたが、

沖縄県、テロはありますか。それからひと

つお願いします。

○ 青山繁晴 株式会社独立総合研究所代

表取締役社長

まず、このパネルディスカッションにお

いては、僕はなるべく平たく、具体的に、

赤裸々にお話したいと思うんですけど、一

番短期的にいいますと、沖縄がテロの最大

のターゲットになっているということはな

いと思います。それは、米軍基地の７割５
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分が沖縄に集中していますけど、世界中で

イスラム原理主義のテロが今起きているわ

けですけど、米軍基地そのものが狙われた

例というのはほとんどないです。停泊中の

イージス艦が襲われた例はありますけれど

も、それはすなわちイージス艦は海に向か

ってお腹をさらしているからです。米軍基

地のように、いわばプロのテロリストが向

かって行っても、突破が極めて困難な所と

いうのは、彼らはまさしく悪い意味でのプ

ロですから、最初に狙うということはまず

考えにくい。

中長期的には、今の話は、今、世界で広

まっているイスラム原理主義については、

少なくとも僕はバグダッドやサウジやイラ

、 、ン そういう所を歩いてきましたけれども

「沖縄」という言葉を聞いたことは１回も

ないですね 「東京」という言葉や「新幹。

線」という言葉や、それから、今日は自衛

官もいますけど 「自衛隊」という言葉も、

何度も聞いたんです。でも 「沖縄」ある、

いは「米軍基地」という話は一度も出ませ

んでしたので、目の前としては一番驚異の

多い方ではないと思います。

ただし、中長期的に見ると、後でお話し

できればしたいんですけど、単に北朝鮮の

問題、北朝鮮の問題も実は沖縄には非常に

大きな関係があるんですけど、僕の話は常

に相手の当事者に聞いたことだけですの

で、そこを一番信頼していただきたんです

けど、中国の当局者、軍部を含めた当局者

が私に最近非常に強調するのは 例えば 首、 「

里城の後ろの塀、城壁のカーブ、あれは日

本のカーブじゃありませんねと、あれは我

が中国と同じカーブですね。民の時代に琉

球王国を冊封していたとおり、琉球は基本

的に中国のものである」ということを、僕

が一番気になるのは軍部の人もそれを言う

わけです。まさか近々に何かがあるという

ことはないと思いますけれども、しかし10

年、15年、もっとはっきり、さっき言いま

したね、もう赤裸々な話をすると言いまし

、 、たから 中国は2008年に北京五輪があって

2010年に上海万博があります。そこまで何

かある、この５年の間に何かあるというこ

とはまさかないと思いますが、その先は、

この沖縄のすぐ西に沖縄西方トラフを含め

てたくさんの資源があって、そこの問題と

絡んでやっぱり中長期的には沖縄というの

は日本の安全保障にとって一番重大なポイ

ントになると思っています。

○ コーディネーター

ありがとうございます。後ほど具体的に

お伺いします。

と言うことで、ここで、今、我部さんが

、 、 、おっしゃいました４点 沖縄戦 米軍基地

島嶼、そしてテロ。今、テロのお話をお伺

いしましたけれども、中長期的にはあり得

るとおっしゃっていました。

それでは、沖縄の特殊性から見た国民保

護法ということに入ってまいりたいと思い

ます。沖縄の特殊性といえば、言うまでも

なくアメリカ軍基地ですが、このことにつ

いて、まず、牧野副知事からお願いいたし

ます。

○ 牧野浩隆

国民保護との関係で全国と違うのは、や

はり沖縄にこれだけの米軍基地があること

が一番の大きな問題だろうと思います。ま

ず、基地に実態はあえて申すまでもありま
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せんけど、全国に在日米軍基地の75％、沖

縄本島の19％を占めていて、そこに軍人、

軍属合わせて4万9,000人が滞在している。

それだけではなくて、われわれ地元の基地

従業員が約8,700人ほど基地の中で働いて

いるのと、それから地域住民と基地とが隣

接していて、ある意味では基地と沖縄社会

が渾然一体となっている、そういう事実が

あるかと思います。

そういうのを受けまして、一方では、基

地関連収入といわれています土地代が年間

800億円くらい。あるいは従業員の給料が5

20、530億円、あるいは基地の消費支出が5

00億円、あれこれ1,700、1,800億円くらい

のものがあって、基地に対するプラスマイ

ナスもありますけれども、基地に対する県

民の総意としましては、やはり基地の整理

縮小ということが大きな問題になっていま

す。

そういった意味では、現時点におきまし

たら、去る２月に日米協議委員会に出され

ました抑止力の維持と地元負担の軽減とい

うことが出されていますので、県民の基地

に対する大きな感情としましては、再編協

議の中で負担軽減が実際に行われるような

ことを期待しているのが今の状況だと思い

ます。

一方、そういう保護法との関係でいいま

すと、平時においても米軍に関係します事

件、事故が多発しておりますので、有事に

なった場合、これがどうなるかという危険

に対する不安は当然あると思います。

それともう一つ、今、基地自体が、青山

先生の話では、短期的にはないかもしれな

いけど、中長期的にはわからないというよ

うな、まさに攻撃の目標になる可能性が否

定できないだけに、周辺住民の保護をどう

するかということが当然大きな問題になっ

てきますし、あるいは有事の場合に、基地

の中で働いてらっしゃいます8,700人の従

業員に対して、その情報をどのように伝え

るのか。あるいは基地を維持するために8,

700人が基地の中に止め置かれるのかとい

うような問題が出てきますし、さらには基

地の外に軍人、軍属の家族たちがいらっし

ゃいますので、その方たちをどのような形

で扱っていくのかという大きな問題が出て

きますので、まさに基地に関する問題と県

民の安全保障、保護との関係では大きな問

題が出てくるかと思います。

そういった意味では基地との関係で問題

になってきますのは、やはり米軍基地とい

うのは、日米安保条約の５条によりまして

滞在してますけど、そういった意味では、

もし有事があった場合は日本の武力攻撃事

態等に対しても、真っ先に自衛隊がするこ

とになりますけれども、日米安保条約によ

りまして米軍が共に行動することになりま

すので、自衛隊と米軍が一緒に行動する場

合に、それぞれ違ったことが起こってくる

わけです。米軍の場合は、ご存じのとおり

地位協定によって国内法の規制を受けませ

んので、そこをどうやっていくかが大きく

問われると思いますけど、しかしながら今

回の場合、有事法、武力攻撃事態法、いわ

ゆる有事三法、七法と言われています中の

一つに 「武力攻撃事態等におけるアメリ、

カ合衆国の軍隊の行動に伴い、我が国が実

施する措置に関する法律」というのができ

まして、これは有事の際に国内の米軍の規
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制を受けないだけに、地位協定にかわるよ

うなもので、米軍に対して、米軍が実際に

やれないけど、米軍が必要な軍事行動は日

本が代わってやっていく。そして米軍に代

わってやっていくという、いわゆる米軍に

対する便宜供用があります。例えば、米軍

が立入禁止をしようとした場合、できませ

、 。んけど これは日本が代わってやっていく

あるいは米軍行動にとって障害物となって

いるものを撤去したり破壊したりするのを

米軍は直接はできませんけど、日本が代わ

りにやっていく。あるいは特別に使用の専

用を認めるだとか、他の便宜供用を与える

というような、そういうのを日本が代わっ

てやっていくというのがありますので、そ

のあたりのものが、どういうことなのか、

これから具体的に見えないだけに、県民に

対して大きな不安になってくるかと思いま

す。

それともう一つは、こういったことに対

してはもちろん日本がやった場合は、それ

に対する代行に対して保障がされているこ

とになっていますけれども、それも保障す

る以前に米軍が軍事行動に伴うそのような

必要なものをどれだけ情報を提供するのか

ということが大きな問題になるだろうと思

います。おそらく軍事行動については情報

を漏らさないのが軍事上必要になるかと思

いますので、そのあたりの情報がないだけ

に米軍の行動に対して県民の保護という場

合に、住民避難にしろ、そういうことをど

うするかが問題になってくるかと思いま

す。

それともう一つは、米軍の場合は何も沖

縄だけではなくて、沖縄に、先ほどのよう

な武力攻撃事態、あるいは緊急事態等が発

生しなくても、国内のどこかで起こった場

合も、沖縄の米軍は動くわけですから、他

の地域のものも沖縄だけに被害が受けて来

るというような、そういうことがあります

ので、このあたりの新たな米軍新法と言わ

れてますものを米軍サイドの情報を、どれ

だけ適切に言って保護につながるような措

置がとれるかということは極めてポイント

になってくるかと思います。そのあたりも

具体的に論じていきたいと思います。

○ コーディネーター

ありがとうございました。今、そういう

課題を出していただきましたが、国におい

て、アメリカと調整して、調整の上で国民

保護をどう展開するのかというのが大きな

課題だと思います。今、副知事がおっしゃ

ったように、基地で従業員の方でも8,000

人を越える8,700人と、この方々への情報

伝達をどうするんだということも大きな課

題だと思います。

さて、その米軍基地に関係して、先ほど

ちょっと触れていただきましたが、知念市

長にお願いいたします。

○ 知念恒男

基地とうるま市ということについてお話

をさせていただきます。ご存じのとおり、

この中部には米軍基地が比較的集中してお

ります。牧野副知事は本島面積の19％とい

うことでおっしゃっておりましたが、まさ

にそのような状況の中で、私どもうるま市

の近くには嘉手納基地、普天間基地、さら

に隣接する金武町にはキャンプ・ハンセン

等がございます。市内には、まず皆さんご

存じの原潜が入港するホワイトビーチ、そ
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れから旧具志川市の方には天願桟橋、陸軍

貯蔵施設、キャンプ・コートニーとござい

。 、ます そういう米軍基地を抱えるうるま市

やはり有事の際、いかに住民を保護するか

という大事なことが私どもの行政の最も関

心の高いところになるわけでありますが、

仮に当分の間、テロやそういう攻撃の心配

はないという予測が成り立つにしても、や

はり万が一ということを考えた場合に、一

つの例で申し上げますと、コンビナートが

攻撃を受ける、あるいは陸軍貯蔵施設が攻

撃を受ける、その時の適切迅速な消火活動

をどうするかという大きな問題が出てまい

ります。そういう大事な問題を解決しなが

ら、なおかつ真っ先に住民の安全保護とい

、 、 、うことを考えた場合に 行政としては 今

具体的にどのような手を打つべきか、どの

ような取り組みをして、このことについて

の対策がとれるかということを考えた場合

に、これは大きな不安として残ります。

行政の大事なことは、まず、これは県も

含めてそうだと思いますが、特に市町村は

住民、市民との接点にあるわけですから、

真っ先に住民の保護については具体的な行

動、適切な行動を取らなければならないと

いう使命からしますと、大変不安でありま

す。ですから、こういうフォーラムを通し

て全市民的に、全県民的に、この沖縄の特

殊事情を考慮しながら、やはり基地という

この問題を、それからお互いの安全をどの

ように保障していくかということについ

て、ぜひ有意義なご意見、そして議論をい

ただきたいと。これは基地に囲まれている

住民の気持ちで今日は申し上げております

、 。ので よろしくご教授をお願いいたします

○ コーディネーター

ありがとうございました。

さて、先ほど我部先生、沖縄戦、米軍基

地、島嶼、テロと４点あげました。この米

軍基地について、国民保護と日米地位協定

との関連も含めて、ひとつ出していただけ

ますか。

○ 我部政明

まず、今、ここでは二つについて話をし

ます。１点目は、この国民保護法というも

のの位置づけですが、その国民保護法のも

とになっている法律が、いわゆる有事法、

武力攻撃事態法と呼ばれたものですが、正

確に言うと 「武力攻撃事態等における我、

が国の平和と独立並びに国及び国民の安全

の確保に関する法律」という、とても長い

名称になっています。一般的には武力攻撃

事態法というふうに呼ばれていますが、後

ろの方にまさに「国及び国民の安全の確保

に関する法律」というところもくっついて

おりまして、結局、この武力攻撃事態法と

いうものを作っていく際に、国民の安全に

ついてはどうするのかというのが、その当

時2003年の議論、あるいはその前から出て

いましたが、問題になってきたわけです。

ここが大変議論を呼んできたところであり

ます。その結果、2003年の段階には準備が

できてなかった国民保護法というのをすぐ

、 、に作りますということで 翌年の2004年に

今のこの国民保護法というのができたとい

うわけですが。

一般的に法律というのは、行政が法律に

基づいて動くことになっています。行政は

法律に基づいて動くわけですが、つまり法

律は行政の動く範囲を決めているわけです
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ね。法律は決めているんですが、なぜ法律

によって行政の動きをコントロールするか

といえば、簡単にいうと、民主主義や社会

の中では、たぶん主権者としての国民が何

らかの権限を政府に、あるいは行政に与え

る場合に、その与える根拠となるのが法律

だと。つまり国民が行政に権限を与えるん

だというふうな立場に立っている考え方だ

と思います。それに基づいて、国民の信託

を受けたできあがった法律に基づいて行政

は動いているというふうになっているわけ

です。その法律に基づいて、また国民を、

逆に言うと、国民保護法制で国民の権利を

ある程度制限するかもしれないという、こ

ういう循環になっているわけです。

循環と言えば、今、国民保護法制がいわ

ば法律があるので都道府県や市町村や、さ

らにはその住民がこの法律に従って行動し

てくださいというふうに、国民の行動をあ

る程度コントロールというか、少し影響を

与えようといっているわけであります。そ

、 、もそもの議論からすると その前にあった

国民がつまり議会を通して、法律を通して

行政府に委任している権限といいますか、

与えている権限というのは何なのかという

側面から見てくると、この国民保護法制と

いうのは単に国民の権利を守るというより

は、行政の権限を拡大したいこと、行政の

権限を確認しているというか、法的に基づ

いているんだというふうに言えるわけであ

ります。そこがこの国民保護法制の中でい

ろんな議論が巻き起こる大きな根幹になっ

ている点であります。ですから、国民を守

るというふうに言っているんですけれど

も、中身は国民を守るための行政の権限を

ここで書いているというふうに言った方が

正確なように私は思います。ですが、問題

は、行政の権限がただ単に行政のために、

政府のためにあるわけじゃないんだという

、 、ような主張がもちろんあると同時に いや

そうではないんだと、その逆なのではない

かというようなところがいろいろ見解が分

かれるところであります。この点をやっぱ

り踏まえておく必要があるんだろうと思い

ます。この違いがあるから、これが議論に

なって、沖縄県でも、沖縄戦があったから

ああじゃないか、こうじゃないかと、米軍

基地があるからこうではないかという根幹

にあるのは、この法律の両側面ですね。両

側面があるからだということをよく理解し

ておく必要があるのではないかというふう

に思います。

、 、もう一つの点は この米軍基地について

有事の際に米軍基地の中における米軍はど

のような行動をするかということでありま

す。これは1997年の日米防衛協力の見直し

ということの中で、いわゆる新ガイドライ

ンと呼ばれる中に、幾つか日本防衛につい

て、あるいは日米間の防衛協力について書

かれている指針があるわけですが、これの

一つ目は、普段からの協力ということが一

つ目。二つ目は、日本有事の際の協力。そ

れから三つ目は、周辺有事の際の協力とい

うふうになっています。今、ここで上がっ

ている国民保護法の中で、特に注目をして

、 。いるのは 日本有事という場合であります

日本有事の際、米軍はどう動くかという

ことなんですが、この日本有事の際のガイ

ドラインではこのように書いています 日。「

本の有事は日本が主体的に取り組む」とい
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うふうになっている。主体的というのは英

語で「primary responsibility」というふ

うに書いています。つまり、訳が専門家の

中では批判があるところなんですが、主体

的というのは、何か他の人もいるんだとい

う感じになるんですが 「primary respon、

sibility」という英語の部分は、第一義的

な責任は日本が負うというふうに英語では

そうなっているわけです。ですから、日本

有事の際の責任は、まずは第一義的には日

本だと。この日本有事の際にアメリカは何

をするかというふうなところでは、米国は

適切に協力をするというだけであります。

つまり日本が日本有事の際においては、

「primary responsibility」を持って、ア

メリカは適切な協力を行うということにな

っているわけですから、まず、一義的な責

任は日本政府が負うわけですので、米軍は

まずそれを見てから適切な協力を、どうい

うのが適切なのかを考えるなり、あるいは

準備してきたことをやるというふうになっ

てくるだろうと思います。

そうしますと、具体的にどういうのが有

事なのか、想定がかなりさまざまなものが

あって特定化できるのが難しいんですが、

有事という一般的な名称でいえば、米軍が

何か最初に行動を起こして、沖縄の人を守

ったり、あるいは防衛にあたるということ

は、この日米ガイドラインから見ればやら

ないと。むしろ日本がやるべきだというふ

うに書いてあるということであります。

○ コーディネーター

これはそうしますと、アメリカの活動と

県民の避難の調整、これは青山さんにお聞

きした方がいいのかな、青木さんにお聞き

するのは、青木さんの方は保護法の指針を

まず皆さんに説明しましたので、この席で

は、青山さん、どう思いますか。米軍活動

と沖縄県民の避難。

○ 青山繁晴

今、我部先生は非常に公平におっしゃっ

たと思うんですね。公平かつ客観的におっ

しゃったと思うんですけど、日米防衛協力

の新ガイドラインによれば、日本有事の際

に米軍は何でもできるということが実質的

に書いてあると思いますよ。この新ガイド

ラインというのは、我部先生がおっしゃっ

たように、日本語と英語では中身が全然違

うというのも大きな問題なんですね。沖縄

県民だけじゃなくて日本の人々はほとんど

この新ガイドラインが理解できないです。

英語で読むとすごくはっきり書いてあっ

、 、て さっき我部さんがおっしゃったように

米軍の行動について、今のところ日本で有

事があっても日本側から何らの制約を与え

ることも実質的に僕はできないと思ってい

るわけです。ですからこそ、副知事の牧野

さんは、今日、冒頭おっしゃった、沖縄だ

から日本一の国民保護計画にするんだとお

っしゃったこと、僕はこれはすごく正しい

姿勢だと思っていて、すなわち日本で重大

なテロがあったり、あるいは米軍を巻き込

んだ事態になったり、日本で有事があった

ときに、米軍に対して日本が何を言えるの

、 、か ここの主人公は日本国民なんですから

米軍が主人公じゃなくて私たち日本国民が

主人公なんだから、それを守るためには米

軍に対しても、例えば県庁だけじゃなくて

自衛隊の側からも何ができるかということ

を、この国民保護計画の中で沖縄県におい
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ては盛り込むべきだと思っているわけで

。 。す それは僕は不可能じゃないと思います

すなわち米軍にとっても、沖縄を含めて在

日米軍基地を守るというのは彼らの国益そ

のものであって、絶対に守りたいと思って

いるわけで、有事になったときに、今は適

切な協力だけにとどまっていることが、も

う少し具体的に日本の主権において、仮に

ある程度の制約を受けることになっても、

この米軍基地の機能が保たれる方を僕はア

メリカは選ぶと思っていますから、この国

民保護をむしろきっかけにして、ようやく

日本が踏み出せると僕は思います。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

青木さん、どうですか。米軍基地の、沖

縄の特殊性から考えた。

○ 青木信之

いろいろご心配な事情、これだけ米軍基

地に囲まれているわけですからわかります

し、現にヘリコプターが落ちてみたら、そ

こを封鎖しちゃってということになって、

そういう事実からするならば、いざ事が起

きたときに本当に避難とかできるんだろう

かというご心配があるというのはわかりま

。 、 、 、す ただ 米軍もさることながら 自衛隊

いろいろ考えなければいけない課題もやっ

ぱりあろうかと思うんですね。いざ避難す

るとき、那覇空港から避難しようというと

きに、自衛隊との共有空港でもあるし、事

が起きれば自衛隊も使うということもある

わけですね。そのこともまず頭に置いてお

く必要があろうかと思います。

米軍との関係で申し上げれば、日米でそ

の調整メカニズムで一応存在している。最

終的には施設をどっちが使うかという課題

が生じたときに、日本国内の国内法として

は、国民保護法と一緒に成立したものとし

て、特定公共施設、道路はどっちが使うと

か、港湾はどっちが使うとか、ここで調整

をしようということで対策本部ができたな

らば、利用指針を作って、どっちが優先を

どうするかということを決めていこうとい

うことで、一応はなっているんですね。一

応はなっているんですが、それは一つの仕

組みがあるだけでありまして、具体的に問

題が起きたときに、どこで、どういうふう

に議論をしていくのかということがたぶん

大事だろうというふうに思います。

先ほど牧野副知事さんが言われたお話で

すね、米軍とも調整しなければいけない課

題がたくさんあるだろうと。軍人、軍属の

問題もあるし、情報提供があってもいいじ

ゃないかと。これは沖縄県をはじめ、多く

の基地がある県さんが強い話をいただいて

おりまして、政府としては米軍当局に、外

務省を中心として、そういう申し入れをし

ております。まだその調整結果がまとまっ

ている状況ではありませんが、外務省とし

ては継続的な話をしていると思います。

一つ言えることは、少なくともその国民

保護ということを日本も考えなければいけ

なくて、そのことを頭に置いてくれなけれ

ば米軍も困るんですよということは、これ

は伝わっていると思うんですね。相当長い

時間を経過して、その間継続的に話をして

いるわけでありますから、そのことを理解

してもらうというのが非常に大事だろうと

思っています。もちろんできる限りいい答

えが得られて、一定の調整結果がお示しで
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きれば一番いいと思っています。

それから政府部内の問題としては、その

調整ってどこでするのか。誰が、どういう

、 。次元で どういう材料の元に判断するのか

。 、これは大事な課題です われわれとすると

そういうような問題を、どの時点で、どう

いうふうな議論の元に調整を図っていくの

かという問題提起を政府内でもしていると

ころでありまして、今のところ、実際にど

ういうふうに調整するのかというようなと

ころまで煮詰まった議論なっておりません

けれども、今後とも政府内でもそうした議

論ができるように、われわれなりに努力を

していきたいというふうに思っておりま

す。

○ 青山繁晴

今、青木さんはけっこう踏み込んだこと

をおっしゃったと思うんですよ。というの

は、米軍基地の問題って、今まで防衛施設

庁だけがやっていたでしょう。防衛施設庁

って、はっきり言って、今日、関係者もい

らっしゃると思いますけど、政府の中でそ

んなに権限が強い省庁でもないし、防衛施

設庁だけがやっているから政府全体の問題

になかなかならなかったわけでしょう。で

も青木さんは、今は総務省だけど、要する

に旧自治省ですよね。自治省が本当にそれ

をやられているかどうかは知りませんが、

少なくとも住民自治を守るために存在して

いる役所ですよね。そこがこの国民保護法

を通じて、この米軍基地の問題にも初めて

いわば関与できる。そこは僕は積極評価し

た方がいいと思うんです。

時間ないでしょうか、もう一つ付け加え

ると、さっき私が沖縄の国民保護計画の中

にこそ米軍の問題を取り入れられるといい

ましたね。それは絵空事ではなくて、絵空

事ではない証拠に既に幾つか活用できるも

のがあって、その一つは、さっき我部先生

がおっしゃった新ガイドラインの中の「pr

imary responsibility」という、要するに

責任はお前だよと言っているだけともとれ

るけど、違う方向から見たら、この日本で

起きることは米軍じゃなくて自衛隊、我が

国民が養っている自衛隊がやることなんだ

よと。米軍はいわば主人公ではないよとい

うことを、むしろ初めてはっきり言ってい

ると思うわけです。

それからもう一つは、さっき、牧野副知

事から、これはおそらく懸念として言われ

たと思うんですけれども、武力攻撃事態法

の中に 「米軍がやることを自衛隊が肩代、

わりする問題がありますね」ということを

牧野さんはおっしゃったと思うんですよ。

懸念としてわかるんですが、これも国民保

護計画をきっちり米軍の問題まで取り込ん

で作っていくと、例え有事があったときで

あっても、米軍の国内法に則って何でもや

れるわけではなくて、日本にいる限りは、

日本の国内法に基づいて、その自衛隊しか

できないんですよということを、むしろ制

限として僕は活用できる可能性は十分ある

と思っているわけです。だから平成18年度

末にいたるまで、そこのところを詰めてい

けばいいと思います。

我部さんはもちろん違う意見があるでし

ょうが、僕は必ずしも国民保護計画を一つ

の契機として、今までの在日米軍に対する

日本の主権なき状態、この主権なき状態っ

て、別に左でも右でもなく、例えば海上自
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衛隊の護衛艦に乗って横須賀港に近づいて

いくと、これはつい先日、僕は海自の様子

を見るときに乗ったんですけど、横須賀港

に近づいていくと、一番よい部分は全部米

軍が押さえているわけですよね。一番端っ

このところに自衛隊の護衛艦は避けるよう

に入っていくわけです。思わず海上自衛官

の口から 「これが主権国家でしょうか」、

ということが漏れるわけです。

これは自衛隊がそういうことを表に向か

って言えないけれども、普通の本音だと思

うんです。そうすると、米軍に対して初め

てものを言うためにも、国民保護計画は、

実際は僕は活用できると思っています。す

みません長くなりました。

○ コーディネーター

。 、ありがとうございました 今のご意見で

我部さん、ちょっと頭をひねっていました

けど、簡単に。副知事の方で、どうぞ。

○ 牧野浩隆

今の米軍と国民保護法の問題の一番抜け

ているのは、沖縄側が懸念するのは、武力

攻撃事態法は外部から何かがあった場合に

国としてどう対応していくかということ

で、それは全体として自衛隊と米軍が一緒

になってやっていくという安全保障論の線

でやっているわけです。そこはそこで理解

で来るわけです。ただしこれが前提になる

と、過重にある沖縄こそおかしなことが起

こってきますよと、前提自体にわれわれは

問題を感じていますよというのはそこなん

ですよね。ですから、安全保障論の面から

いけばそこは理解できるけど、しかしその

ままでは沖縄の過重負担ということから考

えますと、そういう面から見ると、今度は

武力攻撃事態法を受けた国民保護法という

形からしますと、県民の人命や財産をどう

保護するかということになりますと、その

枠組み自体にも今の安全保障論に対するも

のも、例えば負担軽減ということが出され

ていますから、そのあたりをちゃんと押さ

えないと、武力攻撃事態は当然の前提とし

ているということをわれわれは、そこから

問題提起はしていかないといけないと思っ

ているわけです。そこのところなんです。

○ 青山繁晴

それは同感です。

○ コーディネーター

ありがとうございます。すみません、ち

ょっと時間がありませんので、我部さん、

どうぞ。

○ 我部政明

先ほど米軍の方に何かやってもらえるの

ではないかというふうに期待があるんです

が、現実にはこの国民保護法ができた法律

。 、も一緒にこういうのができました 先ほど

青木さんから言われた特定公共施設の利用

等についても、この法律も一緒なんですけ

れども、同じときに「武力攻撃事態等にお

けるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い、

我が国が実施する措置に関する法律」とい

うのができまして、これは何かというと、

中身は、米軍が行動するのに日本が障害に

ならないように用意していこうという目的

の法律です。つまり、ここでは米軍が例え

ば誰かの私有財産の木を切ったりすること

について認めましょうと。その代わりその

保障については日本政府がやりますと、や

ることができますと。そういうような日本

政府が全て、先ほど副知事がおっしゃった
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ように日本政府が肩代わりをしていくとい

うふうに、つまり容易に米軍の行動を容易

にさせるというふうになっているわけで

す。ある意味で言えば、日米安保の前提か

らすれば、米軍と一緒になって日本を守る

という立場からすれば当然なことでもある

わけですが、今の日本政府のこの法律によ

れば､米軍の行動をより促進をしていく、

うながしをしていく、容易にしていくとい

うような側面があるわけです。

○ コーディネーター

はい、どうぞ。

○ 青山繁晴

我部さんに無理に意見を合わせるわけで

はなくて、僕が言っているのも、実はそう

いう面が今の法律では確かにあるというこ

。 、とを申しているわけですね 法律ですから

やがて変えることもできます。そのために

も、もう１回言いますが、この国民保護計

画の中の県の基本計画は避難マニュアル

は、この沖縄の地元で作れるんですから、

武力攻撃事態法のそこの部分は我部さん

と、もう１回言いますが、無理に意見を合

わせるわけではなくて、懸念は共有してい

るんです。それをやがて変えるためにも、

それから沖縄という現場から声を上げるた

めにも、その国民保護計画は作り方によっ

ては有効になると思っているわけです。

○ コーディネーター

ありがとうございます。おさらいの意味

、 、ですが こうやって沖縄県が計画を策定し

それを国と調整すると、それが出来上がっ

ているというところが鳥取ですか、青木さ

。 。 、ん 福井と鳥取ですね そういう意味でも

今がチャンスだということも考えられると

思います。 さて、問題の沖縄県の特性の

中で、離島がございます。この離島につい

て、加藤さんからひとつよろしくお願いし

ます。

○ 加藤伴子

私たちの八重山諸島は、自衛隊も基地も

。 、ありません たくさんの離島を抱えていて

与那国島は国境に接しています。また、尖

閣の問題もあります。先月６月17日、石垣

市議会では、尖閣上陸視察が決議されまし

た。その４日後の６月21日には台湾国防省

の人たちが海軍フリーゲート艦で尖閣近海

を視察し、遊漁権を主張し、シュプレヒコ

ールをあげている写真が新聞などで載って

いました。

また、2004年11月12日、国籍不明の潜水

艦が石垣と多良間の間を領海侵犯をして北

上していきました。それも領海を出た後に

私たちは新聞で知らされました。そんなこ

とで、私の住んでいる石垣は少々気になる

、 。地域というか 場所であることは確かです

また、石垣では、明和の大津波の教訓が

残っていますので、近くの小学校では津波

が来たとき、高台の中学校へ行く、またそ

れでも来たときは、上の地域へ行くという

避難マニュアルはできているのですが、有

事に関しては何がどう起こるのか検討もつ

きません。それに石垣の大多数の人は危機

感を持っていないのが現実だと感じます。

有事は家族が一緒にいる時に起こるとは限

りません。保育園や学校に行っている子ど

もたち、寝たきりの親、それらの世話は女

性が担っていることが多いわけです。私個

人としては、何かあったとき、まず、92歳

になる母親の施設へ走って行くと思いま
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す。それを個々の人たちが学校へ、保育園

、 、へ 施設へそれぞれに向かうということは

それこそ大パニックに陥ると思います。そ

、 、ういう状況にならないように 保育園ごと

学校ごと、施設ごと、例えば公的機関など

が責任を持って移動させて、落ち着いてか

ら家族に会うことができるとか、そういう

方法が果たしてあるのでしょうか。私たち

は家族がバラバラになるというのが一番心

配なことです。ましてや小さな島が点在し

ている離島ではなおさらです。

例えば、台風の場合、事前に情報が伝わ

ってきます。大きい台風、小さい台風、自

、 。分で考えて 自分で対策ができるわけです

でも有事となれば、どこで情報を収集し、

その情報をどう伝達していくか、一人ひと

りがどう行動していくのか検討もつきませ

ん。大切な子どもや親、家族を守らなけれ

ばならない私たち主婦が最南端である八重

山諸島でどう行動をし、どんな対策をして

いくか、同じ石垣市出身であります牧野副

知事にも、深い議論をお願いいたします。

以上です。

○ コーディネーター

ありがとうございます。離島での、つま

りライフラインも含めて、沖縄県ならでは

の離島県ですから、大変な特性なんです。

それを踏まえて国民保護について、牧野副

知事、どうぞ。

○ 牧野浩隆

離島に入る前に、一言だけ。先ほど日米

間の問題がありましたので。基本指針の中

には米国と米軍とのそういうような関係

は、これから国は詰めていくという表現が

、 、ありますので 非常に勢いはいいですけど

本当の意味の情報交換ができるように詰め

ていくというのをぴしゃりできるような形

でやっていただきたいと思います。そこの

ところは政府関係者にお願いしたいと思い

ます。

さて、今、加藤さんのご指摘にありまし

た離島問題ですけれども、これは加藤さん

は石垣島からお見えになりましたけど、こ

れは何も離島問題というのは石垣島だけの

問題ではなく、沖縄県全体が本土から比べ

ると大きな唯一の離島県なんです。ちなみ

に南北で1,000㎞、東西で400㎞、これを地

図に落としますと、大阪から鹿児島までつ

なぐ広さだそうです。海岸線も全国で第４

位という大きなものを持っていますし、そ

れから40の有人島があって、そこにお住ま

いの方たちを、本当にどのような形で避難

誘導していくかということは、並大抵なこ

とではなくて、これは単なる石垣島だけで

はなくて、沖縄全体の問題でもあるんです

ね。

それと、また離島に限っていえば、ほと

んど食料などの生活必需品というのは、八

重山群島ですと石垣島、宮古ですと宮古本

島、沖縄ですと沖縄本島、いわゆる母島に

依存している状況があって、ちなみに食料

ひとつとってみても、台風で２、３日船が

欠航しただけで周辺離島は食料が無くなっ

たと大騒ぎするような状況ですから、そう

いうような有事の場合を考えてみたら、ぞ

っとするようなのがありますし、それから

周辺離島ですと、高齢者の方たちがいらっ

しゃるのと、それと小さな離島などになり

ますと、離島の島内だけで避難するという

ことはほとんど不可能になって、どう島外
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に出て行くかということになりますと、輸

送手段をどうしていくかという形になりま

すと、まさに行政の支援が大きくなってく

るだけではなくて、その支援をするまでの

、 、間に 中にいらっしゃる方たちがどう自主

互助組織みたいなものを作ってやっていく

かということも問われていますし、ある意

味ではまさに周辺離島こそライフラインだ

けではなくて、食糧備蓄など、一番大きな

力を入れていかなければならないだろうと

思います。

難しさですけど、離島の抱えています問

題を、例えば周辺の小さな離島で、島外に

避難しなければならないということが出た

場合の難しさ。これはわれわれとしまして

は、過去に経験があるわけです。沖縄戦の

時に県外にどう疎開するかということがあ

りましたけど、そのあたりの、あのときの

疎開の教訓みたいなものが若干整理して紹

介しますと、まず、島外に避難するという

場合に、避難措置の安全性確保、例えば輸

送手段、これに対する不安。沖縄の場合は

悲しい対馬丸という悲劇があります。それ

から島外のものに対して的確な避難誘導が

必ずしも行政の優柔不断さで迷って、明確

なものができなかったということと。もう

一つは、島外に疎開した、疎開先での生活

に対する大きな不安があるわけです。食料

、 、をどうするのか 救援体制はどうするのか

医療はどうするのか、あるいは地元との連

絡をどうするのか。行ってみれば、避難し

た先でも一種の疎外感というのがある。よ

そ者扱いみたいな形ですから、このあたり

。 、はどうするのか あるいは島外に出た場合

残された財産をどうするのか。これはたま

たま新潟中越地震でも山古志村にあれだけ

みんな誰も居なくなったんですけど、全く

向こうとは関係のないナンバープレートの

車が出入りしているという状況がある。で

すから向こうも自警団を置いてやったとい

うのがあります。ああいうのを考えます。

それと、一番大きな問題は、家族の分離

。 。ですね 家族の安否の情報をどうするのか

あるいは通信手段をどうするのかという意

味で、まさに離島の持っているのをどうす

、 、 、るかが 沖縄の持っている 基地とは別の

沖縄は他の県と比べて難しい問題になって

くるわけです。そういう面では、避難に関

するもの、当然日頃から準備をしていくと

同時に、万一の有事に備えた場合の適切な

情報をどう的確に提供するか。それの対応

策を、今回の場合は市町村などがなってい

ますから、そのあたりが優柔不断じゃなく

て、見事なリーダーシップで適切な情勢判

断をして、どう指示していくか、そのあた

りが問われていると思いますね。

ですからそういう面では加藤さんの提起

、 、したものは これは一番わかりやすいのは

国民保護の基本は、有事の場合、何が起こ

、 、るかということ もう一つ参考になるのが

先だっての阪神淡路大震災ですね。たまた

まあれから10年経ちましたけど、その方た

ちの反省が聞かれまして、その当時、阪神

大震災の時に消防団員として救助活動に当

たった方の反省でこういうことがありまし

た。３つありました。一つは、自分の生命

、 。は自分で守るんだ まずは自助が最初だと

そういう災害はみんなに平等に起こってく

るけど、生きたか、残ったかは平等じゃな

いよ、これは自分で生き残った、そのあた
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りが一番大切だということで、自分ででき

ないのは隣近所、周辺でやっていく、それ

でできないのは何とかやっていく。結局は

行政に来たのは一番後だった。事実、あれ

だけ倒壊された中から救い出された方たち

の95％は自分たち隣近所で救助して、もち

ろんあのときは後で大変な物議をかもしま

、 、したけれども 行政の適切な判断がなくて

自衛隊の依頼だとか、そういうのが全くな

かったというようなこともありますけれど

も、いずれにしましても、有事の場合の第

一歩は、自分は自分で守るということが重

要だということ。

そういう面から見ますと、加藤さんたち

の問題の提起というのは、今、離島にいら

っしゃる方たちが、自分で何ができるかと

いうことを明確にやって、できないのは何

なのか、そこを提起していく。そのできな

いのが何なのかを明確に把握することが一

番重要だと思います。そういう意味では、

自分ができるのを中心にして、やれるだけ

はやる。できないのは何なのか。そこをも

っていくのが今回の保護法の計画を作る場

合の、できないことは何なのか、そこをや

っていくのが。ですから今回の場合は、そ

ういう問題意識、皆さんが上がってくると

いうことをどう把握していくかということ

が重要になってくるかと思います。

○ コーディネーター

それをどう汲み取っていくかですね。お

っしゃるように、これは後ほど締めの部分

、 、に入ってくると思うんですけれども 県民

国民の役割という話を後ほど伺いますが。

さて、青木さん、今、離島の問題が出ま

したけれども、この保護法の基本指針から

して、離島問題をどういうふうに受け止め

ますか。

○ 青木信之

基本指針、全体もそうなんですけど、こ

の離島が一番いろんな点で注意しなければ

いけないという前提になっています。それ

は、島というのは海に接しているから、外

圧との関係でも何か受けやすいという前提

があるのと、いざ事が起きたときに、そこ

から動くときの交通手段が限られているか

。 、 、らなんですね それで かつ沖縄の場合は

これは国がということも決めようというこ

、 。とで 基本指針で決められているわけです

先ほど加藤さんから、実際の現場の声も

踏まえてお話いただきました。お母様が施

設におられるということも含めてでありま

す。三宅島の噴火の時、３日間で逃げてい

くんですね。大島の場合は一晩で逃げたん

ですが。この三宅島の時に、わりとうまく

いっていると理解しているんですけれど

も、一つは知事の命を受けて副知事が行っ

て、全部指揮をとって、そこに自衛隊、消

、 。防 あらゆる機能を終結させて対応したと

社協も漁協も協力してもらっています。

それともう一つは、要援護者ですね、高

齢者や寝たきりの方も含めてなんですけれ

ども、これは先に避難をしていただいてい

るんですね。その手はずを当局が非常に社

協と一緒になってうまくやって、かつ小中

校生、高校生までは家族分断というのがど

うかという議論があったかもしれません

が、まず先にということをやった上で、９

月２日から９月４日の３日間で、民間の船

だけを借りて避難をしているんですね。こ

の避難の形態というのは、必ず要介護者、
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要援護者の対応というのをしなければ、そ

っちが遅れてしまうと本当に後が大変にな

るということからすれば、それは非常に大

事だというふうに思います。

それから学校も含めての対応なんですけ

れども、この三宅島でも高校生までは先に

避難させているということはありますが、

いざ島外に避難することだけではなくて、

とりあえず港に集結しようというときも、

学校は学校で、施設は施設ということでや

っぱりしないといけないと思うんですね。

その時に家族のことが心配になることとの

関係上、何らかのルールを決めておく必要

があって、そのことをぜひそれぞれの地域

で検討しておいていただく。

それは何も有事のこととは関係なく、津

波が来たとき、島外に避難しなければいけ

ない、どこかに集結しなければいけないと

いうときに、それぞれ動くんだけれども、

必ず会えるから大丈夫だよということを、

どうやって確保するかというルールを、そ

れぞれの地域で決めていただいた方がいい

と思うんですね。

青山さんに教えていただいた例として、

あるニューヨークの原発の避難計画を作っ

たときに、実際に作った計画がうまくいか

、 、なかったのは みんな家族のことを考える

みんな子どものことを考える。なので、何

か役割を与えられても子どものことを心配

して子どもの方に行ってしまうんです。従

って、子どもが安全にスクールバスで行く

んだよということが前提にないと、実は全

ての避難がうまくいかないということで、

避難計画を作り直したというお話しを、ま

たもし時間があれば教えていただきたいと

思いますが。ということからすると、やっ

ぱりそこでの一定の仕組みを作っておくと

いうのがいろんな意味で必要じゃないかな

というふうに思っております。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

会場からの皆さんの質問も受けますの

で、次に移りますが、今、加藤さんがおっ

しゃいました与那国島国境に隔てている、

それから尖閣諸島問題と、有事の際に国境

に接しているこういう離島、このリスクで

すが、その線について、青山さん、どうで

すか。

○ 青山繁晴

加藤伴子さんがおっしゃったことは、や

っぱり短く言いますから。二つやっぱりど

うしてもお答えしておきたいんですけど、

それは、今、青木室長もおっしゃった、家

族のことで、加藤さんは介護されているお

母さんのことをおっしゃいましたよね。僕

は民間人なのではっきり言いますと、青木

さんがおっしゃったのは、アメリカのニュ

ーヨークのすぐ近くのウエストチェスター

という郡なんです。ウエストチェスター郡

という。そこで原発を抱えているもので、

沖縄は原発ありませんけど、それを仮に有

事と置き換えると、その原発が攻撃されて

放射能が漏れたときにどうするかというマ

ニュアルをいったん作ったんですが、その

マニュアルが本当かどうか、本当に動くか

どうか試してみたら、みんなが自分の子ど

もや、あるいは自分の守らなければいけな

い家族の所へ走ってしまって、しかもマイ

、 。カーで走って 全部の計画がダメになった

そこで考え方を180度転換して、これは守
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るためにはざっくり切り替えなければいけ

ない。すなわち牧野さんがおっしゃいまし

たけど、家族が一緒になるということは、

もうこの際はっきり諦めていただくと。普

段から何かあったら子どもや高齢者や、あ

るいは心身に障害のある方は家族が守るの

ではなくて公が守るというふうにはっきり

決めてしまって、それを普段から飲み込ま

、 、せるために 例えば子どもたちについては

家の目の前に学校のある子どもでも、毎朝

必ず同じスクールバスに乗せて、同じ運転

手さんが運転して、そのバスは民間のバス

なんですが、自治体がお金を出して訓練を

して、つまり緊急事態に対する基本的な訓

練を受けたバスの運転手さんがいて、そう

やって遠い子どもも近い子どもも必ず同じ

バスに乗せているから、緊急事態があった

時はそのバスをすぐに動かして、子どもを

全部そのバスの中に入れてしまって、親か

ら切り離して運んで行くと。高齢者もそう

です。心身に障害のある方もそうで、残っ

た健常者は自分たちで助けるという仕組み

に変えたんですね。これは都市部の話です

けど、離島においてもおそらく同じことで

あって、おそらく石垣やあるいは宮古のよ

うな、つまり地域文化が残っている所は家

族とのつながりも強いから、それははっき

り発想を転換して、こういう非常事態につ

いては、家族が守るのではなくて、弱者は

必ず公が守ると。石垣でいうと、おそらく

消防団員が中心になると思うんですけど、

そうやって考えを転換するということだと

思います。長くなってあれなので。

後半の尖閣諸島を含めた問題というの

は、それは非常に正しい問題意識を持って

いらっしゃって、実は尖閣諸島は （１分、

間で言いますので）今から36年も前に、19

69年に国連が報告書を出して、世界があっ

と驚いたわけです。尖閣諸島を含む東シナ

海には、今までみんなが気がついていなか

った海底油田と海底ガス田があって、時価

総額で600兆円だという報告書を出したわ

けです。日本ははっきり言うと、今日の電

気もそうですけど、目の前の電気を作るた

めにお金を出して、つまり子どもたち、子

々孫々のためじゃなくて、目の前の自分た

ちの生活や経済のために中東からお金を出

してエネルギーを買ってきて、30何年間や

ってきたわけですけど、中国においては、

彼らの戦略をもって子々孫々のためにはや

がて中国の人口はもっと大きくなるから、

この東シナ海の資源をどうしても確保しよ

うとしたわけですね。実はその30数年間、

そうやって中国だけが試掘採掘をしてき

て、ようやく日本も去年から２隻の調査船

。 、を出したわけです これは中国から見ると

初めて日本は中国にノーを行ったというこ

とになるので、つまり去年が始まりであっ

て、今年、それから来年にかけてだんだん

この緊張は高まらざるを得ない。というの

は、中国はこの東シナ海の資源を絶対に諦

めませんから。それでも戦争に僕はならな

いと思います。戦争にならないのは、良く

ても悪くても米軍がいるからだと思います

けれども、戦争にはならないけれども、姿

なきテロによって社会不安が起きたりする

可能性はゼロとは言えない。これ以上やる

と話が長くなりますので、その２点を申し

ます。

○ コーディネーター
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それでは次に移りますが、それでは、こ

の生活関連施設の安全確保、それから住民

の避難というテーマで、まず、先ほどうる

ま市の知念市長がおっしゃったように、生

活関連施設、特にうるま市の場合は発電所

だとかコンビナートだとかいろいろなもの

がありますが、そういう面での課題をお出

しいただきたいと思います。

○ 知念恒男

大事なことでありますので、具体的にお

話をさせていただきます。石油コンビナー

トはうるま市、与那城、平安座でございま

す。そこは唯一のアクセス道路は、よくご

。 、存じの海中道路一本です そこで有事の際

その地域の方々の避難をどのように行うの

か。さらに火災の発生した場合、これは消

防は消火に集中すればいいわけですが、武

力攻撃による火災となると、状況は一変し

。 、ます その際に予測されるゲリラも含めて

どのような適切な消火活動が地方自治体と

してできるかという不安。それから、先ほ

ど申し上げました、食糧やライフラインの

確保をどうするかという極めて重要な問題

がこのコンビナート一つとっても起きてま

いります。

次に、ライフラインの一つであります電

力でありますが、沖縄電力の発電所がうる

、 。ま市宇堅 それから石川の方にございます

もう一つは電源開発の発電所がございま

す。うるま市だけで全沖縄の55.5％の電力

を供給しているという状況でございます。

そのときに発電所が攻撃の標的になる可能

性が高いということを考えた場合に、周辺

住民の避難をどういうようにやっていくか

という、これも大事な課題が出てまいりま

す。

それから、先ほど申し上げました石油コ

、 、ンビナート 火力発電所があるわけですが

山城ダムというという重要な水瓶もござい

ます。そういう所が航空機やゲリラによる

武力攻撃を受けた場合、それを制圧した後

でないと消火活動が行えないのかというこ

。 、 、とになります ですから そういう所への

、 、先ほど申し上げました食糧 あるいは水道

電気をどうするかということが出てまいり

ます。やはり何と言いましても、住民が避

難する、そういう道路というものは、国の

責任において十分事前に確保するというこ

とから考えた場合に、今の海中道路一本で

は私は住民の避難道路としては非常に心配

です。

そうしますと、可能性の高い伊計島や金

武美崎間の架橋を、国は速やかに行うべき

であると。あるいは本島に近い津堅島の架

橋も、この際、こういう国民保護法と関連

をして早急に取り組むべき国民保護の一つ

ではないかなという考え方が基本にござい

ます。

それからもう一つ申し上げましたが、う

るま市には県立病院がございます。老人保

健福祉施設がございます。この状況を申し

上げますと、県立病院にしましても550床

あります。民間病院で1,000床余りありま

す。15の病院で。それから老人福祉施設が

５カ所、保健施設が３カ所で、トータルで

760床ございます。そういう方々の避難誘

導、先ほどの話ではこれは公的機関が行う

という話でしたが、加藤さんのお話のとお

り、家族としては大変深刻な、心配される

問題です。そして何よりも、この旧離島と



- 53 -

言われる津堅島も含めた地域には4,000人

余りの市民が住んでおられる。生徒にして

も、小学校だけでも8,900人余る。中学校

が4,500人余り、高等学校が4,300人余りと

いうことで、この子どもたちの避難誘導と

いうことについても、行政としては、これ

は極めて大事なことであり、何よりも優先

されるべきだという観点から、ぜひこの安

全、安心ということについての保護法とい

うことを大事に議論をし、考えていただき

たいと、このようにお話をさせていただき

ました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。生活関連、一

、 、つの市 うるま市をご紹介いたしましたが

もちろんうるま市だけではありません。

一方では、観光立県沖縄といいます。観

光客の保護、あるいは観光施設も含めて、

これは牧野さんにひとつ簡単によろしくお

願いします。

○ 牧野浩隆

今、知念市長の方から生活関連施設に対

する実情と懸念事項が発表されましたけ

ど、確かに中部地区には石油コンビナート

などの危険貯蔵施設、それから発電所、あ

るいはダム、浄水場、先ほどさらには病院

だとか老健施設などを加えていただきまし

て、重要なものがあることはご存じのとお

りでございますけど、それはある意味では

またライフラインであるし、生命線である

し、外部から見ればやっつけようと思えば

一番攻撃になる弱点であるだけに、そこを

守るということは、そこは攻撃の対象にな

りうるということは当然相手の立場に立て

ば予想できるだけに、そこをどう守るかは

極めて重要であるだけに、周辺地域の住民

の避難をどうするかということは大きな課

題になってきます。これは当然のことです

けれども。

緊急事態の通報をどうするのか、あるい

はそのための情報をどうするのか、あるい

は避難経路をどうするのか、あるいは交通

手段をどうするのか、そういうことも大切

ですけれども、平時から改めて現在のもの

を、そういう国民保護という視点から見直

しする必要が当然出てくると思います。そ

の場合に、まず、施設自体の安全性を改め

てまた確認することはあるわけですね。内

発的な事件、事故、できてから時間が経っ

ているというようなもので、そういう面で

の内発的な事件、事故をなくすという意味

での施設自体の安全確保をすると同時に、

改めてまた施設の管理者自体、管理者もな

、 、れ合いではなくて 改めて管理体制を再見

検討してみる必要があると思いますし、そ

れから施設自体の周辺の警備の問題がまた

出てきますし、場合によっては周辺の立入

禁止区域を設けるだとか、いずれにしまし

ても平時からと同時に、有事が生じた場合

に一番大切なのは、その情報をどう把握し

て的確に発信するかということが、少なく

とも生活関連、ライフラインだけに限って

の情報収集、発信体制というのは今のとこ

ろないと思います。そこは一般論としてだ

けではなくて、特別にそういう施設に対す

る情報収集と的確なものは別途考えていく

必要があるのではないかというような、そ

のことを考えております。

それと同時に、そのあたりは、今でもそ

うですけれども、これは有事とは別に防災
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訓練などもやっていますけど、改めて防災

訓練などの場合、これからもちろん国民保

護計画を作った場合に、訓練ということが

ありますから、そこのところの意識、訓練

なども当然重要になってくるかと思いま

す。

○ コーディネーター

。 、ありがとうございます そこで青木さん

今、副知事がおっしゃったように、いわゆ

る県民の意識というんでしょうか、県民に

期待するものとあえていいますとどういう

ことでしょう。

○ 青木信之

県民の方々には、いろいろなことに関し

て理解をいただくということはまず大切な

んですけれども、まず、自らの備えです。

自らの備えの意味は、特に家族です。です

、 、 、ので 例えば地震でも あるいは津波でも

有事でも、何かあったときにどうするか。

先ほども30分のしゃべりの中で申し上げま

したが、東京で震度５強が１カ所、５弱の

地震があっても携帯電話はもうつながりま

せん。メールも２時間後にやっと私のとこ

ろに来ましたという状態になってしまうん

です。どうやってカバーすればいいか。単

純です。災害伝言ダイヤルに電話すればい

いんですね。災害伝言ダイヤルの使い方さ

え家族はみんな知っている。いざというと

きは、そこに行くことをお伝えすれば、被

災してないところのルートを通っていきま

すので、可能性は高まるわけなんです。そ

ういうことも含めて、まず、目の前の備え

というのをまず一つというのは、やっぱり

あると思います。

それからもう一つは、自分にできること

を一つでも地域で協力する。あるいは職場

でも協力するということなんですけれど

も、特に地域では加藤さんみたいな方がお

られるので、実は何度か回って行くんです

が、みんな仕事に出て、那覇市内で職場に

行った瞬間に地域での役割って、そこでは

、 。ないと思っていて 仕事に勤しめばいいと

自分の事務所のコンピュータは守るけれど

も、そこで何かあったときに避難してきた

人の世話とかまでは考えにくいと思うんで

すね。でも、実はそこでも一定の役割はた

ぶん果たせると思います。

実は、東京駅の皇居側の地域ですけれど

も、80社くらいで作っている組合がありま

す。地震のときに助け合おう。助け合おう

という意味は、会社ごとに助け合うのでは

なくて、付近にいる人も含めて、どこどこ

に逃げたらいいよという誘導を自分たちで

しよう。なぜそういう運動をしているかと

いうと、そうやって防災活動をしている安

全な所だから、ここは不動産の価値がある

んだという対応もできるでしょうというこ

とを売りものにしていこうじゃないかとい

う事なんですね。

その視点はいろんな視点に使えて、沖縄

はリゾートもたくさんあります。例えば毎

月７日は訓練の日か何かで１割引なんだけ

れども、申し訳ないけれども１時間訓練に

付き合っていただくかもしれない、お泊ま

りいただく観光客の方は、なんていうのも

あったっていいのではないかと思うんで

す。何かテロが起きたときに心配なのは、

大都市部とそういうリゾート地域で、コン

トロールできない人、普段住んでいる人た

ちはコミュニティーの機能で何とかカバー
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できるんですが、普段住んでない人、顔の

知らない人がたくさんいる所で何かやると

いうことが大変なので、そういうところの

地域で何かやっておられる、商売している

方々には、何かそういう工夫をしていただ

いて、むしろそれが安全で、結果的には楽

しい観光になるんだということを沖縄でも

売り物にしていただければなと思ったりし

ています。ありがとうございました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。今、リゾート

地、観光客の滞在地、それから都市部の人

口密集地の場合の県民はどう役割を果たす

か。それも含めて、青山さん、お願いいた

します。

○ 青山繁晴

うるま市長の知念さんが具体的な問題を

言われましたので、私は実は評論家ではな

くて実務者ですから、県とか政府と連携す

べきは連携してますので、その実務の立場

から一言ずつ、考えられる対策を端的に申

したいんですけど。

まず、コンビナートで、例えば攻撃によ

る火災などが起きたとき、海中道路１本し

かない。これは知念市長がおっしゃったよ

うに、本来はもう１本道路を最低限造らな

いと、つまり消火やあるいはそこにテロリ

ストを入れた場合は警察や自衛隊の部隊も

その道路を使わなければいけませんから、

必ず逆方向に道路は本当は必要なんです

ね。それと同時にあえて申しますが、一つ

の案として、海上自衛隊に水上艇というの

があるんですね。つまり滑走路に降りるの

ではなくて水に降りられる水上飛行艇です

ね。これは実は知られてませんが、水を吸

い上げる能力を持っていて、ドンと水を降

ろす事はできるんです。海上自衛隊の今持

っている水上艇は、たぶんこういう有事の

ときは防衛目的以外には使えないでしょう

から、これは県とあるいは国と協力して、

うるま市も含めて、何機か、沖縄県が離島

を抱えているだけに、これは保有すべきだ

と僕は思っているわけです。今、海上自衛

隊には大変高く売ってますけれども、これ

をある程度の数が出れば価格もドンと下が

るわけです。これ、実は普段はリゾート開

発にも使える、その水上艇を使って観光客

を離島に運ぶ事もできるし、それから離島

で病人が出たり、大量の例えば伝染病が起

きたときにも運べる。それから消火もでき

るという、多目的に日本の防衛技術でとど

まっているものを、防衛の枠から外して民

用に使うことを僕は検討した方がいいんじ

ゃないかではなくて、検討すべきだと思っ

ています。

それからダムについては、ダムは破壊さ

れる懸念は実はありません。どうして断定

的に言うかというと、実は韓国陸軍が北朝

鮮のあの訓練されたテロリストにダムを破

壊される事を懸念して長年そこに兵士も貼

り付けてきたんですが、今は一切してない

んです。というのは、韓国陸軍は実験を重

ねた結果、いかな爆薬を使っても、重爆撃

機でもろに爆撃することができない限り

は、そんな戦闘もできませんから、米軍が

制空権を握ってますから。ということは、

言われたゲリラが爆弾を抱えて来るしかあ

りませんね、破壊するには。その爆薬、爆

弾量ではダムは壊れないんです。ですから

ダムについてはやることはただ１点で、水
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質汚染だけです。そのダムにウイルスを含

めて妙なものを投下されたときに、その水

質をチェックできるポイントを作るだけ

で、そのダムに対しては備えは十分なんで

す。

それから高齢者の病院については、病院

とそれから高齢者を病院に送り出している

家庭に、これはアメリカの自治体がやって

いるんですけれども、このＡ４の１枚紙の

アンケートを出して、その高齢者の病人の

、 、方は 例えば車いすがあったら運べるのか

ストレッチャーが必要なのか、あるいは場

合によっては松葉杖でいいのか、自分で歩

けるのかと言うことを自ら書いていただ

く。そのデータを収集すると、例えば、う

るま市や沖縄県がどれくらいのストレッチ

ャーを持てばいいのか、どれくらいの車い

すを持てばいいのか、何人必要かというこ

とは把握できますから、高齢者の病院であ

っても、その高齢者を運ぶことができる。

まずそこから初めていただきたいと思いま

す。

それから電力については、普通の自治体

、 、ですと 問題は原子力発電所だけであって

火力、水力についてはほとんどターゲット

にならないはずなんですが、沖縄において

は、米軍の電力もストップさせるという目

的を仮にテロリストが持った場合は、おっ

しゃったようにうるま市のように大半の電

力施設が集中している所については、火力

であっても最低限の備えはすべきだと思い

ます。ですから最低限の備えというのは、

つまりセンサーやカメラのようなものを備

えると。そんなものでテロリストが防げる

かと思われるかもしれませんが、実はそれ

はテロリストはプロですから、必ず事前に

下見をし、情報を集めるので、そういうも

のがあるだけでテロの可能性が本当は20分

の１に、確率論から見て、いい加減に言っ

ているのではなくて確率論からいって20分

の１以下に減りますから、ということは、

今まで言ったこと全部合わせてもたいした

コストではないんです。水上艇が一番お金

がかかりますけど、びっくりするようなコ

ストではなくできる対策がいっぱいあると

いうことを、ちょっとまた長くなりました

が、自治体の方も多いので参考にしていた

だくために申しました。

○ コーディネーター

ここで会場から質問を受けたいと思いま

すが、簡潔に、どなたにということで、ど

うぞ、質問がございましたら。はい、どう

ぞ。

○ 会場より

青木さんに質問します。有事の際の国民

の避難において、自衛隊の車両や航空機、

海上艦艇を使うとおっしゃられましたけれ

ども、防災の観点、特に大島や三宅島のよ

うなときは有効だと思いますが、有事の際

になった場合、かえって自衛隊のものを使

うと狙われるのではないかという懸念があ

ります。特に沖縄戦のときにおいては、軍

と共にしたばかりに国民が巻き添えを食ら

っているという事実があります。そのへん

はどうお考えでしょうか。

○ コーディネーター

それでは、青木さん、お願いします。

○ 青木信之

自衛隊の車両等を使う事が当然前提だと

喋ったつもりはないんですが、艦船を使う
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ということは当然前提になっているという

わけではないんですけれども、一つ、制度

上は、自衛隊にはもちろん迎撃という、侵

害排除という基本的な仕事がある他に、国

民保護、避難に関してもご協力をお願いす

るという場面は想定される法体系になって

います。従って、自衛隊の艦船等で避難す

るということはあり得るべき姿ですが、お

話のとおり、本当のそういう事態になって

いるときには間違えて攻撃を受けるという

心配があるので、できる限りそういうこと

も含めた対応というのはやっぱり考えざる

を得ないなということです。従って、事態

によります。むしろそれが狙われるという

ことであれば、絶対にそれに乗せてはいけ

ないということになります。

仮に、自衛隊の船というと難しいでしょ

うけれども、海保の船等であればわかるよ

うに、例の私の最初のスライドにあった特

殊標章みたいなもの、あれをつけてやって

いくという事まで工夫しなければいけない

かもしれません。

ただ、それとの兼ね合いで言いますと、

例えば静岡県さんは災害船というのを持っ

ているんです。500人乗りのテクノスーパ

ーライナーという、ものすごい、日本で一

番早い船です。実は三宅島から避難すると

きに、静岡県は「何で、この船を使ってく

れないんだ」なんて思っていたりして、そ

ういう資産というのはやっぱり日本にある

のであって、従ってもっともっといろんな

活用の方策も考えていくべきで、もし可能

であれば、自衛隊の船を使わずに逃げる事

が基本の場合は、ぜひ使わずにやるという

ことでなければいけないというふうに思っ

ています。

○ コーディネーター

ありがとうございます。他にどなたかい

らっしゃいますか。どうぞ。質問の方、お

立ちいただけますか。マイク係が探す手間

がありますので。

○ 会場《 》

今までパネリストの方々から具体的な例

を挙げて話をされたわけなんですけれど

も、いわゆる事故とか災害の危機、青山さ

んにお伺いしたいんですけれども、事故と

か災害の場合の危機管理というのと、それ

から人間の意思によって働く有事、その時

の危機管理というのは、似ているところも

あるとは思うんですけれども、かなり違う

部分があると思うんですね。いわゆる有事

としてテロリストとか、あるいはテポドン

が落ちるとかいうような、人がやる場合に

は当然やる人たちは、その有事に対して対

応することも考えて行動するはずなわけで

すから、こういう自然災害、あるいは事故

なんかの危機管理とは考え方を変えなけれ

ばいけないのではないかなというふうに思

うんですけれども、そこのところはどうい

うふうにご指導をされているか。お聞かせ

いただきたいと思います。

○ コーディネーター

青山さんに質問ですか。

○ 青山繁晴

おっしゃったように、これ実は全く違い

ます。まず、全く違うということを原点に

、 、 、して その結果 作業を積み上げていって

下の方で共通項がありますから、その共通

項は活かしますけど、原点は全く違うんで

す。というのは、今のご質問の中にも含ま
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れていましたが、事故や災害というのは、

その事故というのはヒューマンエラー、た

またまミステイクでありますから、そのミ

スを続ける意思がない。それからミスがい

くら重なっても、例えば10も20も重なる事

はない。それから自然災害も、台風が幾つ

か続くことがあったり、地震で余震がある

けれども、ずっと続くわけではない。とこ

ろが破壊妨害工作をする人、あるいはテロ

リストの場合は、必ず継続的な意思を持っ

て、この破壊とそれから国民への危害を続

けますから、それは全く違うわけです。

全く違うから、私たちが考えを変えなけ

ればいけないことは、これをあえて言いま

すが、例えば、陸海空の自衛隊について、

僕も含めてずっと長いこと災害救助隊とい

うイメージが染みこんでいるわけです。僕

も含めてですよ。僕ら専門家も含めて。だ

けどこれは意図を持って、しかも技術を持

って、しかも余裕も持って動く相手がいる

場合は、これは実は自衛隊は、ほとんど本

来業務に専念せざるを得ないと僕は思って

います。これは先ほどの一人目の方の質問

にも関係すると思うんですが、例えば自治

体で考えがバラバラで、これもあえて僕は

はっきり言ってしまえば、例えば京都府の

知事さんは、これをはっきり考えをおっし

ゃっていて、自衛隊はテロや有事であって

も、まず人命救助を先にやって、迎撃作戦

は後回しにしてくれということを、京都府

の知事の方がおっしゃっていて、僕は個人

的にもかなり議論したことがあるんですけ

ど、これは例えば沖縄においては、さっき

のご質問に関連していうと自衛隊の車両や

自衛隊の部隊を救助に使うことはこの際す

っぱりやめた方がいいと僕は思います。こ

の自衛隊の本来任務に戻らなければいけな

い。そうすると実は自治体の方々が今日は

多いですから、あえて申しますが、自治体

の中で警察や消防は、有事やテロになった

ときも自衛隊がずいぶんやってくれるんだ

という期待をしている部分がすごくあるん

です。おそらく沖縄でもそうじゃないでし

ょうか。他の自治体ではもっとそれが強い

ところがある。

だけどこれは、有事やテロに関しては自

衛隊は幸か不幸か、本来任務に戻らねばな

らない。すなわち私たち一般市民が救助を

当てにするのも、自衛隊に当てにするので

はなくて、基本的に警察と消防、それから

市民の相互救助に基本的に依存せざるを得

ない。そこが一番違う点だと思います。他

にもありますけど、とりあえず。

○ コーディネーター

アンケート用紙をいただいたので、読み

づらいのもたくさんありますので失礼しま

、「 、すけれども 青山さんにお伺いしますが

有事と平時では人間の感情が違うと。有事

のとき、軍隊は本当に住民を守れると思う

か 」と 「軍隊」と言ってますけれども、。 、

つまり自衛隊のことだと思うんですが、守

れると思いますかということです。

○ 青山繁晴

そのご質問は、明らかに沖縄戦の悲惨な

経験を踏まえて、軍隊というものは、そも

そも実は国民を守るのではなくて、違うこ

とをやるのではないかという不信感に基づ

。 、いていると思うんです だけどそれは僕ら

いわば主権者、国民の責任において旧軍と

自衛隊がどう違うのかということをもう一
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度整理して、実は旧軍にもし似通っている

ところがあるなら、それは僕ら国民の側か

ら自衛隊に直してもらわなければいけない

し、自衛隊、防衛庁の側からも、われわれ

、 、は帝国陸軍 帝国海軍とここが違うんだと

沖縄戦を繰り返さない根拠はここだという

ことを説明してもらった上で、もう一度言

いますが、有事やテロの場合は、自衛隊は

私たち市民を救助するのが本来の任務じゃ

なくて、おそらくその余裕は、僕は現実に

はないと思います。ですから消防、警察、

市民相互の救助の方がポイントになってき

て、自衛隊は本来の任務にどうやって専念

させるかということに僕はならざるを得な

いと思っています。

○ コーディネーター

もう一つ、会場からご意見を伺う前に、

このアンケートで一つ。千葉からいらした

匿名ご希望ですのであえてお名前は発表い

たしませんが 「ロンドンの同時テロで始、

まり、最近の関東の地震など、テロ、自然

による災害が起きていますが、一部の県を

除いて、知事が積極的でないように思う。

、 。良くいえば 慎重かつそういう状況にある

それは行政の責任、国民性、マスコミのあ

り方などが考えられますが、先生のお考え

をお聞かせください。青山先生ですね。

○ 青山繁晴

これはさっきの講演で言いましたが、私

たちの国は、今、民主主義です。本当に。

世界で最も高度な民主主義の国の一つです

から、自治体と政府と国民とメディアがバ

ラバラに違うということは絶対にないで

す。これはみんなそっくりです。だから相

互に影響し合っているのであって、御上に

依存するだけでもダメで、私たち自身が御

上に働きかけなければいけない。例えばあ

えて言えば、沖縄には今、列車はモノレー

ルしかありませんが、でも皆さん、本土に

行かれて新幹線によく乗られるでしょう。

ヨーロッパの新幹線はユーロスターといっ

て、ロンドンとパリ、それからロンドンと

アントワープをつないでますけど、新幹線

に乗るときに必ず金属探知機があるわけで

す。日本の新幹線は、例えば皆さん、のぞ

みに乗られることもあるでしょう。のぞみ

、 、って 時速250㎞から300㎞くらいになって

満員ですと1,300人ですよ。その車両を全

部転覆させるのに必要なプラスチック爆弾

の量といったらこれくらいです。昔でいう

と、ショートホープとかああいう小さなタ

バコくらいのプラスチック爆薬で全車両横

転してしまうわけです。

実は僕は何年も前から金属探知機をせめ

て付けてくださいと言っているわけです。

でも、必ず国土交通省とＪＲの側からは、

そんなことをするとお客が減って経営に響

くと言うわけです。しかも乗るのに時間が

かかるとお客が来なくなると言いますか

ら、僕はユーロスターに実際に乗りに行っ

て調べました、そうすると、一番高齢者で

よたよたの人でも10分で金属探知機をくぐ

。 、って電車に乗れたわけです ということは

僕ら乗客の側から、つまり市民の側から10

分間の不便は我慢するから金属探知機を付

けないならもう新幹線に乗らないと言え

ば、それだけで抑止力はずっと上がるわけ

で、そうやって僕らの側から変わると、こ

の国民保護や、そういうことに消極的にい

られる知事がいるはずがない。選挙を考え
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たら、そういう知事さんはもういらないと

いうことになるから、やっぱりどちらかと

言えば僕らの側から声を上げるべき時期に

来ていると思うんです。今日、会場にいら

っしゃっている方ですね、千葉からお見え

になっている方。

○ コーディネーター

はい。ありがとうございます。まだあり

ますけれども、会場の方から質問がござい

ましたら、どうぞ。

もう一つ 「国民とは在日の外国人、例、

えば在日朝鮮人も含めるのか。レジュメで

は住民という言葉が使われているため素朴

に疑問に思う 」これが１点。。

２点目 「武力攻撃とは、具体的にどの、

国からのものなのかを想定しているのか。

中国か、北朝鮮か 」というふうに言って。

。 、 、ますが これ どなたでもけっこうですが

どうぞ。

○ 青木信之

国民保護法の背景にはジュネーブ条約が

あります。そのジュネーブ条約は、要する

に人をおしなべて守らなければいけないと

いう前提に立った法的枠組みであります。

したがって、この国民保護法を動かす場合

、 、において 在日の外国人はもちろんのこと

日本にいる外国人の方も保護の対象になり

ます。観光に来ている方も含めてです。従

って、何らかの対応をしなければいけない

場合においては、そうした方々に対する情

報伝達というのもけっこう大変な仕事にな

って、例えば日頃から国際交流協会等々で

簡単なパンフレット等を用意して、いざと

いうときはこういうことを書かなければい

けないんですよということも、場合によっ

ては必要だということになるという意味

で。そういう方々も保護の対象になるとい

うことであります。

○ 青山繁晴

１番目については青木さんと全く同じ

で 「国民保護 「国民」という名前を使、 」、

ったり「住民保護 「住民」という名前」、

を使っていますが、それは最も主体的にや

る人のことを言っているのであって、保護

の対象を人間によって、国籍によって、例

えば観光客と住民によって分ける、あるい

は在日の方と日本生まれの方と分ける、そ

んなことはあるはずがなくて、それは青木

さんと同じです。

二つ目の、どこの国のことを想定してい

るんだというご質問、それは二つ面があり

まして、これを具体的に私たちは備えなけ

ればいけません。無尽蔵に備えるわけには

いけない、そんなことをしていたら自衛隊

員は500万人、消防団員は１億人というバ

カな話になりますから、具体的に驚異を想

定しなければいけませんから、これは残念

ながらはっきり申せば、今のテロで言うと

北朝鮮とイスラム原理主義であることは疑

いようがありません。それから中長期的に

は、中国が沖縄のすぐ西まで自分たちの領

土だとおっしゃっている以上は、中長期的

には中国のことも念頭に置かざるを得な

い。でもそれは、いわば紙の裏表の表の部

、 、分であって もう１枚裏の部分については

いかなる脅威があっても基本的には備える

ことをしなければいけない。

それは具体的な備えはもう一度言います

が、表の部分で、今から予想される自体に

備えますが、裏の部分というのは、例えば
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私たち住民、国民、市民が自分たちで声を

上げないと、もう現代の自衛はできない。

あるいは新幹線の問題も含めて、そういう

意識の問題はどこの国だからということを

想定するわけではない。このことはもう一

つ大事なことがあるのは、意識の面まで北

朝鮮、いや、イスラム原理主義だけ見てし

まうと、とにかくイスラム教徒はみんなテ

ロリストで悪の権化だというようことにつ

ながってしまうし、例えば北朝鮮の普通の

人々に対する差別にもつながりますから、

意識の問題では国を特定しては僕はいけな

いと思っています。

、 、１個だけ 時間がないのに付け加えると

今、ロンドンでテロが起きて、皆さん、ロ

ンドンテロに関心があると思うんですが、

テレビで発言している、僕もたまに顔を出

しますが、テレビで発言しているいわゆる

中東の専門家たちの言っていることで、絶

対に僕は間違っていると、許せないと言っ

ているのは 「ロンドン、あるいは英国に、

はイスラム社会があったからテロが起きた

と、日本にはそのイスラム社会がないから

危険は少ない」と何人もの専門家の方がお

っしゃっているでしょう。これは全く間違

いですよね。ロンドンや英国にイスラムコ

ミュニティーは確かにありますよ。ほとん

どイスラム教徒で作られた町もあります

が、99.9％はまじめな英国市民で、テロど

ころか、本当に一生懸命働いている。この

間間違って殺された人も含めて、まじめに

働いている人ばかりですよ。それがあるか

らテロが生まれたと言うなら、そのまじめ

な社会がまるでテロリストを容認している

かのような、これこそ差別と偏見そのもの

です。

逆に、じゃあ日本を見たらどうかという

と、そういう評論家に僕は申すのは、あな

たは上野公園に行ったことがないのか、上

野公園に行くと、これ僕は差別で言ってい

るのではない、どうしてかというと、警視

庁が何度も何度も上野公園で覚醒剤を売っ

ているイスラム教徒を摘発しても摘発して

も、その後ずっと同じ事件がある。ついこ

の間も起きました。それから、例えば東京

だけではなくて、全国の町工場に行けば、

不法入国で残念ながら不法就労で働いてい

るイスラム教徒もけっこういらっしゃる。

そういう犯罪に近しい存在、犯罪に近い存

在のイスラム教徒にだけ、本来はアルカイ

ダは接近して工作員にするのであって、す

なわち英国には、そういうイスラム教徒が

いっぱいいるから事件が起きたと言うのは

差別と偏見だし、日本にはそれがいないか

ら起きないというのは全くの現場を見てな

い勘違い発言にすぎないんですね。

話が長くなっちゃいました。このへんで

止めておきます。

○ コーディネーター

ありがとうございます。ご氏名を書いて

ない匿名ということで、この後時間がもう

ないので、19時から討論会がございますの

で、これを出していただいた方、どうぞま

た県民討論会の方で青山さん、青木さん、

それから県の府本参事監が参加してやりま

すので、一つこのあたりで閉めたいと思い

ますが、最後にそれぞれパネリストの皆さ

んに一言ずつ、会場からの質問、そしてそ

れぞれの皆さんのご意見を踏まえて、一言

ずついただきます。
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まず、知念市長からよろしくお願いしま

す。どうぞ。

○ 知念恒男

国民保護という大切さを自分なりに理解

をし、受け止めましたが、しかし不安とい

うのはなかなか解消されないというのが私

の心境です。ですから、お互い国民、ある

いは市民一人ひとりが対外的には友好親善

大使の役割をしっかり担えるような努力を

していきたいし、また、国や政府は対外的

なそういう有事といいますか、備える法律

などがいらないような外交努力に心血を注

いでいただきたいなという、その気持ちが

強くなりました。今日はありがとうござい

ました。

○ コーディネーター

どうもありがとうございました。

それから、遠く石垣から来ました加藤さ

ん、お願いします。

○ 加藤伴子

自分の家族でできることは何なんだろ

う、自分でできることは何なんだろう。あ

と、やれないことは何なんだろうというこ

とを、常に家族で話し合っておくことは大

切なことだということがわかりました。あ

と、危機管理は知識ではなく意識ではない

だろうかと、今日のフォーラムで感じまし

た。

しかし、何事もないことが一番大事、女

性からしてみると。それを祈らざるを得ま

せん。八重山では、先の戦争の強制疎開に

よって生じたマラリア被害は、今なお八重

山の人の心に深く傷を残しているのは否め

ません。また、石垣では、平和無防備地区

条例などを作ろうと市民の声が上がってい

。 、 、ます また 戦争を世界から一掃しようと

国連56カ国のコインやメダルで作られた

「平和の鐘」が石垣市にはあります。私た

ち市民は折に触れ、恒久平和を願い唱題し

。 、ます 穏やかにお年寄りが暮らしている島

子どもたちがそれぞれの夢を持って元気に

平和に暮らしている島、そんな島に母親と

して有事は決して起きてはいけないと思い

ます。有事の起きない国づくり、県づくり

を心からお願いします。ありがとうござい

ました。

○ コーディネーター

どうもありがとうございました。

それでは、我部さん、お願いします。

○ 我部政明

話を聞いていてよくわからなくなってき

たのは、最初からよく理解できなかったん

ですが、有事とは何かという具体的なイメ

ージがよくわからないまま、いろんなこと

が話が出たので、ますます混乱したという

のが印象です。

もし、どういうものであれ、たぶん具体

的にどういう有事というふうになったとき

に、たぶん大事なのはタイムフレームでは

ないかと思うんです。いつから準備するか

ということです。例えば、今ここで地震が

起きたらどうすべきか。家に電話をすべき

か、外に出るべきかというような、あるい

は後で家には電話すればいいのかとか、こ

れは細々したものですが、そのタイムフレ

ームがあって、どの時点から、何をやって

ということがたぶんあるのではないかなと

思います。これは１回やればいいのか、あ

るいは何回も繰り返し起こるからという事

例というんですか、タイムフレームという
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んですか、時間的な流れというものが少し

欠いているような感じが、今日はいたしま

して、またさらに混乱をしたというのが印

象ですが。今日がたぶん沖縄県の初めての

これに関するフォーラムだと聞いています

ので、これを機会に議論がどんどん深まっ

ていって、問題点が洗い出されればという

ふうな企画だと聞いていますので、そうい

う意味では最初の問題点といいますか、頭

がちょっと混乱したくらいがちょうどいい

のかもしれないなというふうに思いまし

た。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

牧野副知事は一番最後に締めとして発言

いただきます。

まず、青木さん、お願いします。

○ 青木信之

知念市長さんのお話は、本当によくわか

ります。毎日毎日市民のことを考えている

市長さんの立場としてということなんでし

ょうけど、やっぱりやることをやったらぐ

っすり寝て、ニコニコ過ごすと。したがっ

て危機管理をちょっと高めるという努力を

まずして、ここまでしたんだから、ぐっす

り眠るという対応だろうと思います。

その時にやっぱり一つだけこの問題につ

いて考えなければいけないのは、情報の問

題だろうと思います。自然災害と違って見

えません。あるいは見えた事象が全てでは

ありません。その次に何かが起きるという

心配も常にあるわけなので、どこかで何か

が起きて、その情報をどうやって迅速に把

握して共有するかにかかっていますので、

何かあったとき、自分だけで抱えないで自

衛隊、警察、必ず情報を共有して、そうし

たらあの話もあったから、これはもしかし

たら、それなら対応しようよ、こういうこ

とだろうと思いますので、その情報の重要

性というのを、もう一歩考えていく必要が

あるのかなというふうに思っております。

ありがとうございました。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

それでは、青山さん。

○ 青山繁晴

我部先生がおっしゃったことにあえて関

連して僕は申したいんですけど、これは政

府の取り組みとはもちろん少し違うんです

けど、私はまずは、危機の中でテロに絞っ

て備えをすべきだと思っています。いわゆ

るテロと、それから有事といっていますけ

ど、有事というのはわかりにくい言葉で、

要は戦争ですよね。いきなり日本が戦争を

またやるのかという話なってしまったら、

沖縄の人だけではなくて、ついてこれる日

。 、 、本国民はいないですよ ですから 今現在

実際に世界で起きている、所かまわず起き

ているテロの問題にまず絞って、それで我

部先生がおっしゃった、国民保護といいな

がら行政の権限ばかりがどんどん強くなっ

て行きかねないことをチェックした上で、

それから例えば外交努力は尽きた後の戦争

に備えるという手順を踏むべきだと僕は思

っています。ですからあえて申せば、やっ

ぱりテロに絞るべきだと。世界に共通して

いる懸念のテロに絞るべきだと思っていま

す。

それに関連して、最後に１個だけ、ちょ

っと怖い話をして申し訳ないんですけど、
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最後の話は本当は希望の話をしたいんだけ

ど、どうしても沖縄で話しておかなければ

いけないことがあるので、これは沖縄の人

だけではないので言いますと、今日僕は沖

縄は当面のテロのターゲットになってない

と申しました。それは米軍に関連してはま

さしくそのとおりなんですが、実は諸国が

懸念している大きなテロは、今までのよう

な爆弾だけではなくて、ウイルスを使った

テロなんです。これは実は沖縄だろうが離

島だろうが一切の区別がなくて、といいま

すのは、たった１人だけ、例えば天然痘ウ

イルスに感染したテロリストや工作員をど

こかの国から飛行機に乗せて、例えば成田

に降りただけで天然痘ウイルスは飛沫感染

で、唾で感染しますから感染率はほぼ100

％。死亡率は５％にすぎませんよ。ですか

ら100人かかっても95人は助かりますが、1

00人ともほとんど感染していくんです。で

すから離島であっても日本は公共の高速交

通網が発達してますから、あっという間に

広がっていくんですね。ですから、その意

味からも、こういうテロに絞って備えるべ

きであって、そうすると沖縄の特殊性もあ

るけれども、沖縄は離島であっても東京で

あっても、全く同じ驚異のこういうテロの

可能性もあって、だから共通項も違うとこ

ろもあるという所は、改めて今日、他府県

からの自治体の方もいらっしゃっているこ

ともあって、最後にこのことだけはどうし

ても申しておきたく思いました。

○ コーディネーター

ありがとうございます。

それでは、最後に、牧野副知事、お願い

いたします。

○ 牧野浩隆

このフォーラムが始まる前に、私の出だ

しは大規模テロだとか、あるいは武力事態

の発生だとか、そういう言葉が出ましたの

、 、で そういった事態でわれわれの社会的な

歴史的な経験を踏まえた場合に、こういっ

た事態の中で国民を守ることができるのか

というような、そういう不安と同時に、も

う一つは、全くこの保護法の精神とは違っ

て、例えば保護法の母体になっています武

力攻撃事態法ができたときの、例えば県内

における反応なんかを見ますと、あの法律

は戦争を準備するための法律ではないのか

とか、これは戦争を作るための下調べだと

か、あるいは戦前の国家総動員法と何が違

うのか。あるいは逆にそんな法律を作るの

ではなくて、そういう事態が起こらないよ

うな平和外交、友好的な努力をするべきで

はないのかというような、一見もっともの

ようなのが出ましたけど、こと、この国民

保護法に関する限り、そういうことではな

くて、危機自体が起こるか、起こらないか

ではなくて、起こるか起こらないかはわれ

われが決めることができなくて、外部で起

こった場合に、そういう主観的な問題では

なくて、不慮の事態が起こることを、起こ

った場合にどう備えていくか。国民を守る

かというのが今の法律の保護の趣旨なわけ

ですから、そこのところをわきまえる必要

があると。原因を除去するというのは、自

分でできるものはやればいい。他律的なも

のができないのに、そういうのにどう備え

ていくかが今の問題なわけですから、一般

のリスク管理と同じで、そういう事態を想

定して、最悪の事態を想定して、国民保護
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計画、県民保護計画を作るということは別

。 、 、の次元で必要だろうと ただ 今回の場合

その保護計画の中のおそらく柱になってい

くのは、国はそういう情報を捉えて、危険

だとか避難しろだとかいろんな情報を発信

して基本的な方針を出しますけど、それを

受けて県が、具体的には住民と接する地方

自治体、市町村の役割が大きくなって来る

というような、そういうことがあります。

地方自治体が中心になっていきますけど、

そこは現場主義ですよね。われわれ、先ほ

ど加藤さんのお話にありましたように、そ

こにお住まいの方たちが、何か起こった場

合に自分たちが安全なようなかたちで避難

するには何が必要なのかというのを、まず

現場で考えてみて、そこで自助努力ででき

るもの、足りないものを明確にした形で避

難計画を作っていくことが必要かと思いま

す。

今回の場合、国の国民保護計画を作るた

めの指針の中に、沖縄に関するものが、青

木さんのご指摘の中にありましたように、

いろんな指摘があって。 それともう一つ

は、国が適切に対応していく。あるいはい

ろんな面、復旧にしろ何にしろ、国が財政

的に見ていくという、国の役割も明確に出

しているわけですね。そういった意味では

何でもかんでも国がやっていただけるんじ

ゃなくて、あくまでも基本的なものはわれ

われ自助努力にあるというようなかたちで

明確にした上で、足りない部分は明確に行

政、国がやるべきことというかたちのもの

を提起していくことが必要だと思います。

そういった意味では、基本は、やはりわ

れわれ県民、住民が何が必要だという、符

合のために、ここを明確にリストアップす

るということ。そこがスタートになると思

います。ここは一人ひとりがそういう自覚

を持ってやっていくことになるかと思いま

すけれども。５年中に県の保護計画を作り

ます。来年は各市町村の計画を作っていき

ます。そこは単なる上からの抽象論ではな

くて、下から上がってきたものにどう対応

していくかという、自前のものができるよ

うな形でやっていきたいと思いますので、

こちらにお集まりの皆様のいろんな意味で

の情報提供、ご支援などをお願いしたいと

思います。よろしくお願いいたします。

○ コーディネーター

ありがとうございました。

お聞きのように、この法律は、沖縄県は

これに向けて計画を立てなければなりませ

ん。計画を作らなければなりません。それ

に伴って、先ほど青山さんもおっしゃって

いました、いろいろなマニュアルも作らな

ければならない状態にいくと思います。そ

れは各市町村に下ろしていく必要がありま

す。それを策定するには、やはり今、牧野

副知事がおっしゃったように、それぞれ一

人びとりの県民の役割というのは、そこで

一人ひとりが考えて、こうしよう、ああし

ようという意見を出し合うということ、こ

れに尽きると思います。

多くの離島を抱えてアメリカ軍基地が集

中している沖縄県、沖縄県ならではの保護

計画を作らなければ何の意味もないと思い

。 、ます そういう意味でのその突破口として

今日、こういうパネルディスカッションを

開催させていただきました。

この後19時からも討論会がございますの
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で、今日を機会にもっともっと皆さんで話

し合って、国民保護法というのはどういう

ものなんだということをもっと真剣に考え

て、計画に反映させていけたらなと思いま

す。

「あってはならない武力攻撃、なくては

ならない国民保護」パネリストの皆さんに

拍手をお送りください。ありがとうござい

ました。

○ 司会

本日のフォーラムの様子は、８月27日、

８月28日放送の県広報番組『うまんちゅ広

場』で放送いたしますので、あわせてご覧

いただきたいと思います。

コーディネーターの先生、そしてパネリ

ストの先生、長時間ありがとうございまし

。 。た もう一度大きな拍手をお願いします

これをもちまして、沖縄県国民保護フォ

ーラムを閉会いたします。本日はお忙しい

中、長時間にわたり参加していただき、誠

にありがとうございました。

先ほどコーディネーターの島袋様からも

アナウンスがありましたけれども、この後

午後７時から会議棟にて県民自由討論会を

開催いたします。会場は会議棟の会議場Ｂ

２となっています。引き続きご参加されま

すようお願い申し上げます。

本日はありがとうございました。
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沖縄県国民保護フォーラム

第２部 県民自由討論会

沖縄と国民保護」「

※≪≫は聴取不明な部分です。

○ 司会 （防災危機管理課 武内）

皆さん、こんばんは。防災危機管理課の

武内と申します。

ただいまから、沖縄県国民保護フォーラ

ムの第２部を開催します。

第２部の開催にあたり、沖縄県知事公室

参事監兼基地防災統括監の府本がご挨拶を

申し上げます。

○ 府本禮司（沖縄県知事公室参事監兼基

地防災統括監）

本日は《お忙しい中、お集まりいただき

。 、ましてありがとうございます 第１部では

基地の問題だとか 》離島の問題等々につ、

きまして、様々な議論をしていただいたわ

けでございます。この第２部では、もう少

し視野を広げまして、保護法制の問題であ

るとか、安全保障とか、沖縄の抱える様々

な問題について、より幅を広げる、また、

より突っ込んでいくというふうなかたちで

保護と沖縄について考えていきたいと思い

ます。

第１部の中でも随分議論になりましたけ

れども、沖縄の歴史的体験というようなも

のがございまして、それを踏まえてわれわ

れはこの国民保護ということを考えてなく

てはいけないということを考えております

けれども、その中でも最終的には住民の保

護が円滑に行われなかったと。それは軍民

が混在した中で戦闘が行われたというふう

な部分もあったというふうに私どもは考え

ております。このような経験を今後繰り返

すことのないように、私どもといたしまし

ては、政府に対しての努力をお願いしたい

と。と同時に、最近のテロの発生の状況を

見てみますと、この状況がどうもまだ世界

で高まっていると。どんどん私どものとこ

ろにも高まっている、これは先ほどの第１

部でも青山さんから強く指摘されたことで

ございます。

そのようなことも含めて、私どもとして

は、本県に合った国民保護計画がどういう

ものであるのかということを考えた上で、

皆さん方のご意見を踏まえながら作成をし

ていきたいということを考えておりまし

て、この計画を県、それから市町村が作成

することにより、このような事態が生じた

場合に県民を１人でも多く救っていき、そ

の被害を最小にとどめることができるもの

と考えておりまして、これこそが今、行政

が抱えている課題であろうというふうに思

いますし、そういうことをすることが我々

の使命であるというふうなことと考えてお

ります。

この国民保護法制そのものは有事を想定

いたすということで、様々なご意見がある

ということは重々承知してございますけれ

ども、ぜひともこの機会に大いに議論して

いただきまして、この国民保護法制は何で

あるかというものを一緒に考えて、我々の

国民保護計画をつくる糧にしていきたいと

いうふうに考えておりますので、よろしく

お願いいたしたいと思います。

○ 司会

ここで、第２部のコメンテーターを紹介
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します。第２部をコーディネートしていた

だきます独立総合研究所の青山繁晴社長で

す。

○ 青山繁晴（株式会社独立総合研究所代

表取締役社長）

どうも皆さん、こんばんは。

○ 司会

消防庁国民保護室より青木信之室長で

す。

（ ）○ 青木信之 総務省消防庁国民保護室長

はじめまして、こんばんは。よろしくお

願いします。

○ 司会

沖縄県より府本禮司知事公室参事監兼基

地防災統括監です。

○ 府本禮司（沖縄県知事公室参事監兼基

地防災統括監）

どうぞよろしくお願いします。

○ 司会

第２部はフリーディスカッションとなっ

、 、ておりますので せっかくの機会ですので

何でもかまいません。皆様の方のご質問等

よろしくお願いします。

進め方としましては、まず、青木室長、

府本統括監に第１部の感想等を一言ずつい

、 、 、ただきまして その後 青山繁晴社長より

また、第１部で説明できなかった部分等を

説明していただいて、進行も青山社長の方

にお願いしたいと考えております。よろし

くお願いします。

では、青木室長、一言よろしくお願いし

ます。

○ 青木信之

今朝東京を飛び立ちまして沖縄に来まし

たけれども、私もこういう仕事柄各地に行

くことがあります。しかし、本日のフォー

ラム本当に熱心に皆様方に聞いていただけ

たし、また、この２部も含めて多くの方が

積極的な意志をもって参加されているとい

うのが手に取るようにわかりました。本当

にこの２部も更に盛り上がって、青山さん

も朝まで付き合うぞと言っておられますの

で、ぜひ盛り上げていただきたいなと思っ

ております。

お話の中で、沖縄の離島、基地という大

変な課題があります。また、沖縄戦という

大変痛ましい残念な歴史もあります。我々

とすると、この国民保護という仕組みが沖

縄にとって意味あるものでなければ、意味

あるものにしなければいけない。沖縄戦が

あればこそ、あの反省に立てばこそ、この

国民保護ということを本当に考えなきゃい

けない。そういうつもりでおります。

副知事さんも府本さんも、府本さんも今

これから参加いただきましたけれども、ど

うか沖縄県でいろんな議論をして、沖縄県

ならではの計画づくりに向けて、いろんな

議論が進むことを心から期待したいと思い

ます。ありがとうございました。

○ 司会

ありがとうございました。

では、府本統括監、よろしくお願いしま

す。

○ 府本禮司

座ってお話させていただきます。今日は

私どもの方から牧野副知事の方が縷々基地

の問題であるとか、沖縄が抱えている様々

な問題をご説明したというふうに考えてご

ざいます。ただ、その中でもございました

けれども、結局、実は非常に保護をすると
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いうことは、今までの歴史の経過等々を見

ても非常に厳しいということは改めて身に

感じております。それをなおかつ、我々と

しては行政としてはやはりちゃんとした計

画をつくって、これが県民のためになるよ

うなものにしなければならないという使命

がございますので、もう一回我々としては

皆さん方との、今日これからの議論を踏ま

え、我々としては気を引き締めて皆様方の

声に応えるかたちで、ぜひ国民保護計画を

今年度中に仕上げていきたいというふうに

思っております。

これは仕上げるためには、皆様方の意見

もそうでございますし、今日は知念うるま

市長が来られましたし、加藤さんも来られ

ましたし、我部先生も来られましたけれど

も、その様々な人の意見を聞いて、その中

から皆さんに受け入れていただく、なおか

つ、これがうまい具合に、往々にして役人

というのは計画をつくったらそれに満足し

て終わることが多いんでございますけれど

も、この国民保護計画そのものはつくって

からしか始まらないというふうに思ってお

りますので、ぜひ、皆さん方のお知恵をご

拝借していきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。

○ 司会

次に、青山社長の方から、第１部で言い

足りなかった部分等を含めて発言をいただ

き、これからの進行を青山社長の方に引き

継ぎたいと思います。よろしくお願いしま

す。

○ 青山繁晴

今、印篭を渡されたんですけれどね、第

１部で言えなかったことを今僕が言い出す

と、それだけでこの２時間は十分無くなっ

てしまうので、この第２部の意義というこ

とを皆さんとちょっと考えたいんですけれ

ど、僕が一番最初に国民保護フォーラムに

参加したのは鳥取県が最初だったんです

ね。かなりいろんな所で廻りましたが、こ

ういう夜にフリーディスカッションがある

。 、というのは全く初めてです これは因みに

たぶん青木さんもそうだと思うんですけれ

ども、私も別にこういうことを提案したこ

とは全くないんです。そうじゃなくて、沖

縄県庁の若い方が中心になって、この沖縄

で国民保護の問題を県民と考えるにはどう

したらいいかということを正直随分悩んで

おられました。それは前に、前にというの

は３、４カ月前だと思うんですけれども、

僕は他の用事で沖縄に来たときに、県庁の

方と打ち合わせを兼ねて飲みまして、夕方

６時からはっきり言うと安い居酒屋で飲み

始めて終わったのが深夜１時、７時間打ち

合わせというか議論をして、その中からこ

のフリーディスカッションの場をお考えに

なったようです。

だもんで、このまま僕にしゃべらせてお

くと、またしゃべって終わりますから、ズ

バリ今夜の進行は皆さんから自由に意見を

言っていただく、あるいは質問を投げかけ

ていただく。今日はちゃんと制服を着た自

衛官もいるし、それから、よくわからない

人も含めて、いろんな人がいますから、そ

の立場関係なく、ぜひ質問を投げかけてい

ただきたいと思うんです。

１個だけ余計なことを言いますと、僕は

実はしゃべるの仕事じゃないんですよ、本
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当はね。あくまでシンクタンクの社長です

から。ただ、海外でしゃべる機会がゼロで

はない。一番何が違うかというと、まず最

前列から埋まるんですよね。さっきもちょ

っと言いましたけれどね。最前列から埋ま

って、例えば、アメリカでやるときに、エ

ニクエスチョンということも言わないで

す。エニボランティア、自発的に言う人を

エニボランティアというんですけれど、そ

のエニボぐらいまで言ったらウヮーッとみ

。 、んな手を挙げる これ実話なんですけれど

若い人の多い会合でやったときに、足を挙

げたやつがいるんですよ。手だけじゃなく

足を挙げた。足を挙げたやつはやっぱり目

立つから彼に当てたんです。すると当たっ

てから考えだしたんです。何を聞くかとい

うのをですね。遠いジパングから変なやつ

が来て、いろんなことを言ったので、この

機会を逃さずに、まず機会を逃さずに聞い

、 、てやろうというのが先決で 目立つことが

目立つことってそういう悪い意味じゃなく

て、自分に当ててもらうのが先決だから足

まで挙げると。

今日、僕、１部の中で、私たちの国や国

民が沖縄県も含めて、アメリカに負けてか

らずっといわば主権のかなりの部分を本当

は奪われながらきたということを、どうや

って自立の道を探るのかということを本当

はかなり申しましたよね。僕はあくまで日

米同盟は堅持する立場ですが、日米同盟と

いうのはあくまで本来は対等なことをいう

んであって、主な主権が向こうにあるとい

うのは、普通は同盟関係って言わないんで

す。ですから、それを考えるためにも、そ

のアメリカの、そういう積極さに打ち勝つ

ためにも、余談を言うようで余談でないん

ですけれど、今夜はこちらから当てなくて

も、皆さんからぜひ積極的な声をいただき

たいと思います。

さて、それでトップバッター、出た、素

晴らしい。足は挙がってなかったけど、ど

うぞ。

○ 会場の声

《聴取不能 》

○ 青木信之

この沖縄戦の反省という意味は、軍の世

界と住民の避難との世界が渾然一体となっ

てしまっているというところに最大の問題

があって、それがなぜそうなっているかと

いうことに関して言えば、一般住民をとに

かく避難させる、その命が一番大事なんだ

ということがきちっと意識の上で確立でき

ていない、制度の上で確立できてないこと

が問題だと思うんですね。従って、その目

線でものを考えていくような枠組みをつく

っていかなければいけないということで、

その目線というのは住民の命ですから。そ

れはある意味では消防力の強化でもあるん

ですよ。救うためのことに力を注ごうと。

人をやっつけることに力を注ぐんじゃなく

、 。 、て 救うために力を注ぐんだと ですので

沖縄戦の反省に立つということと、もし消

防の方ならば、消防の現場の力をもっとつ

けていこうじゃないかという話は全然矛盾

しない話だというふうに思っております

が。

○ 会場の声

《 》沖縄の人も、場合によっては消

防署の人も分からないことがある。それは

何かというと 《 》が沖縄は、
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もちろんのこと、皆さん方もお分かりじゃ

ないと思うんですね。というのは、最近ヘ

リコプターが落ちましたよね国際大学の所

にね。地元の消防が来ました。その後、完

全装備した米軍が来るんですよ。というこ

とは、その機械の中で、ヘリコプターの中

に何が運ばれていたのかわからない。そう

すると、一番の危険は沖縄県民全体にある

わけですね。だから米軍が扱っている武器

弾薬に対して、どういう危険なもの、目に

見えるものだったらいいですよ、見えない

ものに対する対策を事前に知っておかない

と、まず先に現場に行くのは地域の消防な

。 、んですね そういうことから考えたときに

まず、情報をきちっと公開してもらわない

といけないということと、それに関する、

いわば設備の強化を政府はしていただかな

いといけないということです。なぜかとい

うと、75％沖縄に負担させているわけです

から。それが米軍基地に関する、いわば県

民生活の上での危惧する点です。

２点目は、先ほど問題になっています油

田の問題です。中国との問題。要するに、

当然自然界の中で、その資源を採るという

ことは、当然そこに障害が生じますね。い

わば恐れがあるのは何があるかというと、

地震とか津波です。沖縄が一番近いわけで

すよね、もしそこで発生するとするなら。

今後何十年か後にそこから資源をずっと採

るようなことがあるとするならばですね、

そういうことも想定されるんですね。じゃ

あそういうことが想定されたときに、日本

政府を含めて我々まず先に危険を直接来る

の沖縄です。じゃあ沖縄のそれに対する計

画はどうなっているかということもまだ表

に出てこない、論議されてこない部分なん

ですね。そういう部分に対する情報公開を

どういうかたちで行われるかということを

ちょっとお伺いしたいんですけれども。

○ 青木信之

およそ軍の話なので、どこまでかという

のはいろいろ難しい課題があるだろうと推

測されます。ただ、沖縄県、前回お話を聞

く中で、今みたいな話もたいへんわかりや

、 。 、すい話ですね ヘリコプターの話 例えば

住民を避難させようというときに、どこど

こに危険物質があるということがわかるな

らば、その地域に近いところの住民から早

く逃がさなきゃいかんと、当然市町村長は

そう思うんだと。従って、せめてその避難

に関わるような情報だけでも教えてもらわ

ないと困るという話は、沖縄県さんからさ

んざんそういうお話も我々も聞かされ、従

って、そういう話を政府部内にずっとぶつ

けてきております。

そういうことも含めて、どうしても出せ

ない情報はあるかもしれないけれども、軍

事の世界ですから、しかし、人道上何かあ

ったときにこのぐらいのことを教えてくれ

ないと困るという情報だけは何とかならな

いかという話も含めて、外務省から米軍に

は話はしてはいるわけです。ただまだ、じ

ゃあという答えは今のところは返ってきて

いません。ただし、そういう今お話された

ようなメッセージは少なくとも伝わってい

るはずです。もちろん沖縄県さんも直に話

はされていると思いますけれども、政府と

してもそういう話はしているという状況で

あります。

○ 青山繁晴
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ちょっと補足といいますか、軍事的なこ

とも専門分野の一つですのでお答えしたい

と思いますけれども、事前に紙で質問でい

ただいた議員の方ですね、町行政に責任を

持たれる立場からも、こうやって質問され

ていると思うんですね。冒頭からいきなり

リアルな質問で僕はそれはすごくいいと思

うんですけれども、真っ直ぐありのままに

言いますと、米軍の沖縄の弾薬庫は、中に

何がいったい入っているのか本当はわから

ないんですよね。わからないというのも、

米軍がまずオフィシャルにもほとんど公式

にも言っているのは、沖縄の兵站庫は世界

で最も重要であるということを既に米軍の

幹部が半ば公然と言っていますよね、繰り

返し言っていますよね。ということは、沖

縄の基地からイラク戦争にも当然参戦して

いるわけですから、例えば、限りなく核兵

器に近いとまでいわれるディジーカッター

というものの弾薬もあると考えたほうが自

然だし、それから、バンカーバスターもそ

うだし、それから、場合によってはさっき

おっしゃったバイオやケミカルも本当にな

いかどうか。米軍は一応、そのＢＣについ

ては何となく否定的なニュアンスも漂わせ

ることもありますけれど、ワシントンでは

ですね。沖縄では一切言わないと思います

けど。

そうすると、現実な話、まず、いま青木

さんが言った外務省を通じて国民保護をや

る以上は、ちゃんと必要な情報を提供しろ

と申し出ているのは事実です、公平に見て

ね。ただ、更に公平に見ると、今までの外

務省と米軍との関係で、そんな情報が外務

省にもたらされるかというと、これは僕は

ほとんど希望もてないと思います。という

ことは、はっきり言うと、青木さんもこれ

から更に努力されると思いますけど、今ま

での日米の普通のチャンネルでは絶対無理

ですよね。今までのいわゆる外交チャンネ

、 、ルだけではとても無理なので そうすると

少なくとも平成18年度末までに政府が考え

ている予定の年限までに市町村がマニュア

ルをつくるとすると、そのマニュアルの原

案ができた段階で、つまり今までの外務省

のチャンネルだけじゃない、自衛官もいら

、 、 、っしゃるけれど 防衛庁も含め それから

何よりも内閣が責任をもって、例えばバイ

オ、ケミカルについては、あるかないかだ

けでも情報開示すべきだし、それから、個

別の爆薬、炸薬、その他の種類をいちいち

一つずつ一覧表で出すことはできなくて

も、それが丸ごと爆発した場合には、一体

どれぐらいの破壊力が生じるものなのかと

いうことだけでも教えてもらわないと、こ

れ実際にこれだけ、つまり普通の人が道路

から見える範囲まで弾薬庫があるような土

地で、住民の避難を言っても虚しいわけで

す。

だからそれは、実は僕は意見同じなんで

すが、これをじゃあ世界で、沖縄だけじゃ

なく、日本だけじゃなく、米軍は世界中に

展開しているわけですけど、例えばヨーロ

ッパでもＮＡＴＯが展開しているわけです

が、例えばイタリアを始めとする米軍の弾

薬庫の中味を知っている国があるかという

と、それはほとんどないわけです。ほとん

どじゃなくて、ないです。イギリスが何と

なくわかっているぐらいであって。

ですから、きれい事は言えないので、と
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にかく今までの外交チャンネルでは可能性

がゼロだから、防衛庁も防衛省になろうか

というぐらいなんですから、こういうこと

を果たして初めて、こういうことの責任を

少しでも果たしてやっと国民のいわば多少

の理解も得られると僕は思っていますか

ら、その努力はしなきゃいけないと思って

います。

ただ、これはですね、一言で言って十年

戦争だと思いますよ。戦争という言い方は

良くないですけれど十年闘争と言っていい

と思います。やっぱり18年度末までに全部

教えてくれということは無理なので、しか

し、じゃあ18年度末までに計画ができてか

らゆっくりとアメリカと…じゃあ全然おか

しいので、原案ができた段階で、こういう

国民保護計画を日本国民はつくったので、

特に沖縄のように弾薬庫が集積している場

所においては、トータルな破壊力は、つま

りディジーカッターがもしあるとすると、

おそらくあると思われますよね。それがも

したくさん集まっていたら、それは小型核

兵器ぐらいの威力になってしまいますか

ら、そうすると地域の住民にとっては本当

に笑い事じゃない話なので、それをまずは

日本の内閣にきちんと答えなさいと。その

内閣が情報をどう扱うかというのは、まず

政府の中で討議しなきゃいけない。つまり

安全保障に関わる情報を全部出してしまう

と、アメリカだけじゃなくて国際社会で信

用を失うのも事実なので。とりあえずその

ことが必要だと思っています。

今日は青木さんが隣にいるから青木さん

に要求するのも申し訳ないんですけれど、

少なくとも外務省頼みというのは絶対これ

止めないといけない。外務省頼みでごまか

しちゃ駄目だということは、実は僕は僕な

りに防衛施設庁にも内閣にも申していま

す。今のところ何の反応もないです。でも

おっしゃるとおりで、立場の違いを越えて

おっしゃるとおりで、このことも政府が努

力しているという様子が見えないと、それ

は例えば弾薬庫がある市町村は住民に説明

できないですよ。そこは意見同じです。

それから、もう一つ言われた油田開発の

問題。これはですね、おっしゃることはた

いへんよく分かるし、長期的に目が行き届

いているなと、僕は半ば感心しながら聞い

ていましたが、少なくとも、従来、従来と

いうのはですね、人間が初めて海中油田を

触るわけじゃなくて、北海油田という前例

があって、そこでは問題も起こしながら、

その経験を踏まえて開発していっているわ

けですね。そうすると、すごくはっきり言

うと、今の中国のように誰も監視できない

状態で無秩序に採掘をされると、おっしゃ

ったように自然災害をもたらす懸念もなく

はないんですけれども、北海油田の経験を

踏まえて、国際的な監視の下でその開発を

行うと沖縄に例えば新たな自然災害がくる

可能性というのは非常に少ないと思いま

す。ですから、そういう意味でも、日本の

資源を日本として確保するということだけ

じゃなくて、おっしゃるとおり東シナ海全

体の自然環境を守る意味でも、中国が中国

だけでどこにも見せないでやっている開発

を国際社会の場に出さなきゃいけない。つ

まり国連が監視できるように。国連には資

源開発の専門家もいますから、彼らから見

えるようにしなきゃいけないと思っていま
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す。

それも実は、今までの外交チャンネルだ

けでは全然足りない。やっぱり内閣が安全

保障の観点から中国の国民のトップつまり

胡錦涛さんや温家宝さんにも直接日中首脳

会談でも言えるようにならないと、この問

題は進展しないと思っています。

前に座ってください。最前列が空いてい

るのは寂しいですよ。どうぞどうぞ。次、

手を挙げられましたよね。どうぞ。

○ 会場の声

難しい話が出たところで申しわけないん

ですけれど。青木室長の方から渡された資

料の方なんですけれども、矢印がいっぱい

書いてあるわけですよ。先回の地震、首都

圏での地震ですね、あとそれから新潟県の

災害等ということで危機管理室とかが立ち

上がったと思うんですけれど、それで呼集

されて、参集まで30分と規定されていると

ころを交通渋滞だとか、あとそれから情報

の通信の疎通が悪くてということで、１時

間程度かかったという前例があります。

何が言いたいかというと、やっぱり情報

の一元化だとか、通報報告の一元化という

のがなされてないと、やはりレスポンシビ

リティということを考えますと遅れてくる

んじゃないかと。国民の保護ということを

考えてみれば、やはり早さ、迅速さ、正確

さというのは必要だと思ってくるんです

よ。そこで、例えば、県だ国だというとこ

、 、 、 、 、ろで 消防 行政 もちろん自衛隊 警察

というところの一元化された情報ステーシ

ョンみたいなやつだとか、後は中央指揮所

みたいな感じで、そういうのを設置する予

定というか、そういうのを考えているのか

どうか。

また、安全保障だとかということを考え

れば、米軍とかも関わってこないと、やは

り情報の共有化と迅速さ、正確さというの

は出てこないと思うんですが、そのへんの

ところについて質問したいと思います。

○ 青木信之

うちの官邸で全てそういった関係は全て

集まります。そして、必要な情報提供はま

た地方団体にもしなければいけないという

ことに当然なります。それから、地方レベ

ルでの対応としては、知事をトップとして

県でいえば対策本部ができて、そこで自衛

隊、消防、警察、全ての情報を集約すると

いうのを当然前提としていてて、また、我

々サイド、例えば沖縄県に必ずしも関係が

ないかもしれないという情報があったとし

ても地方団体に提供する責務があると思う

んですよね。北海道でこういう事案が起き

ているということがもしあったとして、北

海道の方から細かく情報を得て下さいと。

我々の方でいろんな判断をしなきゃいけな

いなり、緊急に送るとか送らないとかいう

、 、問題もありますから じゃだけではなくて

実はそういうことがここに起きているんだ

けれども、アンテナを高くして、何か情報

があったら下さいねということを沖縄県に

もお伝えしなきゃいけないというようなこ

とで、このアンテナをみんなで高くしてい

くスキームをつくっていくことに実際なる

んですね。

県レベルでは、先ほど対策本部が立ち上

がればそうなんですけれども、対策本部が

もしできてない段階でも、何か変なことが

起きているなという段階でも、我々として
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は30分のプレゼンテーションの中でもご説

明申し上げましたけれども、そういう連絡

体制の整備だけはとにかく早めにしてほし

いというお願いを各県にしているわけなん

ですね。

そういう中で、ぜひ努めて対応していき

たいんですが、ただ、実は、いくつかシス

テム上まだ時間的にかかってしまうものが

あって、例えば、先だっての５弱と５強の

地震が首都圏で起きたときも、あろうこと

かある特定の地震計器の情報が遅かったと

いうことがわかって、あれはまた情けない

話ではあるんですが、たくさん情報量がい

ってしまったので遅れていってしまったと

いうものなので、そんなもの早めに修正し

、 、ておけばいいんですけれども 逆に言えば

修正しなきゃいけない課題が見つかったと

いうことでもあるんですね。そういうこと

はおそらくいっぱいあるかもしれない。そ

れをいろんな事象の中に一つずつ潰してい

くということで、もっと精度の高い、スピ

ーディな体系というのをみんなで作り上げ

ていくということだろうというふうに思っ

ています。

○ 青山繁晴

別に社交辞令を言うんじゃなくて、すご

い正しい指摘だと思うんですよ。皆さん気

がつく人は気がついたと思うんですけれど

も、第１部でも牧野副知事以下皆さんから

情報の問題が随分出ましたよね。正直、僕

は時間の関係もあって、つまり情報の話を

すると当然30分はかかるから触れずにいた

んですけれど、ちょうどそこに触れていた

だいたので、そういう意味では正しい問題

意識だと思うんですよ。

この図の前に、東京でこの間、２日ほど

前ですか、僕は東京のお台場というところ

に住んでいるんですけれども、だからゴミ

の上に住んでいるわけですね、ゴミを埋め

立てた。だからもう信じられないぐらい揺

れましたよ。ただね、あれでショックなの

は、この国はテロに対しての備えは遅れて

いるかもしれないけど、地震に対してはも

のすごい備えているはずじゃないですか。

それから、関東大震災はまさしく東京を壊

滅させたんでしょ。だから東京での地震の

備えというのは世界最高だと僕も今まで一

応理解していた。当然その中には情報の伝

達、今の地震がいったい何だったのかとい

うのを含めて、それが生命線なのは火を見

るよりも明らかなのに、あの震度５強の地

震で、実は情報システムは事実上パンクし

たわけですよね。これはまだショック覚め

やらぬところで、青木さんのおっしゃった

とおり、こういう教訓を踏まえて積み重ね

ましょうということになるんですけれど

も、たくさんポイントを置いたために、そ

のポイントからたくさん情報が上がってき

てしまって、容量を超えましたという馬鹿

みたいな話なんですよ。要するに、中学生

がやっているインターネットのような話な

わけです。

その大きな原因は、この表はもちろん正

しいんですけれども、みんなが知りたいの

は、このへんの矢印のことじゃなくて、こ

の表は見にくいと思うんですけれども、こ

れを持っている人がいたら 「国民保護法、

に係る情報伝達の仕組み」というやつです

よ。別に僕は大げさな話をしているんじゃ

なくてね。こっちのへんはそりゃあそうだ
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ろうと。ただ、ここから最後の矢印のとこ

ろが政府の関係機関になってて、この中で

バラバラに省庁があって、この中でどうな

ってるんだということでしょう、一番お聞

きになりたいのは。今おっしゃった最終的

に矢印が集約されるはずなのが、矢印の集

約がないじゃないかということでしょう。

それはその通りなんです。

○ 会場の声

責任の明確化がされていないというお話

をされたじゃないですか。だから、結局情

報が多々あっても、集約して責任をもって

ケツもつところがないと多分混乱すると思

うんですよ。

○ 青木信之

この図で申し訳ない、ここからですね、

実は対策本部官邸なんですけどね、そこに

集約するというのをちょっと書いてないと

いう点が問題でしたね。

○ 会場の声

程度によってはというのがあると思うん

ですよ。だから現場レベルでの、この矢印

の集約というのも必要じゃないかと思って

ですね。特に沖縄の特性上やはり中央から

離れているというのと、あと、それから歴

史的な背景で、軍部と、軍部の中でも陸軍

。 、と海軍で独立的に戦闘してたと なおかつ

県としても、県の方が本当は住民避難の役

割を負ってたにも関わらず、今度、警察と

県の方で別個に動いて、特に西原村の、当

時、今は西原町ですけれども、西原村の方

は混乱を起こしてしまって、結局、村長さ

んの判断で軍と共に南下しようと。それで

８割方の住民を犠牲にしているというのが

あったので、じゃあ現場レベルの方で、例

えば自衛隊の連絡官を相互に派遣すると

か、県の方からも自衛隊の方に出す、あと

警察からも連絡官が行くとかというのがあ

ってもいいんじゃないかというところで

す。

○ 青山繁晴

具体的な提案もあって非常に納得できる

んですが、これは結論から言うと、やっぱ

り中央に緊急事態管理庁、危機管理庁をつ

。 、くらない限りこれ解決しないです それで

青木さんがおっしゃったのは、現状の中で

一生懸命最大限の努力をしていることを言

っているんです。別にこの人をかばって言

ってるんじゃないですよ。官邸の中に対策

本部をつくるだけでどれぐらい各省庁の抵

抗があったかって僕知ってますから。信じ

られない縦割りですから。とにかくにもか

くにもそれを破って、官邸の中に対策本部

、 。をつくって 一応そこに権限を集中すると

例えば、僕がテロ事件を扱ったときには、

官邸の対策本部がいい加減なものだったか

ら、橋本総理があんパン持っていってウロ

ウロしただけだったでしょう。そういうと

きに比べると良くはなっているわけ。良く

はなっているけれども、やっぱり古い革袋

では駄目で、ドーンと危機だけを扱う中央

省庁をつくって、さっきの情報の集約もそ

こには全国のポイントから全部入ってきて

も大丈夫な容量を確保していると。そうい

う危機管理庁をつくらないとこれはもうど

うにもならないんですよ。

これ実は、与野党で、与野党というのは

野党の一部ですよ、自民党と公明党で民主

党でこれ合意しているんですよ。合意して

いるのになかなか進まないというのが、郵
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政も含めて政略が先に立ってるから実は進

んでないんで、そういうことと別途、これ

は僕は急ぐべきだと思います。

今おっしゃった相互の連絡官を設置する

のも適当に言ってるんじゃなくて、実際に

必要なことだし正しい案ですが、ただね、

個人的にいうと、それだとやっぱりまだこ

のへんの話になるから、やっぱり根っこの

ところで全部を受けとめる。それから、例

えば危機管理庁ができると、その長官は当

然いるでしょうが、その長官の上に内閣総

理大臣が直接いて、最終的には全部内閣総

理大臣が追ってて、だけど現場の責任は全

部その危機管理庁長官が全部負うと。そう

いうシステムにして、情報もそこに全部叩

き込むと。それははっきり言うとこういう

各省庁もバイパスして、場合によってはで

すねダイレクトに入れる。例えば、今おっ

しゃった連絡官でも沖縄の最前線にいた警

察の連絡官が、警察庁も防衛庁も飛び越え

て危機管理庁に直接入れることができて、

その情報をどう扱うかの責任はたった１人

が追っているというシステムに。

これは、僕はこの１、２年でしなきゃ駄

目だと思っています。それによって、それ

をつくっただけでも、実はテロに対して抑

止力になります。日本は変わったんだとい

、 、 、う抑止力にもなるし それから 地震とか

さっきおっしゃった津波とかにも全部有効

なんですよ。だから、そういうことを国民

にちゃんと説明すれば、国民はそんなこと

に予算をつかうのはみんな受けとめてくれ

るから、それなのに、いや予算が大変かか

りましてとか、調整が長くてと言っている

のは、もう何とか打破しないとと思ってい

ます。

府本さん、一言どうですか。

○ 府本禮司

実は私ども県で、それを担当しているわ

けでございますけれども、実は、今のとこ

ろは防災のシステムで動いているのが現実

なんですね。ただ、県の方も私ども知事公

室を筆頭部にしまして、知事公室長がいわ

ゆる危機管理監というのをもっていて、一

応そこに情報が全て集約して一元化するか

たちにはなっているんですね。ただ、しか

し、さっきも言いましたように、いわゆる

我々のところは縦割りの社会でございます

から、そこの部分をどうまとめていくかと

いうのは、最近は私どもの危機管理課の努

力によって、情報が一元化してきて、その

情報で、例えば議会でも全部うちが対応す

るというかたちになってきていますので、

そういうことを積み上げていくことによっ

て、実際に命令系統が輻輳しないというか

たちにしていきたいというふうに思ってい

ますし、当然これ今度は私どもの危機管理

の国民保護のあれで出てくれば、自衛隊の

方も、警察の方もみんな入ってきて、それ

ぞれチャンネルを通じて、県の知事室で調

整をして動くかたちになりますから、それ

は形式としてはなるんですね。ただ、そこ

が実際上動くかどうかは今から訓練をし

て、慣れていくことが非常に重要だと思う

んですね。いずれにしてもそういうことも

含めて、システムについては、もう一回や

っぱり我々としては県の組織の中も含めて

検討する必要があると思っています。

例えば、24時間待機しろということにな

っていますから、それをどういうかたちで
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やるかというと、今は我々も24時間待機し

てますよ。職員にちゃんと連絡取れるよう

にして、人をちゃんと24時間配置してます

けれども、これを例えば正規の職員でやる

という話になれば、勤務体制から何から全

部変えなきゃいけないということがありま

して、ただ、私個人の考えとしては、そう

いうことも含めて私はこの３年ぐらいでそ

ういうシステムも、よしんばそのような指

揮所ですね、そういうものも含めてやっぱ

り検討していく必要がある大きな課題だと

思っております。

そうしないと、実際、常にそこに行けば

全ての指揮監督ができるという形にしなけ

れば、できないんですよ、仕事は。みんな

が機械を持ってワーワーと言って、電話機

を持ってワーワーと言って、やりましょう

かと言って、スイッチはどこだどこだとや

っていきよると、そんなことをやっている

限り駄目なんですよ。

ただ、しかし、これは非常に難しいこと

ですね。先ほど言われたように非常に問題

があるということはありますけれどもね。

しかし、それはいずれやらなければいけな

い課題であろうと思っています。

○ 青山繁晴

これは僕はね、府本さんが難しいと言わ

れる気持ち百も承知で言うんですけれど

、 。も これは出来ると思っているわけですよ

これは要するに、今ある既存の組織を一つ

に統合するとなると、それはもう百年かか

りますよ。だけどドカンと新しいのをつく

、 。ってしまうと その案外事態は動くんです

それが一つと。

もう一つ、この国民保護法のいわば副次

的な効果といいますか、ちょっと予想外の

効果としてあるのは、この国民保護法をや

りましょうということになって、自治体で

今おっしゃった危機管理監をつくるところ

がたくさん増えて、そうすると確かにその

自治体の中では情報の流れが今までよりは

良くなったんですよ。それを本当は青木さ

んも含めて政府の人が結構見てて、実際に

これ効果あるんだなと。ただ、自治体は知

事というのはいわば大統領ですよね。中央

政府は議員内閣制ですから、そこの仕組み

は大きく違うんだけど、でも地方の取り組

みが中央を動かす珍しい例だと思っている

んです。

さっき、２年ぐらいの間にやらなきゃ駄

目だというのは、やろうとしたらできるこ

とを難しいと言ってたら、何にも絶対改革

はできないので、やれることはもうボンと

つくってしまえというのを、これも僕なり

に一生懸命言っているんですけどね。

○ 会場の声

今のお話と直接関係するお話なんですけ

れども、基本的には中央、国に情報を集め

て指示を順番に出していくというシステム

を常套にしていこうということは一つすご

く重要な課題としてあるかなと思います。

しかしながら、有事を想定するという文脈

の中で、可能性としては情報収集して指示

を伝達していく枠組みというのがうまく機

能しないことは想定できるんじゃないかな

と自分は思うんですけれども、青木室長に

お答えいただければと。

○ 青木信之

機能しないことが想定できるというの

は、どんなような事態を想定して。
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○ 会場の声

例えば、中枢の危機管理、仮に青山さん

が提起されたような危機管理庁みたいなの

ができたときに、そこが即攻撃を受けて、

本来だったら常套システムなはずなのに上

手く機能しないというようなことは考えら

れはすると思うんですけれども。

○ 青木信之

もちろん考えられるので、全て代替施設

を設けているわけです。人も代替要員が設

けられているわけです。これはあまり言う

とまた偉い人が怒るので、総理がまさかの

ときはじゃあ誰と順番がずっと実は決まっ

ています。それから、いまは総理官邸が全

ての指示基盤ですけれども、それがやられ

たとき動けない場合の連絡指揮系と情報を

集める場所はここ、そこが駄目なときはそ

こ、全部順番が決まっているんですね。我

々は年度末に地方にお届けした国民保護都

道府県モデル計画においても、およそ県ぐ

らいであれば代替機能というのを考えてお

いてくれないかと。すぐには難しいだろう

けれども、おそらくそれ考えなきゃいけな

いだろうという話は申し上げているんです

ね。

消防庁という一つの政府のセクションで

すけれども、ここでも実は代替機能を持た

せています。霞ヶ関が駄目なときは、消防

大学校に同じ情報を共有できるブースを持

っていて、仮に例えば参集するにもそっち

に参集する要員もいて、現実に今教官なん

かがいますから、こっちが動かなければ、

そこでマネージするという、そういう体制

になっているわけなんです。

従って、常に代替機能を確保しなきゃい

けないと思いますが、特に大事だと思って

いるのは、昼間のセッションで申し上げた

んですけれども、連絡手段が案外無くなっ

ちゃうときがあるんですね。携帯いつでも

使えると思っても、みんながしゃべっちゃ

うとパンクしちゃうとか、鉄塔倒れれば駄

目だとか。そうすると、何かの代替手段を

持つという非常に大きな意味があって、そ

れは例えば、今の段階でいえば衛星携帯電

話一つ持ってるだけで、かなり、輻輳する

のは相当難しいですから、ものすごい多く

の人が持っていれば別ですよ、１億人が全

部持っていたらそれは大変ですけれども、

それはたぶんないので、大方輻輳する情報

は提供できるんです。

それから、これからの話、今言われたと

おりで、代替機能というのを常に意識して

考えておくということも重要だと思ってい

ます。

○ 会場の声

ありがとうございます。代替機能が必要

であるということは、裏を返せば十分、確

実ではもしかしたら上手く機能しないかも

しれないということの裏返しだと思いまし

て、代替機能というのを予算の関係もあり

まして限界があるということがあると思い

ます。その中で、平成15年10月に中部圏知

事会が国民保護法制に関する緊急提言とい

うものを出されて、そこらへんの要は中央

からの伝達ではもしかしたら十分じゃない

ことも想定されるのではないかというよう

な観点から、知事がもっと強力な住民避難

について責任をもってやっていかないとい

けないのではというようなことはいろいろ

議論されたようですけれども、その点に関
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しまして青木室長さんの方から何かありま

したら。

○ 青木信之

そういうこともあって、実は知事と市町

村長の権限が強化されているんですね。そ

れはどういうことかというと、今の国民保

護の枠組みでは国の方で避難が必要だとい

うのは、この地域が避難が必要だという話

がきます。そしたら、県知事さんは、住民

に市町村長を通じて避難の指示。災害でい

う避難勧告みたいなのをするわけなんです

けれどもね。ただ、国から指示がなくても

都道府県知事さん、市町村長さんは、自分

の判断で、これは自治体にいてされている

ときですけれども、その権限が与えられて

いるんです。

それは、おっしゃられた意味で、実は政

府部内の方がちゃんとした連絡ができる、

できない。できない心配があるからという

ことよりは、やっぱり地元の情報の中で、

少しでも早く判断をし対応しなきゃいけな

いことがあり得るのではないかという前提

に立っているんですね。もしそのことを官

邸に上げれば、15分後にそれは避難措置の

指示というのが官邸サイドから都道府県に

来るかもしれません。しかし、その15分を

待つことでもし危険があるという判断を知

事がするならば、警戒区域の設定、退避の

指示というのを知事がやっぱりしていいん

だということを法律上明確にしたんです

ね。従って、その提言趣旨は何を指されて

いるか正確でありませんけれども、それは

法律の枠組みの中にしっかりと生かされて

いるというふうに理解しておりますが。

○ 青山繁晴

今のご質問の方は話の中身からすると、

おそらくどこかの自治体の実務の方だと思

。 、うんですね ご質問は青木室長なんですが

ちょっと勝手に付け加えさせていただく

と、もうお気づきと思うんですけれども、

この分野の話というのは安全保障とか国民

保護の話というのは、絶対大丈夫とか、あ

るいは100％完璧な制度というのは無理な

んですね。なもんで、なぜこれを言うかと

いうと、日本国民はとても本当に優秀な国

民ですけど、不完全なものをつくるという

ことはとても不得手なんですね。完璧なも

のをつくろうとするあまり、結局投げ出し

てしまったり、形だけ整っていて、実際は

極めて弱いものをつくったりするというの

は、昔から繰り返されていることなので、

この分野については、とにかく完全はない

ということをあらかじめ覚悟した上でやら

なきゃいけない。

それと、もう一個だけ付け加えると、今

の代替施設について一番発達している国は

スウェーデンだと僕は思っています。スウ

ェーデンは、ご承知とは思うんですけれど

も、市庁舎も病院も警察本部も、もちろん

軍の関係も全部地下に第二施設を持って

て、さっきご質問でおっしゃった、例えば

危機管理庁ができてて、それがぶっ壊れる

というのは、それは普通は核攻撃のような

重大な事態ですね。僕は本当はそういう極

端な想定の前にテロに対処すべきだと思っ

、 、ていますから 若干考え方が違うにしても

でも核攻撃に備えてスウェーデンは地下に

全部施設をつくっているわけですね。その

スウェーデンの政府と私ども独立総研は信

頼関係があるんで詳しく聞くと、実はその
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スウェーデンの市庁舎、ノーベル賞の授与

式をやっているきれいな、あそこに核が当

たった場合は実はシュミレーションをして

いて、非公表ですけれども、そうすると実

に地下の第二施設も大半潰れるんですよ。

でも、つくることに意味があると。まず、

市民がそれぞれ、まさかのときに何をしな

きゃいけないかという自分で考える力をつ

けることになると言っているわけです。

これについて、もう一つだけ付け加えた

いのは、こういうフォーラムとか、この分

野の講演をしますと必ずご意見が出て、い

ろいろおっしゃってるけど、日本は平和ボ

ケだからという声がよく出るんです。しか

し、平和のせいにしては絶対僕はいけない

と思っていまして、それも僕は観念で言っ

てるんじゃなくて、日本は平和になってた

った60年ですよね。でも今申したスウェー

デンは実は1700年に当時属領だったフィン

ランドをロシアに奪われて、これ北方戦争

と呼んでいますけれど、その戦争が終わっ

てから300年間いかなる戦争にも加わって

ないんですよ。２つの世界大戦、ベトナム

戦争、湾岸戦争、イラク戦争、一切関わっ

てない。300年間平和なのに全くボケてな

いわけですよね。それはどうしてかという

と、スウェーデンは今申したとおり、それ

ぞれの国民市民が自分で守ろうとしてきた

からボケるはずがないわけです。

私たちの国は、なぜ平和ボケと呼ばれる

ような状況が、沖縄ではあんまりないと思

いますけれども、本土の大半であるかとい

うと、それは平和だからボケたんじゃなく

て、平和のせいじゃなくて、今日僕さんざ

ん申しましたように、アメリカという他人

にお任せしてきたからボケたんだと思うん

ですよ。だから、今おっしゃったことを契

機にこのことはちょっとお伝えしたいと思

って、横からですけれど申しました。

いいですか。じゃあ他の方どうぞ。

ネクタイの方。今日ネクタイは１人だけ

じゃないかな。

○ 会場の声

鳥取県庁で国民保護を担当いたしており

ます前田と申します。今日は青木先生、青

山先生、また、沖縄県をはじめ各県の皆様

には日頃たいへんお世話になりまして、誠

にありがとうございます。僭越ですが質問

させていただきます。

今日、第１部のお話の中で、青山先生は

沖縄戦の教訓について触れられました。私

たちは国民保護を担当しているわけです

が、沖縄戦の教訓というものは、これはど

うしても活かさなくてはならないと感じて

おります。ついては、専門家の目から見ら

れて、私たちは沖縄戦を踏まえて国民保護

、 、をどうするべきなのかということを ぜひ

教えていただきたい。

特に、日本では国土が戦場になるという

ことは沖縄でしかなかったわけですが、例

えばフランスとドイツが戦争をすれば、そ

れは即座に本土決戦になるわけです。しか

、 、しながら そこで住民が集団自決をしたと

あるいは軍の虐殺があったというふうな話

は私は聞いたことがない。そうすると、日

本には何か取り除かなければならない問題

があるのかということを教えていただきた

い。

また、私たちがその沖縄戦を勉強する上

で、ぜひ、これは読んでおきなさいとかい



- 82 -

うものがあったらぜひ教えていただきたい

ということが一つであります。

それと、もう一つだけたいへん恐縮なん

ですが、今日、青山先生は同じく講演の中

で、国民保護法は住民を主体にしないまま

で進めたら国家総動員法になる恐れがない

とは言わないんだということを言われた。

それはいったいどういうことなのか。私た

ちは一体何に気をつければいいのか。ぜひ

それをお教えいただきたいと思います。

○ 青山繁晴

僕が最初に国民保護フォーラムに参加し

た記念すべき鳥取からいらしていただいて

ありがとうございます。まず、沖縄戦の残

している問題について他府県の人から関心

持ってもらうというのは、それはすごく大

きなことだと思うんですね。これも国民保

護法制の思わぬ効果かなと思うんですが、

その沖縄戦の教訓で残したものを今の時間

で全部言うことはできないので、いくつか

申したいと思います。

まず、おっしゃったとおり人間の歴史は

戦争の歴史で、ほとんどずっと戦争ばっか

りしているにも関わらず、沖縄戦のような

戦闘は実は古い時代にはなくはなかったよ

うなんですが、近代戦争になってからは起

きてない。何が起きてないかというと、米

軍という敵国軍に自国民が殺害されるの

は、それはどこでも起きているわけですけ

れども、それと一緒に戦っていたはずの自

国の軍隊が、判然とした理由なく自国民を

殺害した例というのは僕はいくら調べても

近代戦では出てこないわけですね。

そうしますと、今、鳥取の前田さんがお

っしゃったとおり、私たちの歴史の中に特

別な固有な背景があるとしか考えられな

い。例えば、牛島中将が変わった人だから

というような評価は、さすがにそんなこと

を言っている歴史家はないとおり、たまた

ま沖縄に展開していた部隊の指揮官や兵士

が変わった人たちだったから起きたという

話も全くない。そうすると、この国の根幹

。 、に関わることがあると思うんですよ 以下

その立場の違いによって僕に違う意見を持

っている方もちろん多いと思いますが、あ

えて申せば、例えば今おっしゃったフラン

スやドイツと近代においてどこが一番違う

かというと、フランスやドイツというのは

国民軍、つまり国民の中から生まれた軍隊

というのを持っているわけですね、歴史的

にも。それが例えばドイツにおいては一時

期ナチズムでナチスという特定の集団に国

民軍が蹂躙されて、今のいわゆるテロ国家

と呼ばれる国にも実はそういう現象が起き

ていますよね。かつてのイラクもそうでし

たが、普通の正規軍と、それとは違う指揮

命令系統の全然違う特別な軍隊が存在する

というふうにドイツはなりましたが、しか

し、元々フランス、ドイツ、アメリカ、イ

ギリス、みんな国民軍を持った歴史をもっ

ているわけです。あるいは現在の軍隊もい

ろいろ問題はあるにしても、一応、国民主

権の下でつくられた軍隊。

ところが、我が日本国は近代の歴史だけ

取り出して考えても、全然難しい話じゃな

いですよ。明治維新まで、つまり日本が近

代国家になるまで何があったかというと藩

兵、殿様の兵隊ですね。ここは琉球でした

。 、が薩摩藩の兵士がいたと 藩兵というのは

近代国家からみたら、それは一種の私兵で
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すよね、私の兵ですね。白板に書くまでも

ないと思いますけれども。その明治維新で

近代国家になって、普通だったらそこで市

民軍や国民軍ができるわけです。例えばフ

ランス革命だったらバスチーユを襲撃した

市民の中からだんだん国民軍、もちろん悲

惨な歴史繰り返しましたよ。でも国民軍が

だんだん出来ていった。だから、国民軍が

国民を殺すという発想自体が元々実はない

わけですよね。

ところが、日本は明治維新が終わってで

きたのは天皇の軍隊だったんですね。さっ

き明治憲法の話もしましたが、あの統帥権

というのは本当は日本の軍隊は国民のもの

じゃないよ、天皇のものだよということを

実はあの憲法に書いてあるわけです、明治

憲法に。その明治憲法がつくった天皇の軍

隊が戦争に負けました。戦争に負けたら今

、 、度は じゃあ国民軍はできたのかというと

自衛隊は残念ながら国民軍ではない。自衛

隊の諸君は不本意かもしれませんが、僕は

自衛隊は軍隊ですかと聞かれたら、見かけ

は軍隊だけど本当は軍隊じゃありませんと

必ず答えます。その理由はですね、ちょっ

と答えが長くなって申し訳ないけど、その

理由は、自衛隊には国民軍であれば絶対に

なければならないものが一個欠けてるんで

。 、 、すよ 戦車を持とうが 潜水艦を持とうが

ミサイル巡洋艦を持とうが、これがなかっ

たら国民軍じゃない、軍隊じゃないという

のが一つ欠けている。

自衛官の諸君は分かっていますよね。じ

ゃあ聞きましょう、何ですか。いきなりそ

んなこと俺に聞くなと思っているでしょう

が。どうどうと制服着ているのは偉いんだ

からちゃんと答えて。何が欠けているんで

すか、皆さんに。

○ 会場の声

《軍法会議です 》。

○ 青山繁晴

その通り。別に打ち合わせたわけじゃな

い。その通り、軍法会議が欠けているわけ

です。それで、その軍法会議というのは何

なのかというと、帝国陸軍、帝国海軍の時

代は軍法会議はあったんです。しかし、そ

の軍法会議は何のためにあったかという

と、軍人がしたことを国民に見せないため

。 、でしたね 兵隊さんは命張ってるんだから

軍隊の中でやったことはみんなに見せない

でいいという軍法会議だったんですね。だ

けど本当はそれは市民軍、国民軍の世界で

は逆さまな話だと僕は思うんですよ。

といいますのは、僕は一市民ですから、

僕は男の子２人いますけれど、例えば男の

子２人とも殺されました。その犯人を見つ

けて僕が殴りつけて怪我したと、その犯人

が。そうすると僕は傷害罪ですよ、必ず。

それから僕は実は自動車が好きで、日本で

現存１台という18年前の車に乗ってるんで

、 。すが それが例えば丸焼けにされましたと

丸焼けにしたのは前田というやつで、鳥取

まで追っかけていって、その前田さんの自

転車を壊したと。すると僕は器物損壊罪。

それは市民社会の永遠のルールなんです。

ところが、残念ながら、ここから意見の

違う方がいるでしょうが、残念ながら主権

国家、国家同士の間においては、自国民が

危機に瀕しそうだったら、あるいは危機に

瀕したら相手の国民、つまり兵隊も国民で

すから、国民を殺害し、あるいはその国の
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、 、財産 つまり戦車も戦闘機も財産ですから

それを破壊する。それは意見の違いがあっ

ても、実は国際法ではそれは既に認められ

ているわけです。即ち、市民社会と違うル

ールが厳然とありますよと。それを軍法会

議と呼びますよと。さあ、その軍法会議を

みたら、市民社会と違うルールというもの

が軍隊ですね。それを認めますか、認めま

せんか、ということを主権者に情報として

提示して、認める人が多かったら、今度は

その主権者が、じゃあその国民軍の規模は

どれぐらいにするのか、核兵器は持つのか

持たないのか、戦車は持つのか持たないの

か。ゲリラに対してゲリラ部隊を持つのか

持たないのかを国民が決める、それが国民

軍なのに、あの戦争で天皇の軍隊が負けた

後に国民軍をつくらずに、軍法会議もつく

らずに、何となくだんだん戦力が大きくな

ってくる自衛隊をつくってしまったんで

、 。 、す この50年間 自衛隊の責任じゃなくて

これは国民と政府の責任だと僕は思ってい

ます。

皆さん、ちょっと話が長くなって申しわ

けない。皆さんの理解のために、これは何

も自衛隊だけのことじゃなくて、警察。

今日警察官いますか。警察官いらっしゃ

。 。った ちょっとお聞きしてもいいですかね

先進国のどこの警察にもあるのに、この戦

後の日本にだけはない警察って何ですか。

民主主義の国、先進国には必ずこういう警

察があるのに日本にはないんです60年間。

戦前はありました。

いやいや予防拘束はできない国あります

よ。そうじゃなくて組織として。

おそらく本当はわかってらっしゃるけれ

ど言葉で言えないだけだと思うんですけれ

ども、これは国家警察なんです。国家の警

察。沖縄県警本部も含めて日本の警察は全

部自治体の警察です。そうでしょう。

これを僕が去年の４月に国会で有事法制

特別委員会で参考人として証言したとき

に、このことを言ったらですね、あえて名

、 、前を出せば 国会議員聞いているでしょう

こっちは証言者ですから。鳩山邦夫さんと

いう皆さんも知っている有名なベテラン政

治家がね 「あれ？ 警察庁は違うんだっ、

け」とおっしゃった。ベテランで閣僚もや

った人がこんなことをいうこと事態がもう

びっくりなんですけれども、警察庁はただ

の調整機関、ご存じの通りね。強い何とな

く示唆はするけれども、直接指示はできま

せん。例えば、警察にはＳＡＴってあるで

しょう。あれも全部、例えば九州ですと福

岡県警にいますけれど、福岡県警本部長が

指揮権を持ってて、はっきり言うと、例え

ば、沖縄にはないけれど玄海って原発ある

でしょう、佐賀県に。そこで何か起きたら

そのＳＡＴが行くわけですね。ＳＡＴに入

っている警察官というのはご承知のとおり

警察官の名簿から名前も外しているんで

す。つまり、誰がどこで何やっているかさ

っぱりわからないというのがＳＡＴ。それ

が佐賀県の玄海原発にきたら、佐賀県県警

本部長は、何がなんだかわからないわけで

す。つまり本来なら、国家警察の中にＳＡ

Ｔがあるから、その国家警察が指示するか

ら、どこに出しても大丈夫なわけです。で

すから、戦争に負けた同じドイツにもちゃ

んと国家警察あります。ＧＳＧ-９という

国家警察あるわけです。日本にはない。な
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んでないのか。なんでないかというと、戦

前は日本は特高警察というとんでもない国

家警察を持ってて、さっきの帝国陸軍会議

よりももっと悪質だったかもしれない。つ

まり共産党員はもちろんのこと共産党員か

もしれないという口実で、気に入らない奴

を全部予防拘束して、どんどん拷問して虐

殺した歴史があったんですね。そういう歴

史があって、それも込みのあの帝国の体制

だったじゃないですか。それが戦争に負け

たら当然、私たちは自由と民主主義に基づ

く新らしい国家警察を、もう戦争に負けて

60年も経ってるんだからつくるはずが、未

だにつくってないんですよ。

ということは、ちょっと話長すぎるけれ

、 、 、ど 沖縄戦だけじゃなくて 私たち国民は

僕は戦後の生まれですけれども、戦後の生

まれの人間も含めて、あの戦争を本当には

総括してない。つまりずっと自衛隊も警察

も含めて、国家の基本のところも含めてず

っとごまかしてきたんですねと。それをこ

の国民保護法も一つのきっかけにして僕は

見直したいと思っている。

そうしますと、沖縄戦の問題に話を戻す

と、あのときになぜ帝国陸軍、帝国海軍が

自国民を殺すことができたかというと、そ

れは自分達は国民のために戦っているんじ

、 、ゃなくて 陛下のために戦っているという

いわば口実が用意されていたわけでしょ

う。現実になぜ殺したかというと、あの市

民が、つまり訓練受けてない市民が連絡役

をやってると米軍が後を付けてるだろうか

ら、殺した方が自分達は安全だって殺した

り、中には食糧を渡したくないから殺した

例もあったし、それから、米軍のビラを持

ってるだけで、その少女を救おうとしたら

兵士同士でお互いに疑心暗鬼になって、自

分がスパイだと、つまり寝返ったりしない

ということを保障するためにその少女を殺

したりということをやったわけです。本当

は自分の利益のためにやったんだけれど

、 。も 全部口実があったわけじゃないですか

つまり、全部陛下のためになるんだと。国

民のためになれなんて憲法のどこにも書い

てないって口実があったでしょう。

だから国民軍を持っていない私たちは実

は市民になりきれてないという問題もある

し、それから、私たちの深い心の問題とし

て、形整っていれば実際は自分がやってい

ることになんぼでも口実を与えると。これ

はそれに反して武士道という精神の世界も

あるのに。武士道のお話はまた時間があれ

ばしますが。

そういうことまで含めて沖縄戦を根っこ

。 、から見直さなきゃいけないと思う ただし

誤解を生じないように言うと、僕は一部で

、 、も言いましたように 自衛隊の諸君の中で

自衛官の中に自分に誇りをもっている人た

ちは、旧軍と似てないからこそ誇りをもっ

てるんです。今日は空が青いけど、元々帝

国は空軍がなかったんであれだけど、陸の

人や海の人は、特に陸の人は帝国陸軍と俺

たちは違うんだと。だけどその先は国民が

つくらなきゃいけない。君たちはどう違う

かということを国民が決めて、国民の軍事

組織に僕はすべきだと思っているんです。

いろんな意見の違いはあるでしょうが。

それで、話が長すぎますが、沖縄戦の反

省ということを一番端的に言うと、守るべ

き人が誰か分かっていない人間が武装し
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て、本来は守るはずの人間をまるで道具の

ように扱ったということですね。というこ

とは、国民保護法をやる以上は、自衛隊に

ついても警察についても、皆さんが守るべ

きなのは我々だと。つまりこの市民たちだ

ということをもう一度この国ではっきりさ

せなきゃいけないと思うんですよ。だから

この国のあり方全体にこの国民保護法制は

僕は関わっていると思っているわけです。

ちょっと一問の質問に答えが長すぎる。

○ 会場の声

国民保護法賛成か反対かは別として、一

つは、青木さんに、沖縄戦の反省というこ

とを冒頭に言いましたけれど、一つはこの

反省の内容を聞きたいということがあるん

ですが、それは今ちょっとおいてですね、

鳥取県の方がいらっしゃってるけれど、今

はもうなくなったんですけれども、鳥取県

がこの問題に取り組んでいったときに、一

言でいうとこういう学習会をやったホーム

。 、ページが出てましたね 出ていたんですよ

あの時に、自衛隊の現役の第８何とか連隊

の連隊長が講義をするわけです。その講義

の内容のテキストが出てましたよ。それに

よると、沖縄戦と住民避難というかなり膨

大な講義をするわけです。その中に、沖縄

にいて沖縄戦について多少知っている者に

とれば、相当誤解があるような沖縄戦の総

。 。括をしているんですよ 現役の自衛隊がね

これは中味言いませんけれども、そういう

反省の上に立って、もしこの国民保護法が

立案され進められるとするならば、やっぱ

りこれは違うと私は思いますね。そういう

点に絡んでどういう反省をしているのか。

それで、県庁に、私たちはこの問題につ

いて行きました。その時に、県庁の若い係

員が、その連隊長が話したようなことと同

じようなことを言うんですよ、我々に。

要するにね、住民避難の失敗例だという

んです沖縄は。違うでしょ、さっきも言っ

たように。住民避難をね…。

○ 《青木信之》

避難させてないですよね。

○ 会場の声

そうですよ、盾に使ってるんですよ。さ

っき西原の話がありましたけど。これを避

難の失敗例って、だから有事法制が必要だ

と。じゃなくて、この国民保護が必要だと

いうふうに結びつけていくとしたら、僕は

それは絶対違うと思います。

それともう一つ、ついでだから言います

けれど、今年の６月23日に朝５時半、摩文

仁の丘の黎明の塔の前で何があったか知っ

てますか、青山さん。６月23日は何の日で

すかね。

○ 青山繁晴

今年の６月ですか。

○ 会場の声

６月23日ですよ。

○ 青山繁晴

それは分かっていますけれども、黎明の

塔…。

○ 会場の声

朝５時半あそこでですよ、沖縄の自衛隊

の第一混成団が慰霊祭をやるんですよ。こ

れね違うと、天皇の軍隊の指揮官の前で６

月23日にね、つまり６月23日というのは早

朝にはそこで自決をしたという。その碑の

前でね、これは駄目だと思うんです、僕は

それは。
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国民軍になりようがないじゃないです

か、それは。自らね、後景をいろいろ言い

ましたよ、僕らも自衛隊に言っていろいろ

。 、話を聞いてきたんです あの現実にあの後

ある意味で抗議に行ったんです。

そういうことを積み重ねてくると、いく

ら一方でね、国民保護法が、こうこう言っ

たって、あれだけ悲惨な体験をしている沖

縄県民が大事だというふうにはならないと

思うんですよ。僕は少なくとも、だから、

ああいう説明、要するに鳥取県におけるよ

うなああいう沖縄戦の総括ね、こういうこ

とをやっぱり止めてほしい。

○ 青山繁晴

青木さんにも府本さんにもお答えいただ

きますけれども、あえて僕が最初に言うと

ですね、沖縄戦を住民避難の失敗例と言っ

ている人って、僕は会ったことないですけ

れどね。鳥取の普通科連隊の方がおっしゃ

ったかどうかちょっと僕はここで確認でき

ませんが、もし、そう受け取られるような

発言があったとしたら、それは明らかに間

違いであって、ただ、その沖縄戦の問題を

もう一度、つまり沖縄に関心が強い人間だ

けが知るんじゃなくて、国民みんなで共有

できるように、歴史をもう一回学び直すと

いうことは絶対必要だと思いますよ。すな

わち学校教育の中で。

ただ、もう一回言いますが、住民避難の

失敗例と発言した人は相当右の人の、僕は

知らないですけどね、それは後でまたお二

人にお話あるでしょうが…。

それから、６月23日中将自決の日に、こ

この自衛隊がその前で慰霊祭をやったとい

うのは僕は正直知りませんでした。知りま

せんでしたが、そういえば何となく思い出

しましたけれども、帝国海軍の指揮者の前

で慰霊祭をやったと、帝国海軍の指揮者の

ために慰霊祭をやったという意味なのかど

うかは、それはちょっとここに、その関係

者がいないかもしれないからあれですが、

もしそうだったとしたら、個人的意見とし

てはそれはちょっとやっぱり無神経だと思

います、僕は。それは慰霊祭の場所が違う

んじゃないかなと思います。特にその日に

やるというのはね。あくまで個人的意見で

す。お答えにくいでしょうがどうぞ。

○ 青木信之

住民の命を第一義に考えると。従って、

それを守るための避難等の方策について、

これを最も重視してやるべき枠組みが国民

保護法だと思っております。そういうこと

がまた住民避難すらもちろんない沖縄戦だ

、 、ったわけですから その意味合いにおいて

これは反省しなければいけないというふう

に、冒頭で申し上げましたとおりでありま

すけれども…。

○ 会場の声

今のに関連して。実は陸上自衛隊です。

制服は着てませんけれど。一応休暇をもら

って、ぜひこのフォーラムに参加したいと

いうことで来ました。個人的な興味という

かたちなんですけれども。

○ 青山繁晴

顔を見て陸上自衛官だなとわかっていま

した。だいたいあなた中央指揮所って言葉

使ったから、それは自衛官に決まってるじ

ゃないですか。中央指揮所って市ヶ谷の真

ん中にある自衛隊の指揮本部です。

○ 会場の声
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一応、団の方はよくわかんないですけれ

ども、その慰霊祭の件についてはちょっと

私も参加してないし、そういうのはちょっ

とあれなんですけれども、一応、我々の６

高群になるんですけれども、ピンポイント

な、他府県から来ている人はちょっと申し

わけないんですけれど、第６高射特科群に

なるんですけれども、与座で第15混成連隊

が玉砕した地に勤務しています。我々の長

は第６高射特科群長になるんですけれど

も、その中で教育を受けている内容としま

しては 「沖縄戦の二の轍は踏まない、守、

るべきことは国民だ」という教育を受けて

おります。また、慰霊祭においても、ご遺

族の方、また、東風平町の関係の方をお招

きして、丁重に慰霊祭を行って…。

○ 青山繁晴

一緒にやったということですか。

○ 会場の声

はい。群長、中隊長以下、また、地方自

治体の皆様方と一緒になって守るべきは国

民だという誓いと、あと、沖縄戦で亡くな

られた尊い犠牲を払われた方に対して鎮魂

の意を表しております。国民の皆様に誤解

のなきようにご説明申し上げます。

○ 青山繁晴

少なくともあなたがちゃんと手を挙げて

おっしゃった勇気を僕は評価します。

○ 会場の声

《 》

○ 青山繁晴

大丈夫です。怒られたら私に言ってきて

下さい。

それで、すみません、さっき鳥取の前田

さんがお聞きになった質問の後半をお答え

するのを忘れてました。

住民主導、住民主体ということをきちん

としないと現代の国民総動員法になりかね

ないということを青山さん言ったけど、一

体どういうことなんだということね。これ

はっきり申しますと、それはもう理由はは

っきりしてて、米軍との関連ですよ。今ま

での日米関係の流れだけでこれやられる

と、さっき牧野副知事が何度も、言葉は柔

らかいけれども中味はしっかり指摘されて

いたのは、すなわち新ガイドラインを出し

たのは我部先生だったけれども、いずれに

しても全部合わせるとですね、米軍の都合

のいい方にこれが進んでいったりしたら、

周辺事態法もあり、それから、やがて集団

的自衛権の問題ももっとシビアになってく

ると、ほっといたら自衛隊がアメリカ軍と

一緒に世界の戦地に連れていかれるんじゃ

ないか、それ誰でも思うじゃないですか。

その銃後の守りをもう一回やってくれと思

わない国民の方がむしろめずらしいです

よ、そんなことになったら。自衛官の人は

そんなこと夢にも思ってないでしょ。あく

まで日本国を守るために日米同盟があるん

であって、アメリカが冷戦後の唯一の勝利

者と称して世界で戦争を行うことに、自衛

隊はまさか協力するとは夢にも思っていま

せんよ、今イラクに行っている部隊も含め

てね。

だけど、それこそイラクに自衛隊が行っ

ていることも含めて考えると、住民、国民

の立場というものをきちんと一つ一つ打ち

出していかないと、それは国民の中に合意

できませんよ。こんな大事なことで国民合

意なしのまま、あるいは国民の世論が、異
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論反論もちろんありますよ、でも概ねの合

意はせめてもできないと、例えば危機管理

庁をつくろうって自民、公明、民主、政党

全部じゃないけれどかなりな与野党が合意

できるような状態ぐらいにはもっていかな

いといけないでしょう。

そうすると、今までみたいに、アメリカ

軍の言うことは全部優先だというのと違い

ますよ。いや、その代わりに住民、国民が

優先ですよということをはっきり出さない

と、誰だってまともに勉強する人ならむし

。 。ろ疑いますよ それを僕は言ったわけです

国民総動員法という言葉は確かにきつい

けれども、それは現代の国民総動員法とい

う言葉に懸念をもつ人いるでしょう、現に

いるからですよ。そういう疑問をもつ人が

、 、いるのに それは一部の人だとほっといて

そんなことになりはしませんだけでは物事

は済まないので、ということを申したんで

す。

○ 会場の声

すみません、いろんな仕事というか、い

ろんな立場で来ているものですから、あれ

なんですけれども、もう少し平たく話をし

たいんですが、要は、国民保護法の中で国

民の協力というのがありますよね。要は、

武力攻撃事態になったりだとか、その他に

なったときに、消火だとか、被災者の救護

とか、搬送とか、そういったものを求めら

れている、フォーラムのパンフレットの後

ろの方に書いてありますけど、そういった

ことを国民に協力をお願いするという部分

があるんですけれども、正直なところ、こ

れなしに国民保護法というものは国民のコ

ンセンサス、あるいは県民のコンセンサス

を得られないんじゃないかなと私は考えて

います。というのは、要は、いくら体制が

きっちりきっちり整ったとしても、結局の

ところ国からの押しつけじゃないかという

ふうになっちゃうんじゃないかなって、見

ちゃうんじゃないかなと思うんですよ。

一番大切なのは、いざというときに国民

が被害を必要最低限に抑えるというのをど

のようにしていくかということだと思うん

ですよ。防災についても同じようなことが

言えるんだと思うんですけれども、要は、

助けてくれるのはお役所だ、御上だという

ふうな部分というのは、もうそろそろ捨て

ましょうやというのが、今の防災のあり方

なんじゃないかなって思っています。

自分達の地域は自分達で守る。自分達の

命は自分達で守るというような部分という

のを、もうそろそろ国民が持たないと、本

当の意味でお互いに助け合って被害の軽減

ができなくなるんじゃないかなと。

武力攻撃事態になったときに、弾道ミサ

イルがどんどん飛んできて、あちこちで爆

発が起きて、火災が発生して、なんたらな

んたらとなったときに、行政とかは一生懸

命対応するでしょう。だけれども、その対

応は全部対応にまわっちゃって、結局のと

ころ国民はどうすればいいのかと右往左往

してしまうという部分に、今の状態だった

らなってしまうんじゃないかな。

だから、国民が国民の協力として、いざ

というときに協力ができるようにするため

に、国民に今後どう働き方をなさるおつも

りなのか。あるいは沖縄県民に対してどう

いうふうな働きかけをなさるつもりなの

か、がないと、おそらく国民保護法という
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のは国が旗を振ってただやるだけになって

しまわないかなと。結局、国民が納得しな

いまま、コンセンサスが得られないまま進

んでいくんじゃないかなというふうに私は

懸念しております。

そのへんについて、国民がどう対応して

いけばいいかというのがわかるやり方とい

うのが、国民に対してどうそれを働きかけ

ていく、語りかけていくのかということに

ついて、まずは青木室長、出来れば防災統

括監の府本さんにもお伺いできればとに思

っております。

○ 青木信之

今そういうご質問ご意見いただいたこと

たいへん嬉しく思います。我々としては本

当にそういうふうに世の中が進むことを期

待しているんですね。法律の条文に我々は

従わなきゃいけない立場なので、いろんな

議論があって今の法律の体系になってい

て、変な書き方になっていましてね 「国、

民は協力を要請されたときは協力するよう

努めるものとする」と訳の分からない表現

です。その次の項には 「自発的な意志に、

委ねられるものであって、その要請に当た

って強制にわたることがあってはならな

い 。じゃあ協力せいと言っているのか、」

協力しなくていいとどっちなんだ、はっき

りせいと言いたくなるような条文ですが、

これいろいろ考えに考え尽くした、いろん

な議論の結果生まれている表現なんです

ね。いずれにしても強制することはできな

いということで落ち着けるしかないという

ことで終わってしまいました。

従って、今おっしゃられた中では、本当

に協力していただけるか、理解いただける

かどうかに全てかかってしまったわけで

す。ですから、昼間のセッションで申し上

げたように、例えば韓国みたいに600万人

以上の人が実際にいろんな仕事を国民保護

の関係の仕事をしていただけるという義務

を背負って動くならば、それは簡単な話で

す。そうではなくて、ご理解いただいた方

だけが、それなりに協力していただけると

いうことなので、ご理解いただけなくて、

協力していただけない人がもの凄い多い場

合は絶対に物事は進まない。それは事実で

す。従って、今おっしゃられたように、我

々もとにかく国民に理解していただくよう

に訴えかけるのが仕事なんですね。

それは消防庁の仕事というよりは、これ

は政府全体の仕事でありまして、私もその

ことをひたすら大声で言っているんです

が、やっと内閣官房として国民のそれぞれ

にどういうふうに理解いただくのかという

コンテンツをつくって、この夏に発表する

段取りであるというのは聞いておりますけ

れども、そのことをぜひやらなくちゃいけ

。 、ない そういうことも含めて考えたときに

いろんなご意見があっても、こうやって議

論をするということが一番大事だというふ

うに思っています。

何を言いたいか、だんだんわからなくな

って恐縮ですけれども、今言われたことは

そういう意味でもたいへん嬉しかったとい

うことで、ご理解いただければなというふ

うに思います。

○ 府本禮司

今のお言葉を聞いて、私の方のお答えも

そういうことになるんだろうとは思いま

す。ただ、私の方は現実問題として国民保
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護計画をつくり、市町村にまたつくってい

ただいて、実際問題として動かしていかな

きゃいけないという作業がございます。沖

縄は消防団の組織率とか、そのようなもの

からみれば、まだやはり他の県に比べて非

常に低い。ところが沖縄というのは非常に

いいシステムがございまして、私も今帰仁

の田舎に住んでおりますから、簡単に言い

ますと、そこに住んでいる住民一人一人が

みんな知っているんですよね。あれがどこ

に勤めて、何やって、どうしてというのが

わかるというのがですね、実は田舎では、

ちょっと表現が悪いですね、田舎ではとい

うか、いわゆる大都市でも、その可能性が

かなりあるんですね。那覇はちょっと難し

いところがありますけれども。そういうふ

うなものを含めて、この国民保護計画の中

で、例えば今の既存の社会の中に、こうい

うシステムが入っていったときに、どうい

うふうな具合にすれば弱者を助けて、みん

、 、なが協力していって みんなで助かる手段

ないしはそれを助けていく手段、それをな

おかつ皆さんのボランティア精神でやって

いくと。なおかつ、それに対してちゃんと

協力される方について要請し、協力された

方についてはちゃんと県もその方たちを保

護していくというふうな仕組みをどういう

かたちでつくっていくか。これはもう皆さ

んの理解なしにはできないわけです。その

ことができなければ、結局、我々が計画を

つくっても何もできないわけです。

だから、そういうことのないように、こ

れはひたすら我々としては皆さん方の意見

を聞き、いわゆる県の計画をつくり、市町

村の計画をつくる段階でもう一回すり合わ

せをしていって、現実的にじゃあどうすれ

ばできるのかということまで、そうとう細

かいところまで逐一詰めていくと。詰めて

いきますけれども、計画そのものはそんな

たぶん細かいところまでいかないと思いま

すね。

というのは、細かいことを決めてしまえ

、 、 、ば ある意味 役人が一番問題というのは

何か数字を決めちゃえば、その数字を動か

すと非常に嫌がるんですね。みんなで決め

た手続きを、非常に複雑な手続きを踏んで

決めたものを変えるなんてものはとんでも

ないということがありますから、そういう

ことも含めて、実際問題として国民保護計

画の中で、地元の人、市町村含めて県がど

ういうかたちで動いていけばいいのか、こ

れはそれこそ膝付談判して細かく議論して

いかない限り、これはつくっても絵に描い

た餅になると思うんです。だからそういう

ことのないように我々としては最大の努力

していきたいと思いますし、我々が仕入れ

た情報については、皆さん方の方に常時流

していくというようなかたちのシステムを

組んでいきたいというふうに思っていま

す。

これは決して私ども市町村だけで、行政

だけで一生懸命やっても、結局、上手い具

合にいかない計画の典型的な例だと思いま

すので、作り方も含めて我々としてはどう

いう仕組みがいいのか、どういうことをや

れば皆さんのより理解が深まるのか、これ

を検討していきたいと。検討しつつ一緒に

走っていきたいというふうに考えておりま

す。

○ 会場の声
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ありがとうございます。そういったこと

が多分肝だと思うので、私ごとで恐縮です

が、防災ボランティアの代表をしておりま

して、小さい団体なんですけれども、何か

そういったことでお手伝いができればなと

いう立場でまいりました。本当にありがと

うございました。

○ 青山繁晴

沖縄の防災ボランティアの方ですか。

○ 会場の声

那覇市内にあるボランティア団体なんで

すけれど、小さい団体なんですが、何かし

らこういうお手伝いができればなと思って

おりましたのでお伺いしました。ありがと

うございました。

○ 青山繁晴

２回目の質問の人ちょっと後にして、初

めての方。

○ 会場の声

本日のこの討論会フォーラムというの

は、国民保護法や、またこれから県や市町

村でつくるだろう条例、規則等の円滑な制

定、推進を求めて県民のコンセンサスを得

るためのフォーラムだろうと思ってるんで

すね。先程来、いろんな沖縄戦に対する総

括の問題等々が言われましたけれども、こ

れは戦争の総括、戦争主観についてはいろ

いろそれぞれあろうかと思います。また、

沖縄県民でも実際に身内の方に戦没者がお

られる方、戦争被害にあわれた方、あるい

はまた基地被害にあわれた方々と、また、

そうでもない県民とも若干の温度差はあり

ます。ましてや、沖縄におられない本土の

方については相当な格差は大きいものがあ

るだろうと思います。

私も個人的には身内の家族から戦没者２

人も出しまして、戦後の戦没者の救援活動

を私の身内の方が中心になってやってきた

ということもありますけれども、私はこの

戦争主観については一切申し上げません。

そこでですね、これまでいろんなお話を

お聞きしてちょっと疑問に思っていること

は、私はやっぱりこの平時のときに有事の

ことを想定して、県民、国民がいろいろな

情報を伝達しながら、また、意見も集約し

て行政側、政治側なりぶつけていくのはた

いへん大事なことだろうと思うんですよ

ね。そういう場合において、先程来、私は

１部は参加していないものですから、よく

存じ上げてないんですけれども、私は結論

から言いまして、他力本願、他国本願では

いけないだろうと思うんですよね。これは

むしろ戦後60年経ちまして、そういうよう

な議論が国民からしっかりとなされてなか

ったことが、ちょっとこれは私も外国にい

たことがあるんですけれども、そういうこ

とから考えてみるとちょっと尋常ではない

なと。こういうことを皮膚感覚としてわか

る感じはしますね。

これはもうイデオロギーの問題じゃなく

して、例えば軍隊があるない、例えばコス

タリカの問題をよく言われる方もいますけ

れども、私は今はその時代じゃないと思っ

。 、ているんですね じゃあ現実の問題として

レジュメの冒頭にも書いてありますよう

に、住民の避難を行う、住民を守ることが

国民保護法の仕組みだというようなことを

捉えているのであるならば、私はもっとこ

れは行政側の方におきましても、各省庁横

断的なしっかりとした組織体制をつくるべ
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きじゃないかなと。

例えばこれは、結論から言って、消防庁

ではちょっと弱いんじゃないかなという感

じがするんですよね。一言で申し上げまし

てね。これはまた、警察だけでも若干弱い

なと思いはするんですよね。

どうしてこれが、現実の問題としてです

よ、例えば危機管理省みたいなものを立ち

上げまして、そこに各省庁の横断的なしっ

かりとした体制が構築できるべきじゃない

かなと思うんですよ。これは民間の方は言

うことは自由ですから何を言ってもいいわ

けでありますけれども、責任ある立場の方

はなかなか本音を言わないですよね、今現

在の場所でもね。

だから、私はそういうことから総合して

、 、考えてみた場合に これはやっぱり日本と

あるいはまた沖縄とも各都道府県ともいろ

んな違いはありますけれども、しかしなが

ら、沖縄は沖縄なりの歴史に則ったかたち

での条例、規則なりも必要になってくると

思いますけれども、しかし、今や国民が有

事のときにどうするかというのが大きな課

題だろうと思うんです。これいろんなイデ

オロギーをお持ちで、言うことは自由です

けれども、しかしもう現実の問題として、

私はやっぱり有事を想定したかたちで、し

っかりとした体制も整えておくべき時期に

来ている。

例えば、先ほど警察庁のお話もありまし

た。今おっしゃるとおりほとんどの方が警

察庁が一番偉いと思って、指揮監督権があ

るというふうに思っているかも知れませ

。 。ん なければつくればいいじゃないですか

しっかりと警察が機能できるように、警察

庁の権限をもっと多くして、消防庁の権限

をもっと多くしたらいいと思うんです。し

かも、それとまた、各自衛隊ともしっかり

とした情報伝達ができるように、今、安全

と情報はタダという認識がありますけれど

も、なかなか各省庁とも僕は情報を出さな

いと思いますよ。いくらこのシステム上つ

くったとしても。縦割り行政ですからね。

先ほど青山さんは100年かかると言いまし

たけれども、僕は１千年ぐらいかかるんじ

ゃないかなと思います。

だから、そういう思いを含めて、いろん

な意見の中で私はやっぱりコンセンサスを

得られるように、僕はこういう計画とか、

条例とか、法律とかいうのは、多数決で決

める性質のものじゃなくて、コンセンサス

をしっかり得られるようなかたちで進めて

いくべきだろうと思います。

○ 青山繁晴

今おっしゃっていただいたことは、ほぼ

今まで申してきたことと同じ意見だろうと

僕は思うんですけど。僕は10年かかると申

したんで、100年かかるとは申してないん

。 、 、ですが それで ちょっと僕からまず２点

恐縮ながら申し上げたいんですが、僕は１

部のときからずっと言ってますように、一

民間人ですが、何でも言いたい放題に言え

るということは全くありません。そんな無

責任な立場でここには出ていないというこ

とはあえて申し上げたい。

それからもう一つ、消防庁では弱い。お

っしゃるとおり。おっしゃるとおりなんで

すが、これ実はすごく画期的なのは、安全

保障とかそういう問題になると、今までは

防衛庁だけだったんですね。例えば米軍基
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地の問題ですと、あえて申すと消防庁より

もっと弱い立場の防衛施設庁だけだった。

それがこの国民保護によって、消防庁とい

っていますが、消防庁は旧自治省であり今

の総務省であって、実はかつての内務省ま

では力ないけれども、総務省という大きな

ものがこの話に入ってきているという点で

は、少しずつですけれど良い変化を僕はし

ていると思います。一民間人ですから、僕

、 。の話はここまでにして ちょっと青木さん

○ 青木信之

今の体制ということが現実にどうなって

いるかと申し上げますと、内閣官房という

組織が存在していて、その中に私みたいな

課長級の職員が12人、その上もいますけれ

ど、という組織体でこの国民保護の仕事も

含めて対応しているというのが実態なんで

す。私ども消防庁の仕事としては、特に地

方との関係する部分について、いろんな連

絡なりご支援なりすることを担おうという

ことになっているんですが、内閣官房の方

が仕事の肩書きも名称も難しくてなかなか

外に出てきてないということもあって、多

少そういうことについてご理解いただけて

ない部分があるのかもしれないのが１点

と、その内閣官房でみんな同じ世界の人が

集まっているかというと、そこには防衛庁

出身の人もいる、総理府の人もいる、国土

交通省の人もいる、警察省の人もいる、消

防庁の人もいる、自治省の人もいるという

ような感じでなっているものですから、確

かに運営上、結果的に一つの統合体として

まだ十分育成されていないという感じがあ

るかもしれません。

ただ、今おっしゃられることを言われる

とちょっと耳の痛い思いもありまして、私

どもとしても、こういう声を聞いてほしい

んだと、みんなにと言って、そっちサイド

がもう沖縄に行けって散々言うんですけれ

ど、青木さんそういうことを言ってくださ

いとなって、なかなか我々としては伝言ゲ

ームの世界になっていますけれど、政府内

の話としては、今の現状だけはとりあえず

申し上げさせていただきます。消防庁だけ

では弱いのは確かにそう思います。私のと

ころはたかだか14人きりいません。14人き

りで全部まわすというのは不可能なので、

やっぱりもっともっといろんな点での連携

というのが必要だと思いますし、我々にも

いろんなことをやるにはちょっと情報が欠

けている、そこをどうやって補うかという

こともこれからの課題と認識しておりま

す。

○ 会場の声

参考までに申し上げておきますけれど

も、沖縄が復帰する前は救急は警察で行っ

ていましたね。それが沖縄が復帰するとき

に、これは当時の総務長官ですね、今は総

務大臣になるんですかね、沖縄開発長官で

すね、僕は直接泡盛飲みながら聞いたお話

なんですが、沖縄が復帰するときには約20

0本近くの法律が、復帰特措法を含めた約2

00本近くの法律の改正、制定が必要になっ

てきたんですね。その時に、総務庁長官を

拝命するときに、総理大臣の方に約束した

らしんですよ。各省庁にまたがることは、

沖縄に関することは全権一任をしてくれ

と。それが総理がこれでいいよと言ったか

ら受けたんだと。すると、この元大臣が言

われるには、死ぬまで当時の大蔵大臣とは
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口も利いてくれなかったと、自分が独断で

やったもんだからと。僕はこれぐらいの思

いで、こういうような危機管理に関するよ

うなことはしっかりとした政治も行政も率

先して徹底した方、腹が据わった方がやる

べきじゃないかなとこう思います。

○ 府本禮司

県の立場から言いますと、先ほどもとっ

と申しましたけれども、去年私は知事公室

長をやっていましたけれども、知事公室は

前は総務部の中にあったんですね。部内の

部局だったんですね。今回、組織改正いた

しまして、実は知事公室を筆頭部にもって

きております。知事公室長が危機管理監と

いうかたちでいっています。それを実務的

に束ねるのは私参事監で、基地防災統括監

というかたちになったんです。これはもう

他ではないです。なぜかというと、基地と

国民保護法をバラバラにやったら仕事にな

らないですね。だから一つにまとめて、私

は仕事が増えましたけど、非常に悩んでま

すけれども、それでもそういうかたちでこ

の１年間ないしは２年間こういうかたちで

カチッとやっていくと。この体制でしばら

くいくということは、少なくとも我々のと

ころで情報を統括する部分は、きれいに組

織はしていると。だから組織が強くなった

ということではありませんけれども、そう

いうかたちでやってきているというかたち

でございますので、従来とは違ったかたち

で、いわゆるそれぞれの行政の目的にそっ

て、組織がちゃんとされてきているという

かたちになっております。

○ 会場の声

２点ほど教えていただきたいんですけれ

ども、先ほどから沖縄ということで沖縄戦

のことで、あのときの教訓となると、先ほ

どは、要は軍が国民を保護する意識がなか

ったというふうなところにいくと、じゃあ

今の自衛隊に対しては、国民を守りなさい

というふうに教育をやっていけばいいとい

うことで終わってしまうのか。いや、その

当時もやはり沖縄の行政組織があったと思

うんですけれども、そちらの方はどうして

いたのかというのがちょっとわからなく

て。

先ほどの話だと、住民は盾に、作戦の一

部として利用されてしまって、ということ

はその当時の沖縄の行政の組織は何をして

いたのかというのがわからなくて、もし、

そこが何もしてないというんでしたら、何

もしなかったので今回保護法をつくります

と。計画を策定して避難させますというん

ですけれども、何かをしてて、それで不備

があって、沖縄としてはこういうふうなこ

、 、とを ここにある基本指針というんですか

そういうのを考えていますというようなと

ころをちょっと知事公室長にお聞きしたく

て。

青木室長については、その当時、日本の

行政というか国の政府は沖縄戦に対してこ

ういうふうな国民保護というか避難とか、

保護に対して何もやっていなかったので、

今回国としてはこういうのを整備しますと

か。そういうところをちょっと教えていた

だきたいんですけれども。

当時のところは何もやらなかったのか、

そうだったら何もやらなかったでよろしい

んですけれども、要は、過去の教訓を参考

にしているというふうに言われているの
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で、具体的にどういうことがあったので、

これだったのでこれを定めますとか、そう

いうところをちょっと教えていただきたい

んですけれども。

○ 府本禮司

非常に私から答えるのは苦しいところが

あります。いくつか問題点があります。た

だ、軍がですね、先ほど言われたように沖

縄を捨て石にしてということはあったと思

います。ただ、そこの部分については私の

方から述べるわけではございまして、じゃ

あどういう県が対応したのかということに

なりますと、ほとんど第32軍もつくられま

したですよね。その下で、いわゆる沖縄の

防衛といいますか、建前上防衛だったんで

すけれども、そのいくつかの意見がござい

ますけれども、その部分でいわゆる警察部

の下に特別援護室というのをつくって、い

わゆるこれが疎開をやり始めたというかた

ちになっております。

ところが、疎開の実態は、ご存じのとお

りいくつか問題点がございまして、結果的

に上手い具合にいかなかったと。上手い具

合にいかなかったということで総括してい

いのかどうかはちょっと問題がありますけ

れども、いくつかの問題点を残しつつやっ

てきたということが、私どものこの国民保

護法法制を検討する段階での問題点であろ

うと。

その時の一つの問題は、やはり疎開の命

令が上手い具合に市町村に伝わっていって

いないというのと、組織はかなり壊れて上

手い具合に行政としてつながりきれなかっ

たということと。やっぱり最後には軍と一

緒に動かざるを得なかったと。そして西原

の例もありまして、実は警察の部分が上手

い具合に住民を保護するかたちで動ききれ

、 。なかったと いくつかの問題がありますね

そういうことを考えていきますと、やは

り私どもが国民保護を担当する人間が考え

ているのは、やはりちゃんとした行政を組

織、計画があって、県民はこういうかたち

でやるんだという一本しっかりした視点が

なければ、結局駄目だと。これを今回つく

るということが必要だろうということは我

々感じておりまして、そのことがなければ

昔のようなことになるだろうと。そういう

ことがあってはいけないと。それぞれ例え

ば自衛隊にしても、警察にしても、消防に

しても、皆さんそれぞれの業務をお持ちに

なっているわけですよね。その中に我々行

政の方が何を担当すべきなのか。それと、

今既存の警察、消防、それから防衛という

のも含めて、どういう役割を持たせていっ

て、どういうふうなかたちでやるのかと。

それをコントロールするのはいったい誰な

のかということで、実は国民保護法で一定

の仕組みとルールが出てきているわけです

から、それについても県としての方針をカ

チッと出していくというのが、実は重要だ

ろうというふうに考えております。

確かに、先ほど青山さんがいろんな軍の

話をされましたけれども、そういうものが

あって、結局そこの部分がはっきりわかれ

ていない。行政も結局最後に全部中に入っ

ちゃってガタガタしてきたというのが一つ

は、やはり行政は行政の立場として、その

地位を立場を役目を明確に示すということ

が、示し確保するということが非常に重要

だろうというふうに思ってございますし、
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そのようにすべきだというふうに思ってお

ります。

○ 青木信之

当時の政府が、どうかということをつま

びやかに知っているわけではありません

が、私の認識を申し上げれば、要は、国民

の命が第一義である。国民の命を守ること

は憲法なんだと。それ以上大事なことはな

いんだという哲学の下に対応できてなかっ

たということだと思うんですね。避難はあ

りました、疎開もありました。残念ながら

対馬丸事件ということもありましたけど、

しかし、そこで確かに学徒は本土に避難し

た人いますけれども、その時に本当にその

人達を守るため、住民を守るための意識で

あったかどうか。足手まといだったという

ことがあったのではないか。あるいは、も

しかしたら今後のわが国の戦力とも考えて

可能性すらあるのではないか。本当に命を

守るということで対応する、徹底した意味

での対応というのは多分なかったと思わざ

るを得ないですね。

ですので…。

○ 会場の声

《 》

○ 青木信之

それはないと思いますけど。

ですので、まずは法的枠組内にある仕事

の枠組みという問題以前に、何を最も大事

と考えるかという点についての意識の徹

底、そこの問題と思うんですよね。

だから反省しなければいけないし、そこ

を第一義に思って、いろんな仕組みをこれ

からつくっていかなければいけないという

ふうに思っております。

○ 青山繁晴

今の点、一つだけ補足しますと、今、府

本さんは県の立場から非常に正確に申され

たんですけど、国家全体としてみると、当

時の帝国陸軍、帝国海軍というのは普通の

行政とは全く別なところで動いてよろしい

というのが国の基本になっていたわけです

ね。ですから、軍が決めたことは即ち陛下

の命令であるから全部県も基本的に協力し

なきゃいけないという前提があったので、

それが私たちの今の日本国と一番違う点だ

と思います。

○ 会場の声

まず、はじめに、沖縄県の方、夜までこ

ういう会議を設けていただきまして本当に

ありがとうございます。私、千葉県から個

人参加いたしました。

実は去年、高山で青山先生のお話を聞い

て、国民保護計画をつくるにあたってはだ

いぶ時間がかかるんじゃないかと。という

のは、いろんな訓練をしながら計画をつく

っていくというお話を聞きまして、それが

印象に残りまして、我が市でも青山先生を

呼んで講演会を開いたんですが、それにし

ても結局、市の幹部というか、考え方は、

やはりその上部団体の県の方で、県が計画

がまとまってないので、市はまだちょっと

いいんじゃないかという考え方なんです

ね、実際。ですから、あえて具体的な市は

申しませんが、そういう状態であります。

また、先日の新聞で、実際計画ができた

のは福井県と鳥取県ということで、そこで

青木室長にお聞きしたいんですが、今の状

態で17年度中に各県は保護計画ができるん

でしょうか。また、それに併せて市町村も
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18年度でつくらなくちゃいけないんです

が、そういう様子で、青山先生にお聞きし

たいんですが、本当は訓練とか、そういう

ものを繰り返しながらつくらなくちゃいけ

ない計画が、今の状態で単なる計画だけの

策定に終わってしまうんじゃないかと個人

的に心配しているんですが、そこらへんお

話を伺いたいと思います。よろしくお願い

いたします。

○ 青木信之

各県の取り組みですけれど、確かに福井

県、鳥取県、知事さんたいへん熱心です。

地方が先陣を切ることによって、国の基本

指針よりも早くつくることによって、それ

が本来の意味での国民保護につながってい

くんだと。地方から考えることが政策内容

にも影響してくる。だから地方からやって

いくんだと。こういうことを言われたのは

たいへん立派だったと思いますし、我々も

正直言って有り難かったなというふうには

思っています。

しかし、47県全部そういう動きでは確か

にない。横を見ていて、なんかできればい

いやと思っているところがないとは言えま

せんが、私の感じでは17年度中に各県は計

画をつくるというふうに思います。いろん

な動きを見ていると、国民保護協議会はほ

とんどみんな１回目は開催していますし、

そういう状況なり、準備状況をみると、い

ろいろあっても一定のところまで進んでい

ます。

ただ、心配なのは、計画をつくればいい

ということではないということです。この

話というのはやっぱりいろいろ難しいで

す。沖縄県さん以外でも他のところだって

いろんなものの考え方があるから簡単では

ない。そこで絶対欠かしていけないのは、

県が計画するときに市町村との議論、いろ

んな関係者との議論、経済界との議論、議

論なくして計画をつくっても、かえってそ

のことのほうが心配だというのが、私の正

直な感じなんです。従って、今私が外に出

てお願いしているのは、とにかく議論して

みようじゃないか、してください、頼みま

すよ。付き合えといえばいくらでも付き合

いますから、こういうふうに申し上げてい

るのは、そういうような問題意識があるか

らです。

○ 青山繁晴

物事が理想どおりに進まないのは、全て

のことそうですけれど、こうやって、さっ

きのご質問にもありましたように、国民保

護ということを日本は2000年の歴史の中で

、 、初めてやりますから とてもじゃないけど

なかなか思ったとおりは進まないんです

よ。だけど、僕は希望がすごくあるのは、

福井県の例をみますと、福井県が一番最初

に県の基本計画を決めまして、そのあと１

カ月遅れで鳥取県が決めて、両県はこの間

閣議決定して、基本計画を一応定まりまし

た。それがあるので、この11月に福井の関

西電力美浜原発において、初めて原発が襲

われる、今までの原発から考えたら想像を

絶する話でしょ、そんなことやったら反原

発が大騒ぎになるから、リスクは絶対ない

ことにするんだという括りでずっとやって

きたじゃないですか。それを襲われるとい

うことを国が想定して、それで福井県の警

察や自衛隊や消防や、それから海保、それ

から住民の方も加わって訓練をやるんで
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す。11月ですから、もう目の前ですね。そ

うしますと、そこで一番希望があるのは、

やっぱり訓練を経て確認していこうという

、 、態度を失っていないということと 現実に

今日、福井県の方いらっしゃるかもしれな

いけれど、現実に福井県庁、うちはすごく

深く付き合ってますからよく分かるんです

けれども、閣議決定されたから、この基本

形で決まりだと夢にも思っていないです

よ。ご本人達はもう不安で一杯なんです。

閣議決定されたからこれでいわばオーソラ

イズされて、もういいんだというんじゃな

くて、いやこれで本当に県民を、例えば放

射能被害を受けたときに守れるのかという

ことを、本当に目を落ちくぼんで考えてい

るわけです。それは、ご本人達は悩んで大

変だけど、実際は11月の訓練を首長くして

待ってて、その訓練を経てもう一回基本計

画を練り直したいと本気で思っているわけ

です。

僕は記者出身ですから20年間日本の行政

、 。を見ましたけど そんなの初めて見ました

これはやっぱり僕は新しい希望だと。原子

力発電所をたくさん抱え込んでいるという

ことはあっても、福井県て日本の中で今ま

で中心で物事を進めたりしてこなかったで

しょ。原発の受け入れも受け身だったじゃ

ないですか。それが初めて自分で悩んでや

ろうとしている。それも県民のかなりの方

と一緒に、もちろん言い合いしながらです

よ、やっているというのは。僕はこの国に

は希望があるなと思っています。

だから、今おっしゃった市の現状、僕も

何となく聞いてますけど、全然絶望するこ

とないですよ。勝負はこれからですよ。

○ 青木信之

訓練のことで１点だけ申し上げたい。例

えば埼玉県もかなり計画進んでいるんです

ね。だけれども、埼玉県は自分達で一度訓

練をして、その結果で見直さない限り国に

は協議しないという。またそれはそれなり

に一つの立派なスタンスだと思うんですけ

れどもね、そういうこともございます。

○ 会場の声

青山先生、追加で、第１部で、新幹線の

危機探知機ということをお話されました

が、それは他の国ではそういう例があるん

ですか。

○ 青山繁晴

だから１部で申しましたが、国交省とＪ

Ｒがそんなもの付けられないとおっしゃる

から、いや付けてるよと、僕言うだけじゃ

なくて、ヨーロッパの新幹線やユーロスタ

ーに、実際にロンドン、パリに乗りに行き

ました。金属探知機が全て付いてて、さっ

きも１部で申しましたが、一番お年寄りの

歩けないような人でも10分で金属探知機く

ぐって乗れたんですよ。だからたった10分

我慢すればいいことだと。ヨーロッパ諸国

ではむしろ高速で走ってる列車は、金属探

知機付けるのは当たり前です。日本の新幹

線はだから、ヨーロッパ諸国は実は信じら

れない思いで見ているわけです。

○ 会場の声

実は、千葉県は８月にＴＸが開通するも

のですから、そこらへんでちょっとお聞き

しました。すみません。

○ 会場の声

福岡県から来た佐田と申します。国民保

護の方の担当をしておりまして、今計画づ
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くり、また、協議会を第１回やりまして、

いろんな意見があったんですけれども、な

かなか民間の方、あるいは行政機関の方、

意見が出てこないというのが現状です。市

町村に特に政令市の方に何回かお話に言っ

たことはあるんですけれども、まず、国の

基本指針ができて、県の計画ができて、そ

れから内部的には考えてるけれども、なか

なか担当部署からそれぞれの各部署まで話

を下ろすのが、なかなかそこまでいかない

と。担当部署のところ止まりで、下の方ま

でなかなか話がいかないということで、具

体的な問題点をなかなか市町村の側も県に

言い切れない状態の中で今つくっておりま

す。

そういうことを考えると、17年度中に県

の計画を策定するという前提の中で動いて

おりますが、市町村がそういう状態だと当

然１年２年の間に市町村の計画なり、県の

計画を訓練とかした中で見直していって、

更に付け加えていかなくてはいけないのか

なと思っておりますが、あまり具体的な内

容を計画の中に組み込んでいくのはどうな

のかというのも一点では悩んでおります。

モデル計画で出していただいた内容を見

る限りにおいては、あまり具体的なところ

まで踏み込んで書かなくてもいいのかなと

いうふうな気がしておりまして、逆にそう

いうものについては県の立場で運営要領な

りマニュアル的なものをつくっていくとい

う対応をしていくのが現実的かなと思って

おりますので、そのへんについてご意見い

ただければと思います。

○ 青木信之

計画のレベルで考えなきゃいけないもの

と、実務レベルのものと、やっぱり分けて

考えざるを得ないところはいっぱいあるだ

ろうと思います。

ただ、お願いしたいのは、実務のことも

含めて議論をしていただきたいんですね。

我々が例えば消防庁国民保護計画なるもの

もつくらなきゃならないんです。計画つま

んないです多分。だけれども、その計画を

含めて全体の仕事の回し方の、この図が大

事なわけでありまして、それがなかなか閣

議にかかるものと違うもので事実上実務は

することになりますが、どういう感覚の下

に、実際にはどういう対応していくのかと

いうことがポイントなので、そのポイント

のレベルで議論していただきたいんです

ね。その結果、計画に掲げるものはある程

度、包括的な部分に限られているというこ

とであっても、それはそれで構わないと思

います。

ただ、全く議論なしに、とりあえず計画

ここでよさそうだから、これだけまとめて

みましょうといって、あとの話全然知りま

せんでしたと。やってみたら結構大変で困

っちゃいましたでは、なかなか人は付いて

こないですよね。従って、多少具体的なと

ころまで含めた議論は、ぜひ、していただ

いて、ということをお願いしたいと思いま

すが。

○ 青山繁晴

釈迦に説法のようなことを申しますけれ

ども、この分野のこと初めての取り組みで

すよね、国としても、それから自治体とし

ても。そうすると初めてのことで、しかも

有事とか武力攻撃事態なんていう恐ろしい

話が出てくることについて、きちきちの基
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本計画をつくられると、みんな内心引くだ

けですよ、本当は。

だから、福岡県基本計画はこれですとい

う前に、たたき台原案、いろんな言葉を付

。 、けられますよね 大雑把なものをつくって

緩やかなものをつくって、ここで何か形が

、 、 、出てくれば 市町村 特に政令市なんかは

そうなるとやっぱり多少のことは申されま

すよね。そうやって、次のたたき台Ａ案、

Ｂ案、Ｃ案を面倒でもずっとバージョンア

ップしていく、今まで日本の行政があまり

やらなかったやり方、さっきおっしゃった

訓練も含めて。訓練も大々的にやるのだけ

が訓練じゃなくて、図上のミニ訓練でも訓

練になるんですよ。会議室で今日の10分の

１の人数でやる図上訓練でも訓練なので、

そういうやれることから、しかも誰もが取

っつきやすいことからやらないと、むしろ

さっきもこの分野では完全なものはないと

申しましたが、それと同時に、初めてのこ

とでいきなり完全なものをつくろうとする

と誰も動けなくなっちゃいますね。だから

なるべくラフなものからつくられた方が僕

はいいと思います。釈迦に説法で申しわけ

ないですが。

残り３分ということなんですけれど、ど

うぞ。

○ 会場の声

佐世保市の西俣と申します。９月８日に

は、青山先生、青木先生も佐世保市の方で

ご講演いただくという予定が入っているよ

うでございますので、ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

２点ほどお伺いしたいんですけれども、

佐世保市もご存じのように基地の街でござ

います。場所によっては米軍の弾薬庫の上

に住宅があるというふうな特異な環境下に

ありますが、やはり住民の方にご説明する

、 、ときに 実際に今までは耳をつぶってきた

目もつぶってきた、要するに弾薬庫では、

事故は起こらないんだというふうな前提の

下に皆さん安穏と生活をやってらっしゃっ

たんですが、今回の国民保護法を受けまし

て弾薬庫も危ないんだよということを、何

となく思っていたことを口に出すというこ

とになりますと、非常に不安が表れるわけ

です。

じゃあどんへんぐらいまで被害が及ぶん

だ、影響が及ぶんだということのお話を聞

かれます。そうしますと、ご承知のように

その情報はほとんど入っておりませんの

で、わからないというふうな返事にならざ

るを得ないんですが、その時に、そういう

ことも分からないで、よく避難マニュアル

なんてのがつくれるなというふうな話にな

ってきて、非常に言葉に窮してしまうとい

うふうなことになっております。

そういうときに、どういうふうに答えれ

ばいいのかというのをお聞きするのもなん

でございますけれども、そのへんどういう

ふうに考えたらよろしいのかなというのが

一つと。

もう一つは、やはり基地があるから狙わ

れるんだと。防衛施設があるからミサイル

が飛んでくるんじゃないのかというふうな

話にもなりまして、一部無防備都市宣言、

基地も要らないんだと、防衛施設もなけれ

ば、要するにジュネーブ条約の議定書あた

りを読むと、そういう無防備都市宣言、そ

ういったこともやればいいんじゃないかと
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いう一部考えの方もいらっしゃるようなん

ですが、私ちょっと読みますと、とてもそ

ういうふうな考えに読めないので、そのあ

たりどういうふうにお考えなのかなと、も

しお答えいただければと思っております。

○ 青山繁晴

これはあえて僕の方から。後で青木さん

に答えていただきますけれども。

佐世保という町は、沖縄の方多いですけ

、 、れど ある意味で沖縄とはまた別な意味で

日本が戦争に負けて今の体制になっている

ということを一番体現しているところなん

ですね。さっき僕がチラッと言いましたけ

れども、海上自衛隊にとっても一番悔しい

町なんですよね。おっしゃったように、言

葉のあやじゃなくて現実に弾薬庫の上とい

われる地域にまで住家があるという意味で

は非常に特異な、つまり世界的にも特異な

例だと僕は考えています。それで、まず、

事故が起きないと今まで説明されてきたの

はこれは正しいです。といいますのは、米

軍だろうがどこの軍隊だろうが、自分の弾

薬庫で爆発が起きてしまうというのは、別

に自衛隊に説明してもらうまでもなく、そ

んな不名誉なことはない上に、自らの戦力

を削ぎますから、事故だけは起きないよう

に本当にガードしてますから、事故につい

ては今まで佐世保市がおっしゃったことは

正しいですから、胸を張っておっしゃって

ください。

ただし、テロリストがその弾薬庫を知識

をもって襲った場合にも絶対安全かという

のは、さっき申しました原子力発電所と同

じであって、実は今まで自然災害や事故に

対して備えてきたけれども、テロに対して

はこの国は佐世保市だけじゃなくて備えて

こなかった。しかし、テロに対して完全に

安全なところはありませんということをそ

のままおっしゃっていただく以外にないと

僕は思います。

では、その弾薬庫の中に佐世保において

は何があって、それから爆発したときに、

例えばテロリストが爆破に成功したら何が

起きるかというのは、それもありのままに

政府を通じて、しかも今までの外交チャン

ネルだけじゃなく、この国民保護法を踏ま

えて防衛庁のチャンネルも使って、今情報

を一生懸命取ってるんだということを述べ

ながら計画をつくる以外に僕はないと思っ

ています。これは僕は民間人ですけれども

協力しますから、政府に対して、佐世保の

ようなケースでちゃんと住民に説明できる

ようにアメリカと交渉してくれということ

、 、は 僕の立場からも一生懸命言いますので

それはそういうふうにやっていただくしか

ないと思います。

それから、次の無防備都市宣言について

は、神奈川県の藤沢市などでやってらっし

ゃる人がいることは僕も承知しています。

そういう考え方があってもこの国は民主国

家であって、そういう考え方があること自

体守らなければいけませんので、僕はそう

いう意味ではそういう意見も決して排除し

ません。ただし、国際法の世界でいうと、

今ジュネーブ条約の追加議定書を読んでも

そう読めないとおっしゃったのは正しいの

で、あれは実は戦争が始まったあと、つま

り宣戦布告がある、通常の昔方の戦争が始

まったあとに、国際法、即ちジュネーブ条

約に則って、無防備都市宣言をすると、国
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際法の上では攻撃されないという建て前に

なりますという話なんです。即ちこの国民

保護の話は、戦争とかそういう前の段階か

ら、普段から備えをしましょうということ

ですから、戦争がない状態のときに無防備

宣言をしても、それは国際法上扱いようが

ないんですね。そういうことを超えて気持

ちとして無防備ということをおっしゃって

いるんだろうと思いますから、そういう方

々の意見も一生懸命聞くようにしています

けれども、しかし、国際法上は、それは非

常に奇異な話です。

スイス政府とイギリス政府にこの話を聞

、 、いたことがあるんですけれど これは正直

向こうの反応は呆れました、向こう側が。

つまり戦争じゃない状態で無防備都市宣言

ってどういうことですかって。あなたもっ

ときつく言った方がいいんじゃないのとい

うようなことを言われました。余計なお世

話ですけれどね。だから本当はそういうこ

となんです。

だいぶ時間がきているようですが、あと

一人、どなたかどうぞ。

○ 会場の声

すみません、最後の質問でたいへん恐縮

なんですけれども、私はマスコミの労働者

、 、の代表者で来ておりまして マスコミの方

沖縄のテレビ局５局も指定地方公共機関と

いうことで今指定の候補に挙げられており

まして、現在のところ保留をしているとい

う状況です。これはなぜかといいますと、

やはり沖縄戦の反省という話もこれまでも

出てきてましたけれども、まさに沖縄戦に

おいても、過去軍民一体となった要因とし

て、メディアが協力してきたというところ

、 、もありますので そんへんの反省から今回

組合としては指定地方公共機関に指定しな

いようにということで県の方には申し入れ

をしているところです。

そこで、青山さんにお聞きしたいんです

けれども、やはり共同通信のご出身という

ことで、やはりメディアと政府というか、

行政機関とのあり方みたいなところについ

て、今回の指定地方公共機関については、

やはり問題があるというふうにお感じでは

ないのかというところですね。

○ 青山繁晴

おっしゃるとおり僕は共同通信の出身と

いうこともあって、沖縄のテレビ局が出さ

れた要望書から始まって、一応全ての文章

をつぶさに読ませていただいたんです。そ

の中で、例えば、危機の事態にあってもど

んな情報を流すかはメディアの側の判断で

あって、それが報道の自由の根幹であると

いう趣旨のね、こういう言葉じゃないです

けれど、それが書いてありました。これは

僕は断固正しいと思います。

但しですね、これはあくまで、僕はもう

共同通信を辞めてますから、共同通信の意

見ではありませんよ。僕個人の意見として

申しますと、その後に、このままでは大本

営発表に近くなるということを書いてあり

ましたね。それはメディアとして、もっと

正確に問題を指摘すべきだと思います。即

ち、今日お話たくさん出ましたが、大本営

発表というのはさっき言いましたように、

軍隊のやることは全部国民の目から隠す体

制であって、それから国民のものじゃなく

て天皇のものであるというような体制の中

で行われたことを大本営発表というのであ
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、 、って この国では基本的にまず表現の自由

報道の自由が保障されてて、その自由を担

保しながら危機のときには情報が千々に乱

れて、つまり、はっきり言うと琉球放送で

はこういってたけど、沖縄テレビではこう

言っていた、どっちを信じていいかわから

なくなるから、それを出来れば政府側から

こういう統一情報を流したいということを

言っているわけですね。

だけど、指定地方公共機関というのは、

その情報しか流しちゃいけないということ

になってないですよね。つまり、政府が、

これを伝えて欲しいということは、伝えて

欲しいというのはまさしく指定地方公共機

関ですけれども、それに対して御社が、ど

こか聞きませんでしたが、沖縄テレビであ

れ琉球放送であれ、それから琉球朝日放送

であれ、その政府の発表に対して、例えば

コメントすること、それから独自取材で我

が琉球放送はこう思っていると言うことも

出来るわけですから、僕は意外かもしれま

せんが、指定地方公共機関にメディアが指

定されるというのは、僕はこの国民保護法

制の中では正しいと思っています。おそら

く共同通信労組の考え方も違うでしょう

が。

ただしですね、もう一つ言いますと、そ

れでも報道の自由というものがいかに壊れ

やすいものかということも記者時代身にし

みて感じてました。ちょっとこういう話に

なると長くなって申しわけないんだけど、

報道の自由というのは法的には何も担保さ

れてないんですよ。憲法で報道の自由が担

保されてるじゃないかとおっしゃるかも知

れないけど、報道の自由というのは本当は

取材の自由でなければいけないわけです。

そうすると、内閣総理大臣にいつでもフリ

ーメディアであれば、別に共同通信や琉球

放送じゃなくてもフリージャーナリストも

含めて、国民の利益になるなら総理大臣に

会うことができるなんて担保は何も法律上

ないわけです。そういうのが担保されてな

いから、本当は報道の自由は極めて壊れや

すいから、政府がこれを流してくださいと

言った情報について、流しても、その後の

検証は必ずできる仕組みはつくらなきゃい

けないと思っています。

即ち、後検証が少なくともできる仕組み

は担保させなきゃいけないと思っていま

す。この国民保護法制をこれから実際に運

用していくときにおいてですね。それはメ

ディアの側が沖縄だけじゃなくて、民放連

も含めてしっかり統一するとそれは可能だ

と思っています。

もう一回言いますが、指定地方公共機関

にメディアを含めること自体は賛成です

が、その運用については、なお改善の余地

があると僕は思っています。よろしいです

か。

○ 会場の声

報道の自由が壊れやすいという点で言う

と、やはり萎縮効果を生むんじゃないかと

いうのが一つあって、なぜ、今回放送局だ

けが指定されたのか。それは消防庁さんの

方では新聞等は迅速性がないというような

判断をされているようですけれども、やは

り僕らからすると、それはもう免許事業だ

から、そこの部分での萎縮効果というのが

非常に大きいんですよね。ですから、その

へんがかなり今厳しい状態だなというふう
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に感じてるところなんですけれども。

○ 青山繁晴

。 、それは確かにあります はっきり言って

新聞通信は政府に対して言いたいことを言

いやすい。僕のいた通信社ですが許認可事

業ではありません。ところが放送の方は許

認可事業だから、普段から政府に対しても

のを言いにくいんで、そこを突かれたとい

う面は確かにあると思います。

ただし、これは実際に情報を危機の時に

どう扱うかというと、今日、情報の話たく

さん出ましたが、隅々まで情報を届かせる

にはどうしたらいいかという問題提起も本

当は牧野副知事からあったでしょ。その時

に僕はあえて申しませんでしたが、それ本

当にテレビを使わないでやろうとすると、

各端末を家庭の隅々まで、１億２千万人国

民がいて、何千万という世帯に全部届けな

きゃいけないということになっちゃうわけ

ですよ。だからそれをしないで、とりあえ

ず割と最近に危機があっても情報を伝える

、 、のは これは実際は新聞でも通信でもなく

、 、それはテレビ ラジオしかないというのは

それもまた現実なんですよ。だから、言い

やすいところに言ってるのは事実だけど、

同時に使えるメディアというのはラジオ、

テレビしかないというのも現実なんです

よ。ということは、物事は全部いつも真っ

黒や真っ白があるわけじゃなくて、当然黒

に近い灰色、白に近い灰色で動いていくわ

けですね。ですから、このメディアを指定

地方公共機関にするというのは僕は白に近

いグレーだと思っているわけです。そのグ

レーをなるべく少なくする努力を労働組合

だけじゃなくて、メディア全体として取り

組まなければならないと思っています。

これ実は岐阜県で国民保護フォーラムを

やったときに、当時の梶原岐阜県知事、も

う勇退されましたが 「あなたは記者出身、

だからメディアの肩を持つ」と言われて、

僕は内心非常に憤激したんです。私はメデ

ィア出身だからってメディアの味方するわ

けじゃないです。あくまで国民の味方を命

を懸けてやっているわけですから、その目

から見ると、白に近いグレーを、なるべく

グレーの部分を減らすのはまさしくメディ

アの側の努力だと思うんです。

もっとはっきり言うと、じゃあ視聴者の

側が政府から伝えられた情報だから信用し

なくて、例えばテレビが独自に取材したも

んだから信用できるというレベルにジャー

ナリズムの側が達してるかというと、これ

達してないでしょ。達してないから政府の

言うことを聞けというんじゃなくて、政府

の伝えろという情報を、本来はメディアの

側で、これは嘘かもしれない、いや本当だ

ろうと思うということを判断する力を本来

は取材力で持ってなきゃいけないと思うわ

けです。そこをおろそかにしたまま、政府

が言ってくるから大本営発表だというふう

、 、にすると 視聴者の側がメディアの反発を

ああそうかメディアは報道の自由のために

頑張ってると受け取るかというと、そんな

ことは絶対ないと思います。梶原さんはそ

れをいわば代弁して僕に食って掛かったん

だと思っているわけです。個人的意見です

けれど、お答えというか意見ですけれども

申しました。いいですか。

ちょっとメディアの問題に深入りすると

皆さんと離れちゃうから。
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そろそろ今日終わりにしたいんですが、

皆さん一個だけ誤解を招きたくないので、

すみません最後にこんな余談を申して恐縮

なんですが、武士道ということを一つ僕言

いましたね。それで、かつて戦争のときに

この沖縄も含め、沖縄だけじゃなくて日本

『 （ ）』国民を駆り立てた中に 葉隠 はがくれ

という書物があったんですね その中に 武。 「

士道とは死ぬことと見つけたり」という一

文があって、それみろ、お国のためには死

ぬのが若者の定めだといって、旧軍部は国

民を戦争に駆り立てたわけです。はっきり

申しまして。

しかし、実は私は古い武家に育って、そ

の『葉隠（はがくれ 』と一緒に育ったん）

です。同時に私の家庭はキリスト教徒でも

あります。キリスト教徒が武家が両立する

のかと言われると、まさしく両立する。そ

れはどうしてかというと、少なくとも私が

父母から学んだことや自分で考えてきたこ

、「 」とは 武士道とは死ぬことと見つけたり

というのは、人間は自分のこと、テメーの

ことだけ考えて生きてたら、生きてた意味

がないぞと。人のために尽くして、人のた

めに命を捧げることまであってなお、あっ

て初めてお互いに手を組んで生きることが

できるという意味だと思っているんです。

これは実は聖書に、すみませんこんな話

をして 「一粒のむぎ」という一節があっ、

て 「一粒のむぎ、もし死なずばただ一粒、

にてあらん。もし死なば多くの実を結ぶべ

し」つまり僕らは一粒のむぎに過ぎない。

これが死なないで地面に生きてたらたった

一粒のままだろう。でもこれ死ぬことによ

ってまさしく死ぬことと見つけたり。死ぬ

ことによって肥やしになって新しい実を結

ぶんだと、全く同じことを書いているわけ

です。

そうしますと、最後に、こういうことを

申したのは、さっき民間人としてという話

がありましたけれども、僕はもちろん一民

間人であって、民間人だからこそ国民の側

に立つことができると僕は信じてますし、

そのかわり、文字どおり命をかけてやって

ますので、今日もその立場できまして、他

人のために、あるいは沖縄を好きだという

ならば、白梅の塔を見て好きだというなら

ば、どこまでもやらなきゃいけないという

信念でまいりましたので、武士道とかいう

と、右翼と誤解されることがあるので念の

ために申しました。恐縮ながら僕は右翼は

好きではありません。

皆さんごめんなさい、最後余談をいたし

ましたが。皆さん本当に長い時間、余談ま

で含めてありがとうございました。

○ 司会

恐れ入ります。青木室長から一言と、統

括監から一言ずつお願いいたします。

○ 青木信之

青木です。先ほどの防災ボランティアを

されている方から何か出来ることと言われ

ましたけれども、総務省消防庁のホームペ

ージに国民保護に関するいろんな資料があ

ります。ぜひいろいろご活用いただいて、

全くお断りする必要もありませんし、どの

ように活用いただいても全く結構でありま

す。また、私どもの話を全くうのみにして

いただかなくて、反対するところは反対す

るという、そういう勉強会でも結構であり

ますから、ぜひ議論の材料に使っていただ
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ければということでお願いが１点でありま

す。

もう１点は、実は私は２部の参加者の名

前に入っておりませんでした。県当局にお

願いをして、青山さんを残して帰るわけに

はいかない、何とか俺も入れさせてくれと

お願いをして、そこまで言うなら入っても

いいですよということで本日お付き合いを

させていただきましたけれども、お付き合

いさせていただいて本当によかったと思っ

ております。皆様方と沖縄県に本当に感謝

をしたいと思います。ありがとうございま

した。

○ 司会

府本統括監一言お願いします。

○ 府本禮司

今日は皆さんありがとうございます。私

の方も青山さんの武士道の言葉を聞くと、

ちょっとそれに代える言葉がないものです

から非常に苦しんでおりますけれども、た

だ、私の方も武内も含めて私どもの職員が

、 、来ておりますけれども この件については

やはり県民の立場に立って、市町村の立場

に立って計画をつくっていきたい。そのた

めに全身の力を振り絞って皆さんと議論し

ながらつくっていくことにしたいというふ

うに思っていますし、そういうことができ

なければ、この計画がやっぱり生きていか

ないというふうに思っています。我々は二

度と県民をややこしい変なことに巻き込

む、有事というのを起こらないことを望ん

でおりますけれども、仮にそういうことが

あったにしてもカチッとしたルールを示す

べきだと思っております。今日は本当にあ

りがとうございました。

○ 司会

どうもお疲れさまでした。時間も大分オ

ーバーしております。コメンテーターの皆

、 。 、様 本当にありがとうございました また

ご来場の皆様お疲れさまでした。

このフォーラムを通して国民保護につい

ての理解を深めていただいたものだと考え

ております。国民保護に関する情報につき

ましては、県のホームページ、防災危機管

理課のホームページの方に随時掲載してご

ざいます。ぜひ今後の動き等も含めてご覧

いただければと思います。また、質問等が

ありましたら積極的にお寄せ下さい。お待

ちしています。

本日の保護フォーラムは、これで終了さ

せていただきます。本当に長い間お疲れさ

までした。ありがとうございました。




